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インドネシア共和国 

パレンバン市 

（南スマトラ州） 

バリクパパン市 

（東カリマンタン州） 

ジャカルタ 

 パイロットプロジェクト都市（成果2・成果3）



 

 

現 地 写 真 
パレンバン（Palembang）市 

  

廃棄物一次集積所（TPS） 

（Transfer Depoと呼ばれるTPS） 

パレンバン市北部最終処分場（TPA-II）にお

ける公共事業省の衛生埋立処分場セル建設

サイト（竹の柵で囲まれた部分） 

  

パレンバン市南部最終処分場（TPA-I） パレンバン市南部最終処分場（TPA-I）拡張

予定地（し尿処理池後方） 

 

 

 

Retail市場に設置されたコンポスト化施設 中学校に設置されたコンポスト化施設 



 

 

 
  

PT-PUSRI（国営化学肥料会社） 

主に公園等から出る木や葉をコンポスト化。

農業省からの指示で年間45万tのコンポスト

の生産を義務づけられている。 

 

RT-24、エコフレンドリービレッジ受賞地区 

市民参加型廃棄物管理事業（PESAMAS）事業モ

デル地区候補地RT-24のソーシャリゼーショ

ンを行う建物。コミュニティの結束も固いた

めモデル地区に最適。住民団体・婦人団体と

RT長を対象としたセミナーを行う予定。 

  

Musi Agroコンポストセンター 

ムシ川を覆っている水ヒヤシンスを処理する

ために開始したプロジェクトである。スタッ

フはすべて近隣の農家の青年で質の良いコン

ポストを生成している。今後、家庭ごみのコ

ンポスト化にも取り組みキャパシティービル

ディングを行うことに興味を示している。 

 

Bukit Sangkal地区コンポストセンター 

コミュニティ主動で開始したコンポストセン

ターを公共事業省（PU）と市が支援をしてい

る。有機廃棄物のコンポスト化を行ってきた

が、青年局のサポートにより、無職の青年た

ちを起用し、液肥コンポストキットを作成し

販売する事業を開始した。 

 



 

 

バリクパパン（Balikpapan）市 

  

最終処分場 

準好気性埋立、浸出水処理施設をもつ。イン

ドネシアでは最高水準の環境対策を施してい

る施設といわれている。 

地域コミュニティのアエロコンポスト 

アクションプランでは、市が全隣組（RT）に1

つずつ配布する予定 

  

市場用廃棄物管理センター予定地 

敷地は市場の横。市場で発生したごみを集め、

生ごみの堆肥化、プラスチックなどの資源化

物回収、その他残渣を処分場へ送るごみの中

継を行うもの 

事業系ごみ廃棄物管理センター 

Balikpapan Environmental Service社が収集

してきた事業系のごみを同社が分別。生ごみ、

プラスチック・空き缶等資源化物を回収後、

残渣は処分場へ運ぶ。生ごみは併設されたコ

ンポストセンターで堆肥化 

  

環境教育に取り組んでいる学校の例 

バリクパパン国立第1中学校。校内で生ごみ堆

肥化、資源化物回収などに取り組んでいる。

堆肥は、校内につくっている植物園で使用し

ている。 

バリクパパン副市長表敬 

左から2番目：環境局Ms.Rosmarini担当課長、

4番目：副市長 
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リュース、リサイクル） 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 
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ANDAL Analisis dampak lingkungan 環境影響評価報告書 

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 地方予算 
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COP/MOP 
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環境衛生開発局 

PO Plan of Operation  年間活動計画 
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PPP Public–Private Partnership 官民パートナーシップ 
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R/D Record of Discussions  討議議事録 
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SWM Solid Waste Management 固形廃棄物管理 
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UNFCCC 
United Nations Framework Convention on Climate 

Change 

気候変動に関する国際連合枠
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UPL Upaya Pemantauan Lingkungan 環境モニタリング計画 
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WB World Bank 世界銀行 
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事業事前評価表 
 

JICAインドネシア事務所・地球環境部環境管理第一課 

１．案件名 

 国 名： インドネシア共和国 

 案件名： 3R及び適正廃棄物管理のためのキャパシティーディベロップメント支援プロジェクト 

The Project for Capacity Development of Central and Local Governments for 3R and Domestic 

Solid Waste Management System 

 

２．事業の背景と必要性 

 （1）当該国における廃棄物管理セクターの現状と課題 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では、人口の増加や経済成長に伴い、

大都市を中心に廃棄物の発生量が増加しているが1、衛生的な処分場が未整備であるため、多

くの都市でオープンダンピングによる埋立処理に頼っている。また、廃棄物管理に関する行

政能力が低いことにより、ごみの収集運搬率2は低く、市民によるごみの不法投棄も行われて

いる。これらの現状は深刻な環境・衛生上の問題を生み出しており、廃棄物管理の改善が重

要な課題となっている。また、近年、既存の最終処分場が逼迫する一方で、周辺住民の反対

や都市化により、新たな廃棄物処理場用地の確保が困難となってきている。 

このため、インドネシア中央政府は、環境省（Kementerian Negara Lingkungan Hidup：KLH）、

公共事業省（Pekerjaan Umun：PU）を中心に、廃棄物の減量化・適正処理をめざした法制度

や政策の準備を進めてきており、廃棄物管理を担う地方政府での適用が行われている。環境

省は2007年前後から3R3活動の推進に向け、3R促進プログラム（啓発用冊子の配布､テレビ広

告）を展開し、公共事業省は、3R推進を2006年の省令（21号）で打ち出したあと、コミュニ

ティを対象としたパイロット事業（廃棄物管理に関するガイドライン・ガイダンスの普及、

女性を対象としたコミュニティへの廃棄物管理トレーニング等）を実施してきている。これ

らの取り組みには、成功事例も見出されているが、活動範囲も、量的効果も限定的である。

コミュニティの自主努力による発生源分別や家庭単位でのコンポスト化の成功事例もみられ

るが、都市全体としての量的効果は乏しく、廃棄物管理の施策として明確に位置づけられて

いないことから、長期的かつ持続的な展開を期待することが難しい状況にある。 

このような状況の下、2008年5月、インドネシアは3Rの推進が盛り込まれた廃棄物管理

No.18/2008を公布・施行した。同法では、対象廃棄物を「家庭系廃棄物」「家庭系類似廃棄物4」

「特定廃棄物（有害物質を含むものや災害時の廃棄物など）の3つに分類し､廃棄物管理を「廃

棄物削減（3R）」と「廃棄物管理（分別/収集/運搬/中間処理/最終処分）」によって実施すると

                                                        
1 インドネシアにおける都市ごみは2005 年から2008 年の間に3.76％増加している（出所：インドネシア環境省、State of 

Environment Report 2009）。 
2 2008年における都市ごみの収集運搬率の平均はおよそ69％にとどまる。（出所：インドネシア環境省、State of Environment 

Report 2009）。 
3 Reduce（減量化）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）の3つの語の頭文字をとった言葉。Reduce、Reuse、Recycleの優先順

位で廃棄物の削減に努めるのがよいという考え方を示している。 
4 環境省によれば、商業セクターや工業セクター、公共施設などから排出される「家庭ごみに似た種類のごみ」を指す。 
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規定している。また、製造者の責任［拡大製造者責任（Expanded Producers Responsibility：EPR）］

についても言及している。しかし、同法は、廃棄物管理の原則を示す基本法であり、運用に

必要な詳細は別途政令及び省令、地方条例で定めることとされている。したがって、拡大生

産者責任実施制度の構築を目的とした省令や、対象都市において市民が廃棄物を減量、分別、

再利用、リサイクルする具体的な方法を明記した条例など、適切な細則を規定することが円

滑な法律運用の鍵となっている5。しかし、現状では、廃棄物管理の責務を担う地方政府関係

機関（清掃局、環境局など）における廃棄物管理の政策・戦略策定能力（条例策定や基本計

画策定）は、まだ脆弱であり、廃棄物削減活動に関する技術的な知見も不足しており、今後、

廃棄物管理法（No.18/2008）、あるいは現在承認待ちの政令や、今後策定される省令等に規定

される廃棄物管理を適正に実施していくにあたり、中央政府機関、地方政府双方にとって解

決すべき課題となっている。 

 

 （2）当該国における廃棄物管理セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

インドネシアでは、都市環境の主な問題のひとつとして、都市域への人口の増加に伴うご

み量の増加及びごみ質の変化などにより、廃棄物処理の問題が深刻化してきていることが挙

げられている。 

2010年～ 2014年を計画年次とする国家中期開発計画（ Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah：RPJM）第2巻の第5章（施設と社会基盤セクター）においては、2006年の廃棄物の

発生量が7,400万tに達しており、国民と政府の双方が、3Rの考え方を通じて廃棄物の発生を抑

制する努力が必要だとしている。 

同中期計画では、廃棄物管理の課題として、以下の5つを挙げている。 

① 廃棄物管理法（No.18/2008）を実施するうえでの制度的な整備の遅れ（条例、規則など） 

② 廃棄物の処理が適正に行われていないこと（発生源抑制が不十分） 

③ 廃棄物処理サービス業者の管理者の能力が低いこと 

④ 適切な廃棄物管理計画が不備なこと（中央並びに地方の管理基本計画の欠落） 

⑤ 廃棄物管理の財源が不足していること 

本事業は、これらの課題のなかで、制度構築、廃棄物の発生抑制に重点を置いた廃棄物管

理計画（アクションプラン）策定、3Rパイロット事業の実施等を通じて、 環境省（中央）・

対象都市政府（地方）スタッフの、主に政策・戦略策定面での廃棄物管理能力を強化し、対

象都市における廃棄物量の削減に貢献するものである。 

 

 （3）廃棄物管理セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

わが国は、G8における3Rイニシアティブの推進、神戸3R行動計画等を踏まえ、アジア地域

諸国の適正な廃棄物処理とともに、3Rを通じた循環型社会づくり支援にかかわる取り組みを

強化している。一方、わが国の対インドネシア国別援助方針（2012年4月）では、重点分野「ア

ジア地域及び国際社会の課題への対応能力向上のための支援」の重点事項「気候変動対策」

                                                        
5 環境省から2011年4月に国家官房室に提出された、廃棄物管理法にかかわる政令（「廃棄物削減」「廃棄物管理」「特定廃棄物」

に関する3つの政令）の承認と、その後の公布・施行が待たれている状況である。2012年2月に派遣された詳細計画策定調査

団が環境省の関係者から得た情報によれば、同政令は、近々大統領からの承認を受ける模様。 
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に対応する開発課題として位置づけられる6。これを受け、JICAは「気候変動対策」を協力プ

ログラムとして位置づけており、本事業はこれらのプログラムに対応している。 

過去、あるいは現在実施中のJICAの廃棄物管理セクターの事業としては以下のものがある。 

・ ジャカルタ都市廃棄物処理事業（円借款）（1993年L/A調印） 

・ スラバヤ都市環境改善事業（円借款）（1993年L/A調印） 

・ マミナサタ広域都市圏廃棄物管理事業（円借款）（2010年L/A調印） 

・ マカッサル市市民参加型廃棄物管理推進事業（草の根技術協力）（2009年9月～2010年3月） 

・ 西ジャワ州廃棄物複合中間処理施設・最終処分場・運営事業準備調査（PPP F/S）（2012

年3月最終報告書） 

 

 （4）他の援助機関の対応 

廃棄物管理セクターにおける中央政府（環境省）、及び対象地方都市に対する廃棄物管理の

制度構築に関する他国際ドナーの援助活動はほとんどみられないが、衛生・水分野のサブコ

ンポーネントとして3R活動やコンポスト処理などが行われている［例：アジア開発銀行（Asian 

Development Bank：ADB）：Metropolitan Sanitation Management and HealthやUrban Sanitation and 

Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project等］。一方、世界銀行（World Bank：WB）

の融資により、2008年9月からインドネシアマカッサル市の既存処分場（タマンガパ）でメタ

ン回収燃焼事業（Makassar Landfill Methane Collection and Flaring Project）が実施されている。 

 

３．事業概要 

 （1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、インドネシアにおいて、適正な3R活動と廃棄物管理（家庭系・家庭系類似廃棄

物）に係る省令案の策定、対象都市における中期廃棄物削減計画（アクションプラン）の策

定及び、パイロット事業の実施を行うことにより、対象自治体において、廃棄物管理法

No.18/2008に準拠した適正な3R活動と廃棄物管理の実施を図り､もって3R活動及び廃棄物管

理が、全国の代表的な地方自治体において順次実施されることに寄与するものである。 

 

 （2）プロジェクトサイト/対象地域名 

ジャカルタ（中央政府環境省） 

成果2・3に係る対象都市：南スマトラ州パレンバン市、東カリマンタン州バリクパパン市 

 

 （3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

中央政府環境省廃棄物管理局職員、パレンバン市環境局（Badan Lingkungan Hidup：BLH）

と清掃局（Dinas Kebersihan Kota Palembang：DKK）職員、バリクパパン市環境局と清掃局職

員 

                                                        
6 インドネシア国内での排出削減行動として、温室効果ガスを2020年までにBAU比（特段の対策のない自然体ケース）で26％

（対外支援を受けた場合には41％）削減するための大統領規則「国家温室効果ガス排出削減計画（RAN-GRK）」が2011年11

月に発令されている。対象分野には廃棄物管理も含む。 
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 （4）事業スケジュール（協力期間） 

2013年5月～2016年4月を予定（計36カ月） 

 

 （5）総事業費（日本側） 

約3億9,000万円（予定） 

 

 （6）相手国側実施機関 

中央政府環境省：廃棄物管理局（廃棄物削減に関する政策等を管轄） 

中央政府公共事業省：環境衛生局（廃棄物施設及びインフラ開発に関する政策及び国家戦

略策定等を管轄） 

パレンバン市：環境局（環境政策の立案と政策運営）及び清掃局（都市清掃事業） 

バリクパパン市：環境局（環境政策の立案と政策運営）及び清掃局（都市清掃事業） 

 

 （7）投入（インプット） 

1）日本側 

・ 専門家派遣（3R/廃棄物管理政策､廃棄物削減政策､法制度､3R/住民参加､環境教育/住民

啓発、廃棄物データ管理、廃棄物管理組織・財務、業務調整等、3年間で計70M/M程度） 

・ パイロットプロジェクト用資機材（必要に応じて検討） 

・ カウンターパート（Counterpart：C/P）研修（計3回） 

 

2）インドネシア側 

・ カウンターパート 

・ 専門家執務室（ジャカルタ、パレンバン、バリクパパン） 

・ プロジェクト運営費 

 

 （8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリー分類：C 

② カテゴリー分類の根拠：本事業は、「JICA環境社会配慮ガイドライン」（2004年4月制定）

上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし 

 

3）その他 

現状では、負のインパクトは想定されないが、発生源での廃棄物発生抑制が、最終処分

場（Tempat Pemuangan Akhirnya：TPA）でのウェイストピッカーなど、残存する有価物を利

用して生計を営む人々に与える影響について、プロジェクト実施中のモニタリングを行い、

必要に応じて、対策案の提言を行う。 
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 （9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

以下の援助活動と情報の共有と知見の相互活用を図る。 

 

活動名 連携内容 

＊気候変動対策能力強化プロジェクト（Sub-Project 

of Capacity Development for Developing National 

GHG inventories/Project of Capacity Development for 

Climate Change Strategy）（JICA） 

パレンバン市の廃棄物最終処分場における

ごみ組成データの共有とごみ組成調査実施

ガイドラインの活用及び州別緩和行動計画

（RAD-GRK）策定・更新への間接的貢献 

＊2011年度草の根技術協力事業：住民参加型一般

廃棄物処理技術開発普及事業（DEPOK市/大崎町）

インドネシアのコミュニティにおける廃棄

物削減活動の知見の共有 

＊草の根技術協力事業：インドネシア共和国小学

校における環境保全活動の実施による持続可能な

発展のための地域ネットワークづくり（ジャカル

タ市/長崎大学） 

インドネシアのコミュニティにおける廃棄

物削減活動の知見の共有 

＊インドネシア共和国スラバヤ市における分別収

集・堆肥化による廃棄物減量化・リサイクル促進

事業（スラバヤ市/北九州市） 

＊スマート・コンパクトシティにかかわる協力

（2011年3月にスラバヤ市と戦略的環境パートナ

ーシップを締結し、排水処理、太陽光発電・廃棄

物処理・水道水浄化等の分野で支援を進める計画）

（アジア低炭素化センター・北九州市） 

インドネシアのコミュニティにおける廃棄

物削減活動の知見の共有 

＊ASEAN ESC（環境的に持続可能な）モデル都市

プログラム：日・ASEAN統合基金（Japan-ASEAN 

Integration Fund） 

コミュニティにおける廃棄物削減活動

（Waste Bank）の知見の共有（パレンバンが

モデル都市となっている（ASEAN8カ国で全

14都市） 

環境政策アドバイザー 環境政策アドバイザーが構築した環境省内

での人的ネットワークなどを活用した省令

案の策定及び承認フォローアップの円滑化、

プロジェクトの知見の他都市への共有・展開

促進 

 

2）他ドナー等の援助活動 

廃棄物管理の制度構築に関する他国際ドナーの援助活動はほとんどみられないが、衛

生・水分野のサブコンポーネントとして3R活動やコンポスト処理などが行われており（例：

ADB：Metropolitan Sanitation Management and HealthやUrban Sanitation and Rural Infrastructure 

Support to PNPM Mandiri Project等）、これらの活動から得られた成果・教訓について情報収

集しつつ、パイロットプロジェクトの検討を行う。 

また対象都市（パレンバン、バリクパパン）においてはインドネシア国家開発企画庁

（Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional：BAPPENAS）の「Regional Settlement Sanitation 
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Development Acceleration Program（PPSP）7」や、同国環境省のアディプラ（ADIPURA）の活

動8が実施されている。ワーキンググループの活用や、廃棄物に係る情報収集体制の再構築な

どにおいて、これらインドネシア側が実施している活動との連携を行うことを予定している。 

 

４．協力の枠組み 

 （1）協力概要 

1）上位目標：廃棄物管理法及び関連政令・省令・地方条例にのっとった適切な3R活動及び

廃棄物管理（家庭系・家庭系類似廃棄物対象）が、全国の代表的な地方自治体において順

次実施されるための準備が整う。 

指標：プロジェクト期間終了後3年以内に、本プロジェクト対象都市を含むxxカ所以上の都

市で3R国家戦略、省令に沿った3R活動及び廃棄物管理計画が策定される9。 

 

2）プロジェクト目標：廃棄物管理法及び関連政令・省令・地方条例にのっとった3R活動及

び廃棄物管理（家庭系・家庭系類似廃棄物を対象とする）が、対象都市で実施される。 

指標：プロジェクト終了時（2016年4月）までに、対象都市の最終処分場に搬送される廃棄

物の量が、2013年に比べて、xx％削減される。 

 

3）成果及び活動 

成果1：廃棄物管理法（No.18/2008）にのっとり、3R活動と廃棄物管理活動（家庭・家庭

類似系廃棄物対象）の実施に必要な省令案10が策定される。 

活動1-1：中央政府内で省令策定のためのワーキンググループ（Working Group：WG）

を設置する。 

活動1-2：WGは現状の廃棄物管理関連の法制度や主要都市の3R活動状況・計画等を調

査し、優先分野を明確にして作業工程を決定する。 

活動1-3：WGは優先順位に応じて省令案を策定する。 

活動1-4：WGは省令案が承認されるためのフォローアップを行う。 

指標1：省令案が2014年末までに策定される。 

 

成果2：対象都市において、廃棄物削減に重点を置いた廃棄物管理計画（中期アクション

プラン）が市の条例にのっとって策定される。 

活動2-1：対象都市で、プロジェクト活動のためのWGをそれぞれ設置し、市条例案11を

                                                        
7 国家開発企画庁（BAPPENAS）が中心なって実施している環境衛生プログラム。下水、廃棄物などの適正管理を行い、衛生

的な環境づくりと地域開発を同時に進めることを目的としている。 
8 環境保護法（1982年法律4号）による環境先進都市評価・表彰制度で1986年に開始。プログラムの評価項目は、マネジメント

面、フィジカル面、公衆衛生面、公園緑地アメニティ面の4項目にまたがり、廃棄物関連ではマネジメント面での組織、フィ

ジカル面での施設整備状況が評価の対象となっている。優秀都市には賞金が付与される。 
9 普及を果たすべき地方自治体数の目標値などについては、プロジェクト開始後半年以内にベースライン調査を行い、日本人

専門家とインドネシア側カウンターパートの双方で決定する。 
10 「拡大生産者責任実施制度の構築」などの省令案が想定されるが、具体的には活動1-1で設置されるワーキンググループ（WG）

の議論を踏まえて本プロジェクトで検討すべき省令案が決定される。 
11 対象都市において、市民が廃棄物を減量、分別、再利用、リサイクルする具体的な方法を規定した条例の制定を想定している。 

 



 

vii 

策定する。 

活動2-2：WGは廃棄物量・組成データを管理する。 

活動2-3：WGは廃棄物削減計画（アクションプラン）12を策定する。 

指標2-1：市条例案が2014年末までに起案される。 

指標2-2：廃棄物削減のための中期アクションプランが2014年中盤までに策定される。 

 

成果3：パイロットプロジェクトの実施を通じて、対象都市の3Rと廃棄物管理実施能力が

強化される。 

活動3-1：対象都市で、パイロットプロジェクト実施のためのWGをそれぞれ設置する。 

活動3-2：WGはスラバヤ市とマラン市における3R活動を参考のためにレビューする。 

活動3-3：WGは住民のニーズを確認するための参加型ワークショップを開催する。 

活動3-4：WGはパイロットプロジェクトの詳細実施計画を策定する。 

活動3-5：WGはパイロットプロジェクトのモニタリング計画を策定する。 

活動3-6：WGは、各対象都市の関連機関と調整・連携しつつパイロットプロジェクト

を環境省、公共事業省からの協力を得て実施する。 

活動3-7：各対象都市及び中央政府（環境省と公共事業省）は、パイロットプロジェク

トをモニタリング・評価する。 

活動3-8：各対象都市及び中央政府（環境省と公共事業省）は、評価結果を基にパイロ

ットプロジェクト実施結果及び今後の展開に向けた提言を取りまとめる。 

活動3-9：環境省と公共事業省は、プロジェクトで得た知見を他自治体に普及するため

の仕組みづくりを検討する。 

活動3-10：環境省と公共事業省は、知見を普及するためのワークショップを開催する。 

指標3：対象都市の能力が設定された基準を満たす。 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

a）指標について 

上位目標、プロジェクト目標の指標については、プロジェクト開始後半年以内に基準

値を含む開始時の現況把握並びに定量的な目標の数値（それぞれ、3R活動と適切な廃棄

物管理を行う都市の数、ごみの削減率）を関係者の合意の下に定める。また、成果3につ

いても、対象都市の能力評価項目とその数値目標をプロジェクト開始後半年以内に定め

る。その際、プロジェクトの進捗と達成度を検証するために、プロジェクト開始時のベ

ースラインデータの取得が必要であることに留意する。 

成果3の指標である能力評価の測定方法及び評価判断基準については、プロジェクト開

始後半年以内で､日本人専門家・インドネシア側カウンターパートの双方で協議により決

定する。内容としては対象をパレンバン市、バリクパパン市の環境局並びに清掃局の職

員とし、①3R活動の包括的（社会・法的・技術的）な理解、②廃棄物関連のデータ管理・

                                                        
12 施策の実現に向けて、各施策の優先順位や実施工程を示したもの。ベースライン調査の結果を踏まえて、実現に向けた数値

目標を設定し、また、計画、実施、モニタリング・改善段階において、具体的な関係者の役割を示す予定。 
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分析、③住民啓発/環境教育、④ファシリテーション、⑤関係機関との調整能力、⑥報告

書作成・発表能力などが想定される。 

 

b）上位目標について 

上位目標の達成には、プロジェクト活動の継続と、対象範囲の拡大が必要となるが、

そのためのメカニズムをプロジェクト活動に組み込んで検討し、最善の方法を提案する。

その際、インドネシア政府の現行の枠組み（PPSPのWG）や住民組織（RT/RW）13を有効

活用することを念頭に置く。 

 

c）関連機関の役割 

プロジェクト活動の実施においては、中央省庁が、環境省を中心に、廃棄物削減にか

かわる国レベルでの制度づくり（省令策定）を担うとともに、対象自治体の廃棄物管理

の基本計画策定及びパイロットプロジェクトの計画策定・実施を支援する。対象自治体

は、中央省庁より、政策上の助言と技術的支援を受けつつ、パイロットプロジェクト実

施の主体となり、自らの廃棄物削減活動の実施能力を高め、同時に､パイロットプロジェ

クト実施で得られた知見をフィードバック・共有することで、中央省庁が行う省令の制

定等の見直しに貢献する。このように、プロジェクト活動が中央、地方で行われるため、

適切な頻度で、意見や情報を共有するための定例会議などを開催し、調整を図る。 

また、国家計画企画庁（BAPPENAS）と内務省は、下表に示す視点からプロジェクト

の活動について助言と支援を行うが、BAPPENASはPPSP活動の実施調整機関としても連

携が必要となる｡ 

 

省庁名 役 割 

国家計画企画庁 

（BAPPENAS） 
マクロ経済、国家政策、予算配分、開発援助案件の総合調整 

内務省 
地方政府の開発計画の指導・監督、地方政府が行う政策のサポ

ートと地方政府間の利害調整 

 

d）対象都市について 

今回、インドネシア側の要望を踏まえ対象都市として選定されたパレンバン市、バリ

クパパン市は、ADIPURAへの参加など、これまで廃棄物管理に積極的に取り組んできて

おり、廃棄物管理法（No.18/2008）に則した適切な廃棄物削減活動を実施する自治体とし

ての条件が整っていると考えられる。また両都市とも、廃棄物問題に関する政策に対す

る市長のコミットメントが強く、活動に必要な予算の配賦も期待できる。 

しかし、今年ADIPURAの最優秀賞を受賞したスラバヤ市やマラン市が、3R関連活動の

実施に関する経験が豊富で、コミュニティの組織化が進んでいるのに比べ、パレンバン

市やバリクパパン市の経験や技術的知識は浅く、これから本格的な3R活動を実施する段

                                                        
13 RT：Rukun Tetangga（隣組）、RW：Rukun Warga（町内会）は、行政体ではなく、住民の組織であるが、本プロジェクトにお

いて、市や環境NGOと連携し、コミュニティベースのコンポスト化活動を行うなどの重要な役割が期待されている。 
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階にある。したがって、パイロットプロジェクトの実施にあたっては、スラバヤ市の家

庭・コミュニティレベルのコンポスト活動やマラン市の有価物回収促進の取り組みなど、

インドネシアの都市におけるグットプラクティスを十分に参考とし、3R活動を定着させ

ることに重点を置くこととする。 

そのうえで企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility：CSR）の考え方を取り入

れるなど、インドネシアの3R活動をリードする先進的な試みについても可能な範囲で検

討することとする。さらに、廃棄物管理は人口規模や地理条件によって対策が異なる面

もあるため、本プロジェクトの成果の普及をより効果的・効率的に行うために同じよう

な人口規模14、地理的条件及び廃棄物対策能力を有した自治体を中心に成果の共有を図っ

ていく。 

 

 （2）その他インパクト 

上位目標（全国の代表的な自治体において3R活動の実施に向けた準備が整う）が達成され

れば、これらの自治体の衛生状況が改善され、また、最終処分場に運ばれる廃棄物の量が削

減されることにより、最終処分場の使用期間の延長並びに温室効果ガスの排出抑制に貢献す

ることが期待される。 

 

５．前提条件・外部条件 （リスク・コントロール） 

 （1）事業実施のための前提 

環境省により国家官房に提出された政令の承認は間近と目されているため、前提条件とし

てとらえる必要は低いと思われる。そのほかの前提条件は見当たらない。 

 

 （2）成果達成のための外部条件 

インドネシアカウンターパートの異動が頻繁に起こらない。 

 

 （3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

省令、及び対象都市の市条例、アクションプランなどが公式に施行される（承認手続きが

円滑になされる）。 

 

６．評価結果 

本事業は、インドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、ま

た計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）「循環型社会の形成に向けてのハノイ市

3Rイニチアティブ活性化支援プロジェクト」（2006年11月から2009年11月）では、モデル事業を定

着させ、プロジェクト終了後も継続実施していくため、廃棄物条例の策定を支援し、その結果と

                                                        
14 各都市の人口はパレンバン市153万5,952人（2010年）、バリクパパン市63万9,031人（2010年）である。 
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して、分別（3R）導入に係る関係者の責務や財政措置などを定めた条例が制定された。この教訓

を生かし、本プロジェクトの活動のなかでも、対象都市の廃棄物管理の適正化に向けた活動が継

続し、他都市に普及していくために必要な制度（省令、条例等）の整備に関する支援を重視しプ

ロジェクトを進めていく予定である。また、上記プロジェクトでは、条例案作成にあたり、中央

政府、ハノイ市政府、公社、市民団体など関係者を集めた会合を複数回開催し、参加者の意見を

条例案に反映させるとともに、各関係者が担うべき役割や新たな組織制度的仕組みに対する理解

を深め、関係者が条例に基づき主体的に取り組むための体制を整備した。本プロジェクトにおい

ても実行性のある制度・組織体制構築が求められることから、上記ベトナムのプロジェクトで実

施されたステークホルダー会合の取り組み等を参考にし、実施する予定である。 

 

８．今後の評価計画 

 （1）今後の評価に用いる主な指標 

4．（1）のとおり。 

 

 （2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 



 

案件形成に至るまでの経緯 
 

本案件は2009年度に採択され、2010年8月、第1次詳細計画策定調査を実施した。当初は、スラ

バヤ市、パレンバン市をパイロットプロジェクトの対象都市とし、法制度の構築、廃棄物管理シ

ステム・処分場の改善や3Rの推進を一体的に支援することを想定していた。 

しかし、調査結果を検討したところ、限られたプロジェクト実施期間内に効果的な協力を行う

には、更なる協力内容の絞り込みが必要との判断に至った。そのため、2012年2月に第2次詳細計

画策定調査を実施し、3R政策立案や対象都市の条例作成及び廃棄物管理適正化を目的としたパイ

ロット事業を協力方針とした。 

その後、インドネシア政府より、スラバヤ市は既にインドネシア国内での環境モデル都市であ

ることから、本プロジェクトでは、より支援を必要としている他都市をパイロットプロジェクト

の対象都市にしたいとの要望があった。このため、JICAはインドネシア政府と更なる協議を行い、

2012年5月、スラバヤ市に代わる対象都市選定のための調査を実施した。その結果、プロジェクト

実施期間内に3R及び廃棄物管理について、スラバヤ市のレベルと同等またはそれ以上に成長が見

込める都市として、東カリマンタン州バリクパパン市をプロジェクトの対象都市とした。 

以上、これらの経緯を踏まえ、冒頭にある事業事前評価を作成した。 
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第１部 詳細計画策定調査 
 

第１章 詳細計画策定調査の枠組み 
 

１－１ 詳細計画策定調査実施の経緯と目的 

 （1）インドネシアに対する援助方針と協力プログラムへの位置づけ 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）では、都市環境の主な問題としては、

都市域への人口流入に伴う車両の増加、環境への負荷の増加、廃棄物の量の増加及びごみ質

の変化などにより、大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理等の問題が深刻化してきていることが

挙げられており、2005年～2009年を計画年次とする国家中期開発計画（PROPENAS）の環境

汚染・破壊制御プログラム（第32章）において、都市ごみのコンポスト化推進、第33条にお

いて、コミュニティ活性化プログラムとして、3R（Reduce、Reuse、Recycle）の推進、大都市

におけるリサイクルセンターの整備、大都市・中都市におけるコンポストの推進、シナジー

プログラムとして、排出源分別システムの導入、大都市における衛生埋立の整備、組織強化

プログラムとして、法制度の整備、官民連携、国家戦略プランの整備、市町村におけるモデ

ルケースの形成など、廃棄物の適正管理及び3Rの推進が重要な柱のひとつに位置づけられて

いる。 

このような状況のなか、わが国はG8における3Rイニシアティブの推進、神戸3R行動計画等

を踏まえ、アジア地域諸国の適正な廃棄物処理とともに3Rを通じた循環型社会づくり支援に

係る取り組みを強化している。一方JICAは「都市環境プログラム」（2010年当時）において、

ジャカルタ首都圏、第2の都市スラバヤ市等を念頭にした、水質汚濁防止・3Rを含めた廃棄物

処理の総合的な環境行政能力の強化を通じた循環型社会形成をめざす方向を示している。 

 

 （2）インドネシアの廃棄物セクターにおける課題 

インドネシアではG20のASEANを代表する国として近年経済発展が目覚しく、国内総生産

（Gross Domestic Product：GDP）も1人当たり2,000ドルを超えてきており、こうした経済成長

に伴い都市部を中心に大量生産、大量消費型の社会に移行してきている。また、廃棄される

家庭ごみのごみ質が多様化してきている。これら家庭ごみの処理は県・市の管理の下で行わ

れているが、家庭ごみの収集運搬率は低く、多量の家庭ごみが河川、湖沼などへの投棄、野

焼きされている。この結果、多くの河川において、ごみが浮遊、堆積している。近年は、プ

ラスチックなど、分解しない性状のものが増大しているため、これが土砂と混合し、洲のよ

うに堆積している。このような状況により、都市の環境が損なわれていることに加え、河床

上昇と海面上昇による洪水の誘発、上水・農業用水など、利水への障害が問題となっている。

また、最終処分場は、ほとんどがオープンダンピングであり、近年では、新たな最終処分場

の確保が対象地周辺住民の反対により困難となってきている。 

このような状況のなか、3Rの推進が盛り込まれた廃棄物管理法（2008年第18号）が2008年5

月に公布・施行された。本法は家庭ごみの処理について各県市が権限と責務を有することと

している。法律施行より1年以内に関係政令・省令、3年以内に関係地方令を定める、5年以内

のオープンダンピングの最終処分場の衛生埋立化などが規定されており、適切な細則を規定

できるかが円滑な法律の施行のキーポイントとなっている。 
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中央政府では環境省（KLH）、公共事業省（PU）が中心となって、地方政府への廃棄物管理

及び3R実施に向けての指導、支援を行うこととなっているものの、具体的なガイドラインは

存在せず、セミナーなどによるサポートは行っているものの基本的には地方政府の自助努力

任せの実体となっている。 

また、地方政府においても2001年の地方分権化により、廃棄物処理は地方政府の所管業務

として責任と権限が定義づけられたものの、2008年に法律が制定される以前は具体的な基準、

ガイドラインなどもなく、また、2008年に廃棄物管理法が策定されたものの、これに規定さ

れている各種の細則、ガイドライン等は今もって中央政府で策定中であり、各自治体の限ら

れた予算・人員のなかで試行錯誤的に実施している。また5年以内にオープンダンピングであ

る最終処分場の衛生埋立化への転換が求められており、地方政府に課せられた課題は決して

小さくない。 

県市におけるリサイクルについては、一部都市でコミュニティーレベルでのコンポストが

一部で取り組まれている程度で、本格的に県・市を挙げてリサイクルを行っている事例は聞

かれない。また、廃品の回収は、一時保管場所や最終処分場において、行政が関与しないウ

ェイストピッカーにより行われているのが現状である。このようなことから、インドネシア

関係中央政府（環境省、公共事業省）は、県市全域レベルにおける3R・廃棄物管理の成功事

例を構築し、その後この経験を他の自治体に普及させることがインドネシアにおけるベスト

の方法であると認識している。 

 

 （3）近年のJICAの取り組み 

廃棄物セクターに関連して、地方分権化以降、具体的なプロジェクトが実施されていない。

環境省に派遣されている環境政策アドバイザーを通じた廃棄物政策に対する助言・指導を行

い、「東部インドネシア地域開発プログラム」（2010年当時）の下において、マミナサタ都市

圏の広域最終処分場建設に係る支援が計画されていた。 

また、JICAは2008年2月に「都市環境改善協力プログラム形成調査」を実施し、具体的な支

援の方向性の検討を行い、廃棄物総合管理をひとつの支援課題として抽出し、①制度構築、

②廃棄物管理システム改善、③施設整備の柱立てによる協力プログラムのフレームワークの

検討を行ってきた。 

 

 （4）その他わが国の取り組み 

わが国は国連地域開発センター（United Nations Centre for Regional Development：UNCRD）、

国連環境計画（United Nations Environment Programme：UNEP）、財団法人地球環境戦略研究機

関（Institute for Global Environmental Strategies：IGES）を通じてインドネシアの3R計画・戦略

づくりの支援を行ってきており、現在、ドラフトが作成されている。また、わが国環境省は

コベネフィットアプローチ推進の下で、インドネシア（バンジャルマシン、パレンバン）に

おいて最終処分場改善事業を含めたF/S調査を実施した。また、北九州市及びIGESによる「北

九州イニシアティブ」において、インドネシアスラバヤ市を中心としてコンポスト事業の推

進を通じたコミュニティによる廃棄物管理の推進が行われ、インドネシア政府においても環

境白書に特集が記載されるなどスラバヤ方式の成功事例として認知されつつある。同イニシ

アティブでは、現在これをインドネシアの国家プログラムとして、スラバヤ市から他都市へ
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普及拡大をめざすべく、市民参加型廃棄物管理事業［Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

（community-based waste management）：PESAMASプログラム］をJICAインドネシア事務所と

ともに実施を予定している。また、2009年度採択された草の根技術協力事業「マカッサル市 

市民参加型廃棄物管理推進事業」の一環としてPESAMAS事業の展開を進めている。 

 

 （5）要請の内容と事前調査の目的 

上述のような背景を踏まえ、インドネシア政府（環境省及び公共事業省の両省）は、本分

野において知見の深いわが国に対して、①同廃棄物処理法の適正執行、②インドネシアの県・

市レベルにおける3R導入・浸透、③最終処分場の適正化を目的とした、「3R及び廃棄物適正管

理のためのキャパシティーディベロップメント支援プロジェクト」の技術協力の要請を行い、

2009年度新規案件として、採択された。 

 

１－２ 調査団の構成 

調査団構成は以下のとおりである。 

 

No 担当分野 団員氏名 所 属 期 間 

1 総 括 富谷 喜一 
JICA イ ン ド ネ シ ア 事 務 所

次長 
（現地駐在） 

2 3R政策 新田 晃 

環境省廃棄物・リサイクル対

策部企画課循環型社会推進室

室長代行 

2009年10月11日～10月17日 

 

3 協力企画 岩井 伸夫 
JICA イ ン ド ネ シ ア 事 務 所

所員 
（現地駐在） 

4 廃棄物管理技術 佐伯 昇 
八千代エンジニヤリング株式

会社 

2009年8月23日～9月12日 

2009年10月4日～10月31日 

5 
循環型社会シス

テム計画 
小槻 倫子 国際航業株式会社 

2009年8月23日～9月12日 

2009年10月4日～10月31日 

6 
評価分析 /組織

制度 
山崎 順吉 

八千代エンジニヤリング株式

会社 

2009年8月23日～9月12日 

2009年10月4日～10月31日 

 

１－３ 調査日程 

調査日程は、以下のとおりである。調査団は2回に分けて派遣している。 

第1回調査では、プロジェクト実施の背景、他ドナーや現地リソースの意向、インドネシアの廃

棄物管理に係る現状と課題等の全般的な情報収集を行った。 

第2回調査では、第1回調査結果の分析を踏まえ、プロジェクトの必要性・妥当性を確認すると

ともに、対処方針を基に先方関係機関とプロジェクトの枠組みについて協議し、プロジェクト・

デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（案）、活動計画（Plan of Operation：PO）

（案）の作成及びM/Mへの署名を行うことを目的とするものである。その際に、プロジェクトを

実施するうえでの、日本側協力事項、インドネシア側実施事項それぞれの範囲を確認し、プロジ

ェクト開始に向けて準備を進めることを確認するとともに、プロジェクトの事前評価を行うため

に必要な情報を収集、分析することを目的として調査団派遣を行った。 
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なお、後述のとおり本調査団は2つのコンポーネントから構成されている。1つはプロジェクト

全体の枠組みを形成する詳細計画策定調査団で、もう1つはPESAMAS事業を形成するための詳細

計画策定調査団である。後者については第2部で調査経過を詳細に記載している。 

 

＜第1回調査＞ 

   総括、協力企画 
廃棄物管理技術、循環型社会システム計画、 

評価分析/組織制度 

1 8月23日 日  
東京→ジャカルタ（JL725） 

大阪→ジャカルタ（SQ617、SQ962） 

2 8月24日 月 

団内打合せ 

 

 

団内打合せ 

環境政策アドバイザー打合せ 

環境省（KLH）副大臣表敬 

3 8月25日 火  環境省打合せ 

4 8月26日 水  
公共事業省（PU）打合せ 

国家開発企画庁（BAPPENAS）打合せ 

5 8月27日 木  ジャカルタ→スラバヤ 

6 8月28日 金  

スラバヤ市開発企画局（BAPPEKO）打合せ 

スラバヤ市清掃・公園局打合せ 

スラバヤ市環境局打合せ 

7 8月29日 土  スラバヤ市コンポストセンター視察 

8 8月30日 日  資料整理 

9 8月31日 月  

スラバヤ市最終処分場視察 

スラバヤ市一次集積場視察 

スラバヤ市公共事業局打合せ 

10 9月1日 火  

公共事業省（PU）東ジャワ州地方事務局打合せ 

スラバヤ市内3R活動視察 

Batu市新規最終処分場視察 

11 9月2日 水  
都市コミュニティ・エンパワーメント・センター

（PUSDAKOTA）視察 

12 9月3日 木  

スラバヤ市清掃・公園局打合せ 

個人業者視察 

スラバヤ→ジャカルタ 

13 9月4日 金 団内打合せ 団内打合せ 

14 9月5日 土  PDM、PO等素案検討 

15 9月6日 日  PDM、PO等素案検討 

16 9月7日 月  環境省打合せ 

17 9月8日 火  公共事業省打合せ 

18 9月9日 水  ドナー調査［Majestic Buana Group（MBG）］ 

19 9月10日 木  ドナー調査［ドイツ復興金融公庫（KfW）］ 
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20 9月11日 金 
 

団内打合せ 

ドナー調査（ADB） 

環境省打合せ 

団内打合せ 

ジャカルタ→ 

21 9月12日 土  
→成田（JL726） 

→大阪（SQ967、SQ618） 

 

＜第2回調査＞ 

   総括、協力企画 3R政策 

廃棄物管理技術 

循環型社会システム計画 

評価分析/組織制度 

1 10月5日 月 
団内打合せ 

環境省打合せ 
 

団内打合せ 

環境省打合せ 

2 10月6日 火 環境省打合せ  環境省打合せ 

3 10月7日 水 公共事業省打合せ  公共事業省打合せ 

4 10月8日 木 
環境省打合せ 

公共事業省打合せ 
 

環境省打合せ 

公共事業省打合せ 

5 10月9日 金 環境省打合せ  環境省打合せ 

6 10月10日 土 資料整理  資料整理 

7 10月11日 日 資料整理 
東京→ジャカルタ 

（JL725） 
資料整理 

8 10月12日 月 ミニッツ協議 

9 10月13日 火 ミニッツ協議 

10 10月14日 水 ミニッツ協議 

11 10月15日 木 ミニッツ協議 

12 10月16日 金 
ワークショップ開催

官房長表敬 

ワークショップ開催

官房長表敬 

ジャカルタ→ 

ワークショップ開催 

官房長表敬 

13 10月17日 土  →成田（JL726） 資料整理 

14 10月18日 日   ジャカルタ→パレンバン市 

15 10月19日 月   
パレンバン市環境局打合せ 

パレンバン市最終処分場視察 

16 10月20日 火   

パレンバン市副市長表敬 

パレンバン市計画局打合せ 

パレンバン市清掃局打合せ 

南スマトラ州公共事業局打合せ

17 10月21日 水   

パレンバン市環境局打合せ 

Pt. PUSRI視察 

一次集積所視察 

パレンバン市国立第56中学校視察

Retail市場視察 

Padang Salasa広場視察 
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18 10月22日 木   
パレンバン市清掃局打合せ 

パレンバン市→ジャカルタ 

19 10月23日 金   
ドナー調査［ドイツ技術協力公

社（GTZ）］ 

20 10月24日 土   資料整理 

21 10月25日 日   資料整理 

22 10月26日 月   補足調査 

23 10月27日 火   補足調査 

24 10月28日 水   補足調査 

25 10月29日 木   補足調査 

26 10月30日 金 
団内打合せ 

 
 

団内打合せ 

ジャカルタ→ 

27 10月31日 土   →成田（JL726） 

 

１－４ 主要面談者 

主な面談者は、以下のとおりである。 

 

 （1）インドネシア側 

＜環境省（KLH）＞ 

Ir. Arief Yuwono, MA. Secretary to the Ministry 

Mr. M. Gempur Adnan Deputy Minister for Pollution Control（Deputy 2） 

Mr. Tri Bangun L. Sony 

 

Assistant Deputy for Domestic Waste and Small Scale Enterprises 

Pollution Control 

Mr. Ujang Solihin Sidik 

［Mr. Uso］ 

Staff of Assistant Deputy for Domestic Waste and Small Scale Enterprises 

Pollution Control 

Mr. Helmy 

 

Senior Advisor to Assistant Deputy for Domestic Waste and Small Scale 

Enterprises Pollution Control 

Ms. Rini 

 

Staff of Assistant Deputy for Domestic Waste and Small Scale Enterprises 

Pollution Control 

Ms. Anggita Dhiny R Staff of Assistant Deputy for Small Scale Enterprises and Domestic Waste

Ms. Daisy Joyce Djohor Head of Bilateral Cooperation Division 

Ms. Laura Paulina Staff, Regional office in Pekanbaru 

Ms. Yulianti Staff, Regional office in Pekanbaru 

Ms. Eggi Staff, Regional office in Pekanbaru 

Mr. Setyo Winarso Staff, Regional office in Yogjakarta 
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＜公共事業省人間居住総局（Cipta Karya：CIPTAKARYA）＞ 

Mr. Susmono Director of Environmental Sanitation Development 

Ms. Kati Andraini D 

 

Head of Subdirectorate for Drainage and Solid Waste Development, 

Directorate of Environmental Sanitation Development 

Ms. Endang S 

 

Head of Subdirectorate for Maintenance and Effort, Directorate of 

Environmental Sanitation Development 

Ir. Rina Agustin I, MURP 

 

Head of suvdirectorate foreign cooperation and inbvestment scheme 

division, Directorate of Planningm 

Ms. Hilmy Marhamah Sub-directorate of Wastewater System, PLP, Cipta Karya, PU 

Ir. Alimum Nichri, MM 

Mr. Iwamati 

Head of Environmental Sanitation Division, regional office in East Jawa 

同 

Mr. Wahyu Riyadi 同 

 

＜国家開発計画庁（BAPPENAS）＞ 

Ms. Maraita Listyasari Directorate for Settlements and Housing 

Ms. Ira Lubis Directorate for Settlements and Housing 

Mr.Nur Directorate for Settlements and Housing 

 

＜地方政府（スラバヤ市）＞ 

Ir. Tri Rismaharini, MT Chief, Surabaya Development and Planning Board 

Ms. Anis Staff, Surabaya Development and Planning Board 

Ir. Hidayat Syah, MT Head of Cleansing Department（DKP） 

Mr. Heru Apediamto 

Ir. Aditya Wasita, MM 

Secretaris, Cleansing Department（DKP） 

Sub-director of facility、Cleansing Department 

Mr. Togar Arifin Silaban Head, Department of Environment 

Ms. Aris Secretary of Dinas Cipta Karya 

 

＜地方政府（パレンバン市）＞ 

Mr. H. Apriadi Busri Vice Mayor 

Siti Emma Sumiatul Secretary 

M. Yunus Head of sub-division for environmental rehabilitation 

Budi H. Head of sub-division for environment and conservation 

H. Pangi Head of sub-division for communication and information 

Hidayati Head of sub-division for environmental law 

Sukrom Head of sub-division for finance 

Heni Kurniawati Head of sub-division for pollution control 

Reni Sefriany Head of division for environmental conservation and rehabilitation 

Nyimas Ida Apriani Head of sub-division for environmental damage 
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Nurdin Mustofa Head of environment and environmental assessment 

Novrian Fadillah Head of pollution control and hazardous waste management 

Eva Masrifah Head of Communication and Law Section 

Drs. H. Yung Sirwan, MM Sekretaris Dinas, Cleansing Department 

Ms. Eva Masrifah Head of Communication and Law Section, 

Mr. Agoeng Nougroho 

Mr. Soenardi 

Head of cleansing control 

Head of management of final disposal site and leachate 

Ms. Diah Fitriani Head of sub-division for planning and evaluation 

Mr. Naustion R. Head of public cleansing section 

Mr. Agus Salim 

 

Head of community-based cleansing and environment al empowerment 

section 

Mr. Syaiful 南スマトラ州Dinas PU Cipta Karya 

 

＜他ドナー・その他＞ 

アジア開発銀行（ADB） Mr. Mohammed Nasimul Islam, Water Resources Management Specialist 

ドイツ技術協力公社

（Deutsche Gesellschaft 

fur Technische 

Zusammenarbeit：GTZ） 

Mr. Philipp Munzinger（Policy advice for environment and climate 

change） 

ドイツ復興金融公庫

（Kreditanstalt für 

Wiederaufbau：KfW） 

Mr. Bjoern Thies, Director KFW 

Ms. Ester D. J. Hutabarat, Project Officer 

Gikoko Kogyo Mr. William Burin Ko Marketing Director 

 

 （2）日本側 

安川 孝志 在インドネシア日本国大使館経済班 一等書記官 

小川 眞佐子 JICA専門家環境省環境政策アドバイザー 

 

１－５ 調査結果概要 

本調査団は、ジャカルタにおいて環境省、公共事業省とともにスラバヤ市及びパレンバン市の

関係者（計画局、環境局、清掃局等）との協議を行い、協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）

案の取りまとめを行った。しかしながら調査期間中には、インドネシアの年度末ということで局

長クラスとの十分な協議時間をとることができず、署名交換することができなかった。その後、

JICAインドネシア事務所が継続的に両省と協議を進めた結果、2009年12月24日に環境省及び公共

事業省との間で合意に至り、持ち回りでM/Mへの署名を行った。 

インドネシア側との協議結果の概要は以下のとおりである。 
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 （1）プロジェクトの内容 

1）上位目標、プロジェクト目標 

対処方針どおり、上位目標は「全国の地方自治体において、廃棄物管理法及び関連政令・

省令・地方条例等にのっとって、3R及び家庭系廃棄物及び家庭系類似廃棄物の適正な管理

が順次実施される」とした。プロジェクト目標は「3R及び廃棄物管理に関する法制度・組

織体制が確立されるとともに、廃棄物管理の国家政策・戦略が構築される。また、その過

程を通じて、環境省、公共事業省並びにモデル都市の組織と職員のキャパシティが強化さ

れる」とすることで合意した。 

 

2）成果、活動 

各C/P部局、市の廃棄物処理の現状と課題を確認し、先方と協議及びワークショップを行

った結果、プロジェクトの成果は対処方針とほぼ同じ以下の5項目とすることで合意した。

両省から出されたコメントとしては、特に2つの省庁にまたがる案件として、プロジェクト

内におけるそれぞれの役割、可能な限りアウトプットを明確にしてほしいとの強い要望が

出された。インドネシア側と協議を進めた結果、公共事業省が所管する活動4を明記し、公

共事業省にアドバイザー的専門家（長期または短期）を配置することにより対応すること

で、先方政府と合意に至った。 

 

当初要請 対処方針 ミニッツ合意内容 

 

 

 

 

 

 

1. 廃棄物管理法に定める家庭

系廃棄物及び家庭系類似廃

棄物の「廃棄物管理」及び「廃

棄物削減」にかかわる省令の

ドラフトが作成される。 

 

1. 廃棄物管理法に定める家庭

系廃棄物及び家庭系類似廃

棄物の「廃棄物管理」及び

「廃棄物削減」にかかわる

省令のドラフトが環境省及

び公共事業省それぞれの責

任範囲に基づいて作成され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 地方自治体の廃棄物管理の

実態を把握するための全国

廃棄物情報管理制度が構築

され、運用される。 

 

3. 3R及び廃棄物管理に関する

国家政策・戦略のドラフトが

作成される。 

 

2. 地方自治体の廃棄物管理の

実態を把握するための全国

廃棄物情報管理制度が構築

され、運用される。 

 

3. 3R及び廃棄物管理に関する

国家政策・戦略のドラフトが

作成される。 
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1 全国の最終処分場の現況が把

握され、中央政府より最終処

分場ガイドライン（改善、運

営管理）が発行されるととも

に、対象都市における現行最

終処分場の改善が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 適切な最終処分場維持管理

にかかる技術ガイドライン

が作成される。 

 

 

 

2. ごみ分別・リサイクルを基本

とするモデル事業が実施さ

れ、合わせて活動を市全域に

拡大するための具体的計画

が策定される。 

 

4. 3R及び廃棄物管理に対する

環境省及び公共事業省の指

導・支援が強化され、モデル

都市で3R及び廃棄物管理が

適正に実施される。 

 

5. 3R及び廃棄物管理に対する

環境省及び公共事業省の指

導・支援が強化され、モデル

都市で3R及び廃棄物管理が

適正に実施される。 

 

3. 廃棄物管理法に基づく地方

令が策定され、中央政府より

地方令策定ガイドラインが

発行される。 

 

5. 廃棄物管理法に基づく地方

条例策定のためのガイドラ

インが作成され、それに基づ

いてモデル都市の条例（案）

が作成される。 

6. 廃棄物管理法に基づく地方

条例策定のためのガイドラ

インが作成され、それに基づ

いてモデル都市の条例（案）

が作成される。 

 

3）活動5について（PESAMAS事業の追加） 

本プロジェクトは、選定された都市において、2008年に制定された廃棄物管理法に基づ

いた廃棄物の適正管理及び3Rを市全体に普及することで、インドネシアにおけるモデル都

市を確立することをプロジェクトの柱としている。一方で、これまで1-1（4）で記載のとお

り、2000年代以降スラバヤ市に対する北九州市の市民参加型のコンポスト推進事業取り組

みが成功事例として、インドネシア側のなかで認識されつつあり、本事業（PESAMASと命

名）をインドネシアに水平的に展開することも、モデル都市確立と合わせて重要であり、

インドネシア側も複数都市での実施を強く求めていた。 

本事業はこれまでJICAによる草の根技術協力事業等を通じて実施してきた活動であり、

ローカル非政府組織（Non-governmental Organization：NGO）等のリソースを最大限活用す

るものとして、専門家等の投入量は極めて小さく、本プロジェクトの枠組みを活用するこ

とで、PESAMASのコンポーネントを内包することは可能である。 

よって北九州市、財団法人北九州国際技術協力協会（KITA）、IGESから成る北九州チー

ムを調査団として派遣し、実施可能性のある都市の選定を進めた。PESAMAS事業推進につ

いて、複数都市との協議を行った結果、プロジェクト全体の枠組みのなかで、成果5（活動

5）にPESAMAS事業を組み込み、「2つの都市におけるモデル都市確立」と「5つの都市にお

けるPESAMAS事業推進」を目的として実施することでインドネシア側と合意に至っている。 

 

4）対象県市の選定について 

インドネシア側との協議の結果、対象都市はスラバヤ市及びパレンバン市とすることで

合意に至った。第1次調査において、環境省より複数都市での実施の要請があり、バリ、パ
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ダン、パレンバン、マカッサル、バンジャルマシンなどの複数都市の候補の名前が挙がっ

た。これに対して調査団から、JICAの国別援助実施方針にのっとり、スラバヤ市を優先し

たいという申し入れを行いつつ、その他もう1つの都市の選定については、第2回調査で決

定する旨了解を得た。 

これを踏まえ、他ドナーとの重複を避ける、環境政策に対して積極的であり、首長らの

イニシアティブ、コミットが得られる都市であるという点、最終処分場改善等を含め何ら

かのモデル活動が実施可能な都市であるといった選定基準を設定することで、対処方針会

議を通じスラバヤ市を含めた2カ所の都市でのモデル展開についてわが国側で了解を得ら

れた。 

その後の第2回調査団による協議の結果、環境省地方事務所の関与と協力体制が重要であ

るとのコメントもあり、環境省からはパレンバン市を優先したいとの回答が出された。調

査期間中に、調査団は両市を訪問し、市長・副市長らと面会しプロジェクトの概要説明を

行い、基本的な了解と協力への支持を得られたことから、最終的に両2市で実施することで

合意が得られることとなった。 

 

 （2）インドネシア側負担事項 

1）ローカルコスト負担 

環境省及び公共事業省並びに地方都市（スラバヤ市、パレンバン市）からは、研修参加

時の日当・交通費、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）、ステアリングコ

ミッティー（SC）等が開催される場合の参加者の日当・旅費、供与機材の設置経費と維持

管理コスト、プロジェクトオフィスの光熱費などが想定される。 

研修は地方政府での、セミナー、ワークショップ形式を通じたものが中心となると想定

されている。対象となるリアウ州及び西カリマンタン州は交通の便が必ずしも良くなく、

車で5～6時間かかる場合もあることから、宿泊費が発生する場合も想定され、先方負担が

どうしても厳しい場合にはJICA側との協議が必要となる。 

公共事業省については、過去さまざまな技術協力を実施してきていることから、この点

については承知しているものと思われるが、環境省と今回新たにC/Pと位置づけられる地方

政府については十分な説明と理解を得られるための働きかけが重要である。 

また、JCCはジャカルタでの開催が想定され、この場合航空運賃などの旅費が発生するが、

ステアリングコミッティー（SC）は各都市レベルで開催されることとなり、旅費の発生は

ないと思われる。 

 

2）C/Pの配置 

C/Pは6つの成果ごとに活動実施のためのグループを形成する予定である。キャパシティ

ーディベロップメントを行う本プロジェクトで中央政府及び地方政府双方でC/Pの参画が

極めて重要であることから、必要となるC/Pの人数とポジションについてM/M Annex Ⅳに詳

細に記載することで、先方からのC/P配置を促す仕組みをとっている。これまでの調査及び

協議の結果、環境省及び公共事業省とも、プロジェクトへのC/P配置については前向きに検

討するとの回答が得られたものの、本調査のなかで実施したキャパシティーアセスメント

の結果、省内のスタッフ数は限定的でプロジェクト専属のC/Pを配置するのは困難であると
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いう事実が浮かび上がってきている（第2章に詳述）。 

したがって、今後R/D署名交換に向けた最終協議のなかで、本リストに個々のC/Pの氏名

（あるいは肩書き）を明記することで、インドネシア側の積極的な関与を引き出すことが

重要である。 

 

3）オフィス 

本プロジェクトは2省の協同で実施されるプロジェクトとして、環境省、及び公共事業省、

さらには地方都市の各組織においてオフィススペースが必要であり、協議の結果以下のと

おりのスペースを確保することで合意した。 

環境省：Executing Agencyとして全体を包括。プロジェクトチームの本部を形成するた

め、7～8名の専門家及びナショナルスタッフを配置できるスペースを確保する。 

公共事業省：Implementing Agencyとして主に成果1～4（特に4）を実施するためのチーム

を派遣する。人数としては、3～5名の専門家及びナショナルスタッフを配置

できるスペースを確保する。 

地方都市：成果5-6を担うC/Pとして、スラバヤ市、パレンバン市役所内に10名程度の専門

家及びナショナルスタッフを配置できるスペースを確保する。 

 

なお、公共事業省については省内に専門家配置のスペースを確保できる見込みであるが、

環境省については十分なスペースを省内に確保するのが困難であるとのことであり、環境

省近隣のオフィススペースをインドネシア側が負担レンタル提供するということで調整が

進められている。したがって、賃貸経費以外の例えば光熱費及び通信費等はJICA側が負担

せざるを得ない可能性が残されている。地方都市については各市役所内のスペースを確保

できる見込みであるがR/D協議で改めて確認が必要である。 

 

 （3）その他特記事項 

本プロジェクトは、成果1にあるとおり、廃棄物管理法及びその政令に基づいて、環境省令

及び公共事業省令の策定支援を行うこととしている。したがって、政令の制定がプロジェク

ト実施の前提条件として挙げられ、この旨ミニッツに記載を行っている。第2回調査において、

最終的に環境省がアカデミックドラフトを作成し、その後省内の法務担当部局を通したあと、

公共事業省、内務省等と政令に関係する各省協議を踏まえ国家官房庁（Sekretariat Negara：

SEKNEG）に最終案が送付され、政令策定が進められるという手順であることが確認されてい

る。したがって、最終的な政令制定を条件とするのではなく、SEKNEGに最終案が送付される

のを待って、これをプロジェクト実施のための前提条件とすることで合意している。 

なお、第1回調査の段階では年内の政令策定予定であるとの回答が環境省よりあったが、現

時点ではいまだ政令が環境省から他省庁に対して協議がかけられていない状況であり、今後

の推移を引き続きモニタリングしていく必要がある。 
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第２章 プロジェクト対象地の現状 
 

２－１ インドネシアの社会経済状況 

ジャワ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ニューギニアをはじめとする約1万7,000の島嶼

から成るインドネシアは、数百の異なる言語・人種から構成され、日本の約5倍の国土に2億1,000

万人を超える人口を擁する。総人口の60％がジャワ島に住み、首都ジャカルタでは人口密度が1万

3,177人/km2で非常に過密な状態であるなど15、その大半が都市域に集中している。国内経済は豊富

な天然資源（石油、天然ガス、鉱物）や農林水産品に支えられ、スハルト政権が発足した1968年

からの約30年間に年平均7％という高成長を続けた。その後、1997年7月のアジア通貨危機により、

1998年の経済成長率はマイナス13.1％を記録したものの、近年は経済成長率4～6％強の安定成長を

維持しており、2007年には1人当たりGDPは1,947ドルを記録している16。 

インドネシアの環境問題はさまざまな要因が複雑に絡み合い進行している。経済発展、人口増

加、グローバル化といったマクロ経済成長に伴う生産・消費の増加、エネルギー消費・廃棄物の

増加による環境負荷として、排気ガスによる大気汚染、河川水質汚濁、廃棄物問題など都市型公

害問題を引き起こしている。一方、環境問題は貧困問題とも密接にかかわっている。例えば保護

区域内及びその周辺地域では、小規模な第一次産業（農業、畜産、漁業）など、自然資源に大き

く依存した生活を営む住民と管理当局との間で資源管理を巡る軋轢が生じている。それら住民の

多くは貧困レベルにあり、住民の資源利用に起因する環境の劣化という、負の循環を巻き起こし

ている。 

こうした経済発展、人口増加、自然災害の発生などに伴う「環境課題（直接的原因）」のほか、

一方で中央及び地方行政組織の体制・能力・予算不足、法制度の不整備といったガバナンス能力

の欠如、市民社会における環境保全に関する理解の不足などといった「能力面の課題（間接的原

因）」が、環境劣化を更に助長・促進している。 

国内経済は年平均4～6％程度の堅調な成長が続いており、都市部を中心とした消費の増加、自

動車、オートバイの増加、エネルギー消費など大量生産・大量消費型社会が確実に進展している。

これにより、公共水域の水質汚濁、廃棄物の大量廃棄・不適正処理、大気汚染などの環境問題が

深刻化している。国民の健康で文化的な生活の確保を脅かしており、持続可能な健全な発展に対

する大きな阻害要因となることが懸念されている。 

しかしながら、関係各者（国、自治体、事業者、国民）において、社会の静脈部分である環境

問題の必要性・重要性に対する認識の共有が必ずしも十分でなく、その対策に係る優先順位が低

くなってしまう傾向がある。特に汚染源の特定や汚濁負荷量の調査がほとんど行われておらず、

法令に基づく環境管理行政は地方分権化以降、特に十分とはいえない状況にある。 

 

 （1）水質汚濁 

政令2001年第82号にて規制。環境白書2007年版によれば、全国30州の主要河川で調査した

ところ、半数以上の検体で、溶存酸素量（DO）、生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen 

Demand：BOD）、化学的酸素要求量（COD）、フェノール類、糞便性大腸菌、大腸菌群数の指

                                                        
15 参考：東京の人口密度は約6,000人/km2 
16 経済成長率は4.5（2002年）、4.8（2003年）、5.1（2004年）、5.6（2005年）、5.5（2006年）、6.3（2007年） 
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標がクラス1（飲用水）の基準を満たしていなかった17。これらは河川への未処理排水・ごみ

の直接投棄や、下水処理施設や家庭浄化槽などの衛生施設整備が十分ではないことが主な原

因として考えられる18。 

 

 （2）大気汚染 

政令1999年第41号にて規定。ジャカルタ、スラバヤ、スマラン、メダン、バンドンなど大

都市部では、急激な車社会化の進行による排気ガスが引き起こす大気汚染が極めて深刻な問

題となっており、PM10（粒径10マイクロメートル以下の浮遊粒子状物質）、オゾンについては

大気環境基準を超える値が頻繁に観測されている19。このPM10による汚染度を世界的に比較

すると、インドネシアは中華人民共和国（以下、「中国」と記す）、インド、エジプト・アラ

ブ共和国（以下、「エジプト」と記す）などに続く世界有数の汚染都市となっている20。自動

車排ガスに関し、ユーロ2規制21を行う政令が、新型車については2005年1月から、継続生産車

についても2007年1月から、完全施行されている。 

 

 （3）廃棄物 

2008年5月に一般廃棄物管理法（2008年18号）が成立、有害廃棄物については政令1994年第

19号にて規制。家庭から排出される一般廃棄物は、環境白書2005年度版（2007年3月発行）に

よれば、主要15都市（50万人以上の人口の都市）の年間発生合計量は1,000万tで、そのうちジ

ャカルタ特別州の発生量は1日約6,000tとされている。一般廃棄物処理は県・市の管理の下で

行われているが、BPSの統計によれば、家庭ごみの収集運搬率は、2002年時点で約9％であり、

これ以外の家庭ごみは河川、湖沼等への投棄、野焼きなどが行われている。 終処分場では、

99.7％がオープンダンピングで、浸出液処理設備を有していてもその維持管理は概して十分で

なく、新たな 終処分場の確保が喫緊の課題となっているものの、対象地周辺住民の反対に

より困難な状況である。 

 

２－２ インドネシアにおける廃棄物管理・3Rの状況 

２－２－１ 関連組織 

（1）中央政府機関 

1）環境省（State Ministry of Environment/Kementerian Negara Lingkungan Hidup：KLH） 

1978年に環境開発庁（Badan Pengendalian Dampak Lingkungan：PPLH）として設立して

以来、数度にわたり組織改変が行われ、2002年に環境管理庁（Environmental Impact 

Management Agency/ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan：BAPPEDAL）と統合、現在

                                                        
17 例えば、BODでは、クラス1基準を満たすのは25％、クラス2（農業用水等）基準でも38％、糞便性大腸菌では、クラス1基準

を満たすのは29％、クラス2基準でも54％である。 
18 中央統計局の環境統計2006/2007（BPS, 2007）によると、2004年時点で7.66％の世帯がごみを河川に直接投棄している。また、

同統計によると、2006年時点で、60％弱の世帯が腐敗槽なしに下水を排出している。環境白書2007年版pp.43-44。 
19 環境白書。インドネシアの大気観測については2001年にオーストリア連邦（以下、「オーストラリア」と記す）の支援により

全国10都市33局に大気汚染自動モニター（AQMS）が設置された。 
20 2007 World Development Indicators, WB 
21 大気汚染については各国ごとの環境基準が設置されているが、自動車の輸出入や相互認証を促進するために、排ガス規制の

国際的調和、基準の相互連携性が進められている。ユーロとは欧州の基準が基本となっており、1、2、3、4、5と数が大きく

なるほど基準が厳しくなる。 
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に至っている。廃棄物管理に関しては、もともと有害産業廃棄物（B3廃棄物）管理を主

たる責務としていたが、環境管理庁との合併を契機に、それまで公共事業省が全面的に

管轄していた一般廃棄物22管理も管轄するように職制・組織改変が行われた。 

環境省の組織を図2-2-11に、地域事務所の所在地を図2-2-2に示す23。総職員数は1,078

名、ジャカルタの本省に勤務する職員が719名、全国5都市にある地域事務所など、本省

以外に勤務する職員が359名である。地域事務所は、ペカンバルー（Pekanbaru）、デンパ

サール（Denpasar）、ジョグジャカルタ（Yogyakarta）、マカッサル（Makasssar）、及びバ

リクパパン（Balikpapan）にあり、それぞれスマトラ（Sumatera）、バリ・ヌサテンガラ（Bali, 

Nusa Tenggara）、ジャワ（Jawa）、スラウェシ（Sulawesi）及びカリマンタン（Kalimantan）

地域を管轄している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：環境省 

図２－２－１ 環境省の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：アジア経済研究所『インドネシア再生への挑戦』 

図２－２－２ 環境省の地域事務所所在地 

                                                        
22 廃棄物管理法（2008年第18号）では、廃棄物の種類を、①家庭廃棄物、②家庭系類似廃棄物、③特別廃棄物の3つに分類して

いる。家庭系類似廃棄物とは、商業セクター、工業セクター、公共施設などから排出される家庭ごみに似た種類のごみ。 
23 図2-2-1は、第2次ユドヨノ政権発足（2009年10月）前の2008年12月時点での組織図である。 
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環境省本省には表2-2-1に示す7つの局がある。環境省で家庭系廃棄物を担当している部

は、公害防止局（Deputy II）の家庭系廃棄物・中小企業汚染防止部（Assitant Deputy for 

Domestic Waste and Small Scale Enterprises Pollution Control：4/II、職員数25名）である。 

 

表２－２－１ 環境省の内局 

局 名称（英文） 名称（和文） 職員数

Deputy Ⅰ Deputy for Environmental Spatial 環境規制局 65 

Deputy Ⅱ Deputy for Environmental Pollution Control 公害防止局 96 

Deputy Ⅲ 

Deputy for Environmental Degradation 

Control and Natural Resources Conservation 

Development 

環境破壊防止・自然資源保全局 91 

Deputy Ⅳ 
Deputy for Hazardous and Toxic Waste 

Management 
有害・有毒廃棄物管理局 70 

Deputy Ⅴ Deputy for Environmental Compliance 環境法令局 58 

Deputy Ⅵ 
Deputy for Community Empowerment and 

Environmental Communication 

コミュニティエンパワメン

ト・環境コミュニケーション局 
53 

Deputy Ⅶ 
Deputy for Capacity Building and Technical 

Infrastructure Development and 
能力開発・技術施設開発局 77 

出所：環境省 

 

表２－２－２ 公害防止局の内部組織 

部 名称（英文） 名称（和文） 

1/Ⅱ Manufacture Pollution Control 製造業汚染防止部 

2/Ⅱ Gas, Oil, Energy, Mining Pollution Control ガス・石油・エネルギー・鉱物汚染防止部

3/Ⅱ Agro-industry Pollution Control 農業関連産業汚染防止部 

4/Ⅱ 
Domestic Waste and Small Scale Enterprises 

Pollution Control 
家庭系廃棄物・中小企業汚染防止部 

5/Ⅱ Mobile Source Emission Pollution Control 移動排出源汚染防止部 

出所：環境省 

 

環境省令（2005年第1号）（Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja）によれば、公害防止局の役割は、公

害防止に関する政策の立案及び実施調整であり、そのために、以下の事務を所掌する（第

5章102条）。 

・ 廃棄物、水質及び大気に係る公害を防止するための政策立案 

・ 公害防止に関する規制、モニタリング24、法律遵守・分析・評価に関する監視及び

                                                        
24 環境省では、本省がメトロポリタン（人口100万人以上の都市）と大都市（人口50～100万人）を、全国5カ所にある地域事務

所が中小規模の都市について、モニタリングを担当している。 
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報告 

・ 地方政府及び関連機関が実施する公害防止活動の調整・支援 

・ 他省庁、非省政府組織その他関連する機関との技術的協働 

・ その他公害防止に関し、環境省に課せられた業務 

 

前記環境省所掌業務には、地方政府に対する特別分配金（Dana Alokasi Khusus：DAK）25

の交付も含まれる。DAKは、地方政府が実施する特定プロジェクトに対する中央政府の

補助金である。環境省では、2007年度以降、廃棄物処理施設設備（破砕機、コンポスタ

ー等）のためのDAKを交付している。 

 

2）公共事業省（Ministry of Public Works/Pekerjaan Umun：PU） 

公共事業省には、空間計画総局（Directorate General of Spatial Planning）、水資源総局

（Directrate General of Water Resources）、道路総局（Directorate General of Highway 

Construction and Maintenance ） 及 び 人 間 居 住 総 局 （ Directorate General of Human 

Settlements/Cipta Karya））の4総局がある。 

公共事業省のなかで、廃棄物管理を管轄している部局は、人間居住総局の環境衛生開

発 局 （ Directorate of Environmental Sanitation Development/Directorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman：PLP）である。環境衛生開発局の組織を図2-2-3に示

す。環境衛生開発局には、5つの部（Sub-directorate）があり、都市廃棄物管理を専管して

いる部が廃棄物・排水システム開発部（Sub Directorate of Solid Waste & Drainage System 

Development）である。現在、同部所属職員数は15名（うち技術職5名）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：公共事業省 

図２－２－３ 環境衛生開発局組織図 

 

廃棄物管理に関する公共事業省の役割については、「地方政府の事務に関する2007年政

令第38号」（Government Regulation of the Republic of Indonesia, Number 38 of 2007 on 

Division of Government Businesses between the Government, Provincial Governments and 

Regency/Municipal Government）に、以下のとおり定義されている。 

                                                        
25 環境省の場合、DAK1件当たりの金額は、およそ500万～20億ルピアである。 

 

衛生環境開発局長

総務部

廃棄物・排水システム
開発部

環境衛生投資部 維持管理部廃水システム開発部技術計画・調整部

建設・施設地域１課 投資分析地域１課 維持管理技術協力課建設・施設地域１課計画課

建設・施設地域２課 投資分析地域２課
マネジメント・制度

技術協力課
建設・施設地域２課調整課
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・ 廃棄物施設及びインフラ開発に関する政策及び国家戦略の策定 

・ 廃棄物管理の国家規範、基準、手続及びクライテリア（Norma, Standard, Prosedur dan 

Kriteria：NSPK）及び 低限のサービス基準の制定 

・ 州政府間にまたがる廃棄物管理に関する許認可 

・ 州政府にまたがって発生した廃棄物問題に対する指導・指示 

・ 廃棄物管理・開発における地方政府、民間セクター26、コミュニティ間の協力促進 

・ 州をまたがる廃棄物施設及びインフラの整備に関する技術支援 

・ 州をまたがる国家の廃棄物施設、インフラの開発事業の推進及び財源措置 

・ 州政府をまたがる廃棄物施設及びインフラ開発に関するマスタープランの策定 

・ 国家の廃棄物管理に関するモニタリング業務 

・ 国の廃棄物施設、インフラの実施状況評価 

・ 廃棄物管理の規範、基準、手続き及びクライテリア（NSPK）に関するモニタリン

グ及び統制 

 

廃棄物管理法が規定している、全国のオープンダンピング処分場の閉鎖・改善プロジ

ェクトの実施は、その費用の負担を含めて、当該地方政府の責任範囲であるが、実際に

は、地方政府単独で実施することは困難であり、技術的・財政的支援を含め公共事業省

の指導・支援が不可欠な状況である。 

 

3）その他廃棄物管理分野にかかわる中央省庁 

インドネシアにおいて、廃棄物管理及び3R活動に関連している主たる中央省庁は、前

述のとおり環境省と公共事業省であるが、環境省、公共事業省以外にも、以下表2-2-3に

示す省庁がそれぞれ重要なステークホルダーとして、さまざまなかたちで廃棄物管理や

3R活動に関与している。 

また、表2-2-3に記載した中央省庁以外にも、例えば、食料品会社など製造業者、大学、

NGO、メデイアなどもこの分野のステークホルダーである。 

 

表２－２－３ 廃棄物管理に関連する中央省庁と役割 

省庁名 役 割 

商業省、工業省、農業省、

食品・薬品監視庁（BPOM） 

エ コ ラ ベ リ ン グ 、 拡 大 製 造 者 責 任 （ Expanded Producers 

Responsibility：EPR）の履行・推進 

国 家 開 発 企 画 庁

（BAPPENAS）27 
マクロ経済、国家政策、予算配分、開発援助案件の総合調整 

内務省 
地方政府の開発計画の指導・監督、地方政府が行う政策のサポー

トと地方政府間の利害調整 

財務省 予算管理 

                                                        
26 公共事業省は、廃棄物分野における民間セクターの参入を積極的に推進している。こうした構想には、地方清掃局所属の地

方技術実施ユニット（Technical Implementation Unit：UPTD）の公社化や民営化も含まれる。 
27 BAPPENASにおける関係部局は、自然資源環境局環境部（環境省担当）及び施設インフラ局人間居住部（公共事業省人間居

住総局担当）である。 
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技術応用評価庁（BPPT） コンポスト技術等技術開発 

中央統計庁（ Badan Pusat 

Statistik：BPS） 
廃棄物統計データ集計 

法務・人権省 
法制（政令、大統領令、省令、条例等）の整備、国民権利の擁護

等 

国営企業担当省 PD Pasarなど地方公営企業を含む国営企業等に関する事項 

出所：調査団作成 
注：PD Pasar：Perusahaan Daerah、公設市場を運営する地方公営企業 

 

（2）地方政府機関 

1）州政府 

インドネシアでは、国土は州の区域に、州の区域は県・市の区域に分割され、それぞ

れが地方政府と呼ばれている。すなわち、インドネシアの地方統治制度は、州政府及び

県・市政府による2層制となっている（図2-2-4）。2009年現在、インドネシアには33の州

が存在する（図2-2-5参照）。本プロジェクトにおいてモデル都市に選定されたスラバヤ市

は東ジャワ州の州都、パレンバン市は南スマトラ州の州都である。なお、ジャカルタは、

ジャカルタ首都特別州である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－４ インドネシアの地方制度 

 

州（Province）は、第一層の地方政府であり、州内における地方自治に責任を有すると

ともに、第二の層である県・市の境界をまたがる行政事務、県・市では実施できない行

政事務、中央政府から委任された補佐任務28の実施等を行っている。 

                                                        
28 中央政府から課せられた特定事務。中央政府が委任する際には、資金手当て、施設、設備及び人材が付帯する。事務の委任

であるため、地方政府には一定の裁量が与えられるが、中央政府は、事務執行に際して、 低のサービス基準を定め、地方

政府が補佐任務を行う場合に水準を満たすようサポートする（財団法人自治体国際化協会、「インドネシアの地方自治」より

抜粋）。 

 

州（Provinsi)

県（Kabupaten) 市（Kota)

郡（Kecamatan)

町（Kelurahan)

村（Desa)
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出所：アジア経済研究所『インドネシア再生への挑戦』 

図２－２－５ インドネシアの州 

 

地方分権化の関連で公共事業省の旧出先機関について留意する事項がある。公共事業

省の地方事務所（Kantor Wilaya：地方建設局）は、地方分権化の過程で、2004年の地方行

政法改訂により、所掌事務とともに、予算、人員が州政府に移管された。移管後、制度

上は、州政府の組織となったが、実際には、その機能は中央政府の代理機関を兼ね備え

ている。例えば、現在、東部ジャワ州で進められている 終処分場の閉鎖・改善事業29に

ついては、当該処分場の整備・運営主体である市政府清掃局に事業実施責任があるが、

実際の設計・施工は、公共事業省人間居住総局の代理機関である東ジャワ州政府公共事

業局人間居住部（Dinas PU Java Timur Cipta Karya）が、ローカルコンサルタントや建設請

負業者を使って事業を実施している。また、事業の資金も、地方予算（Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah：APBD）だけでなく、国家予算（Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara：APBN）もプロジェクトによっては使われている。 

前掲「地方政府の事務に関する2007年政令第38号」によれば、廃棄物管理に関する州

政府の所掌業務は以下のとおりである。それによれば、広域処分場に関する事項は、州

政府の所掌業務のひとつである。 

・ 州内の市・県にまたがる廃棄物施設及びインフラ開発に関する条例の制定 

・ 中央政府が決めた規範等に関する地方の制定 

・ 州内の市・県をまたがる廃棄物管理に関する許認可 

・ 州内の市・県にまたがる廃棄物問題に対する指導・指示 

・ 市・県をまたがる廃棄物管理・開発における市・県政府、民間セクター、コミュ

ニティ間の協力促進 

・ 市・県をまたがる廃棄物施設及びインフラの整備に関する技術支援 

・ 州の廃棄物施設、インフラの開発事業の推進と財源措置 

・ 市・県をまたがる廃棄物施設及びインフラ開発に関するマスタープラン策定 

・ 州内及び市・県をまたがる廃棄物管理のモニタリング 

                                                        
29 2008年度に5カ所、2009年度に１カ所実施。 
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・ 廃棄物管理の規範、基準、手続き及びクライテリア（NSPK）に関するモニタリン

グ及び統制 

 

2）県及び市政府 

前述のとおり、県（Kabupaten）及び市（Kota）は、インドネシアにおける第二層の地

方政府である。地方自治の主体として、自治事務と補佐任務を処理するため、地方条例、

予算条例、その他の規則を制定する権限を有する。なお、県と市は、県が農村部を管轄

し、市が都市部を主に管轄するだけであり、両者の間に制度的な上下関係は存在しない。

県政府・市政府は、更に郡（Kecamatan）及び区（Kelurahan）という内部機構を有してい

る。また、県には、慣習として認知されてきた村（Desa）があり、村は、村独自の基礎

的行政サービス（例えば、下水路の清掃など）を一種の共同体として実施している。2006

年末で、全国に349の県と91の市が存在している。 

「地方政府の事務に関する2007年政令第38号」によれば、廃棄物管理に関する県及び

市政府の主たる役割は以下のとおりである。 

・ 国家及び州政府の条例に基づく廃棄物施設及びインフラ開発関連条例の制定 

・ 廃棄物管理に関する許認可及び管轄区域内の廃棄物管理 

・ 市・県における廃棄物管理・開発における行政、民間セクター、コミュニティ間

の協力促進 

・ 郡、区、村に対し廃棄物施設及びインフラの整備に関する技術支援 

・ 市・県における廃棄物施設、インフラの開発事業の推進及び財源措置 

・ 市・県における廃棄物施設及びインフラ開発に関するマスタープラン策定 

・ 市・県における廃棄物管理のモニタリング 

・ 廃棄物管理の規範、基準、手続き及びクライテリア（NSPK）に関する、モニタリ

ング及び統制 

 

（3）中央政府と地方政府の役割分担 

中央政府及び地方政府の事務及び分業に関しては、（財）自治体国際化協会「インドネシ

アの地方自治」に詳しい。以下の記載内容は前記報告書を参考にしたものである。 

インドネシアでは、地方行政法において、中央政府の事務は、外交、国防、治安、司法、

金融・国家財政及び宗教の6分野とすることが明確に規定されており、それ以外の分野につ

いては政令に委任されている。この点について定めているのが、前掲「地方政府の事務に

関する2007年政令第38号」である。 

同政令によれば、中央政府と地方政府が分業すべき行政業務（Government Business）は31

の行政分野にわたっている。これら31の行政業務は、義務的担当業務と選択的担当業務に

分類され、廃棄物管理を含む「環境」は、地方政府が義務的に担当しなければならない義

務的担当業務である。（第3章、第1部、第4条）。 

すなわち、都市廃棄物の処理・処分は、地方政府が、地方分権の基本概念及び原則に沿

って、自らの固有の事務として実施すべき基礎的行政サービスというべきものである。こ

れに対し、中央政府は、地方政府に対し、実施に必要な財源、施設、設備及び人的支援を

行わなければならない（第3章、第18条）。また、地方政府は、中央政府から委任された特
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定業務を実施する義務を負っている（補佐事務）。そのうえで、業務が市ないし県に限定さ

れるものであれば、市・県政府が、県・市を超えて広域に影響を及ぼすものであれば州政

府が、全国レベルの業務であれば、中央政府が当該業務を担当することになる。 

前記政令2007年第38号によるところの、廃棄物分野における中央政府及び地方政府の役

割のうち、公共事業省に係る部分は既に述べたとおりである。廃棄物管理に関する広範な

業務を詳細かつ明確に中央政府と地方政府に分けることはできないが、以下、これまでの

議論を踏まえた中央政府と地方政府の分業の具体例は表2-2-4のようになる。 

 

表２－２－４ 廃棄物分野における国、州、県・市の分業の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：調査団作成 

 

（4）環境省と公共事業省の役割分担 

地方政府と対比しながらこれまで中央政府と地方政府の役割を論じてきたが、ここでは

中央政府レベルにおいて、廃棄物管理のキープレイヤーである環境省と公共事業省の分業

内容について述べる。 

両省の分業内容に関しては、施策の上流・下流論がある。すなわち、廃棄物管理法の下

で、環境省が、公共事業省の専管分野も含め、廃棄物管理の国レベルでの総合政策立案を

主導し、公共事業省は環境省が中心となって立案する政策の下で、関連インフラの建設な

ど廃棄物の下流部分の政策実践を推進するというものである。また、この上流・下流論に

分野

➢ 国家長期開発計画（RPJP)の策定 ➢ 地方長期開発計画（RPJPD)の策定 ➢ 地方長期開発計画（RPJPD)の策定

➢ 国家中期開発計画（RPJM)の策定 ➢ 地方中期開発計画（RPJMD)の策定 ➢ 地方中期開発計画（RPJMD)の策定

➢ 各省戦略・行動計画の策定 ➢
地方事業局（清掃局等）地方技術
機関（環境局等）の戦略・行動計画
の策定

➢
地方事業局（清掃局等）地方技術
機関（環境局等）の戦略・行動計画
の策定

➢
法律、政令、大統領令、省令の制
定・改訂

➢ 条例の制定・改訂 ➢ 条例の制定・改訂

➢
規範、基準、手続き及びクライテリア
（NSPK）等の設定

➢ 技術ガイドラインの制定

➢
州を跨る国家レベルの施設及び関
連インフラ開発に係るM/Pの作成

➢
県・市を跨る施設及び関連インフラ
整備開発に係るM/Pの作成

➢
県・市の施設及び関連インフラ整備
開発に係るM/Pの作成

➢
州を跨る国家レベルの施設及び関
連インフラ開発事業の実施

➢
県・市を跨る施設及び関連インフラ
整備事業の実施

➢
県・市の施設及び関連インフラ整備
事業の実施

➢
中央政府の代理機関として、県・市
における施設及び関連インフラの整
備事業に対する技術支援

➢
施設整備等に対する財源措置
（APBN)

➢
施設整備等に対する財源措置
（APBD)

➢
施設整備等に対する財源措置
（APBD)

➢
州税及び利用者負担金の徴収・管
理

➢
市民税及び利用者負担金の徴収・
管理

➢
地方政府の特定事業対する財政支
援（特別分配金）

➢ 市・県に対する財政支援

➢ 地方政府実施事業の監視・評価 ➢ 市・県の実施事業の監視・評価 ➢ 上位政府機関に対する事業報告

➢ 褒章（Adipura等）の授与

➢ 懲罰・制裁

中央政府 州政府 県・市政府

➢
中央政府が定めるNSPKに基づく地
方条例の制定・改訂

➢
中央政府が定めるNSPKに基づく地
方条例の制定・改訂

政策立案

法制度/ガイ
ドライ等の整

備・保持

開発及び
運営

監視・評価等
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類する分け方として、環境省は環境の質的管理に責任をもち、公共事業省は廃棄物関係の

施設・インフラ整備に責任をもつという2007年政令第18号の規定によるものである。しか

し、いずれにしても、処分場など関連インフラの整備はそもそも公共事業省の専管分野で

あるうえ、政策立案についても、 終処分場の立地や建設、その構造基準など、技術的対

応能力の面からも公共事業省主導で作成されるべき政策も少なくなく、上流・下流論では

割り切れない問題が残る。 

一方、廃棄物管理に削減という新たなパラダイムが導入されたことから、管理（handling）30

及び削減（reduction）31の観点から両省の分業分野も議論されている。これは、公共事業省

のこれまでの活動が、もっぱら廃棄物の収集、運搬、中間処理（焼却処理等）及び 終処

分にかかわる事柄で、3R活動など削減にかかわる部分には余りかかわってこなかったのに

に対し、環境省が果たすべき役割は、公共事業省の関与が少ない部分（削減）にあるとい

う考えである。しかしながら、公共事業省も、コミュニテｲ向け意識啓発活動や3Rに関する

政策づくりや3Rパイロットプロジェクトの実施など、具体的に事業を行っていることから、

公共事業省があまり削減問題に関与していなかったから、「削減」は環境省の専管事務であ

るということも必ずしも正しくない。策定中の廃棄物管理法に関する政令（Government 

Regulation）32は、現在、環境省内部で準備中であるが、「廃棄物の管理」を公共事業省が担

当し、「廃棄物の削減」は環境省が担当すると決定しているわけではなく、 終的には政令

に関する関係各省協議に委ねられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：調査団作成 

図２－２－６ 環境省と公共事業省の役割分担 

                                                        
30 分別、収集、運搬、中間処理及び 終処分 
31 排出抑制、再利用及びリサイクル 
32 ｢廃棄物削減に関する政令｣（廃棄物管理法第20条、21条）、「廃棄物管理に関する政令」（廃棄物管理法第22条）、「特定廃棄物

に関する政令」（廃棄物管理法第23条） 

 

【法令整備】 ➢ ➢
➢ ➢
➢

➢ ➢

➢

➢ ➢

【予算】 ➢ ➢
➢ ➢

➢ 特定の政策施行 ➢
➢ 予算配分 ➢
➢ 責務履行 ➢
➢ ➢

➢

(*)

【政策立案】

【事業実施・運営】

【基準・ガイドライン】

法制度遵守監視・取締り

廃棄物分別排出事業監視

廃棄物分別排出住民啓発活動指
導・奨励

「廃棄物削減」に係る政策策定

予算配分

「廃棄物管理」に係る政策策定

「廃棄物削減」に係る省令の整備

事業実施Gの政策運営を補佐する
特定の政策策定

廃棄物管理施設及び関連インフラ
開発に係る調査・計画・設計・施工
(*)

「廃棄物管理」に係る省令の整備

廃棄物管理施設及び関連インフラ
開発に係る地方政府に対する指導・
支援(*)

政策施行

予算配分

責務履行事業報告

廃棄物の削減・管理に関する規
制、基準の整備（施設/インフラ整
備に関するもの以外）

予算配分

州政府(Dinas PU) がPUの代理機関とし
て実施する業務を含む）

事業調整グループ

廃棄物管理施設/関連インフラの設
計・施工に係るガイドライン・基準の
作成

事業実施グループ

事業報告

条例整備

環境省
（KLH)

公共事業省
（PU)

地方政府（市）清掃局
（Dinas Kebrusihan)

地方政府（市）環境局
（Bidan Lingkungan Hidup)

政策策定
法令整備
情報提供
予算配分
権限委譲

責務履行
事業報告

協力・協調

協力・協調
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廃棄物管理法では、第5条と6条で政府（中央/地方）の責務を、第7条、8条及び9条で州・

県・市の権限を規定しているが、環境省と公共事業省の業務分担に関する記述はない。こ

れまでのところ、拡大製造者責任（EPR）及びラベリング等を含む上流部分を環境省が管轄

し、収集・運搬・処分など下流部分は公共事業省が管轄するという役割分担が事実上でき

ており、「削減」に関する省令は環境省令として、「処理・処分」に関する省令は公共事業

省令として、それぞれ公布されるというのが、現在における両省の認識であるが、環境省

と公共事業省の役割分担は、結局のところ、今後制定される政令で明確化されるものと思

われる。 

 

（5）関係機関のキャパシティ・アセスメント 

3R及び廃棄物管理の課題に関するヒアリング調査あるいは質問票調査において、関係機

関のキャパシティ・アセスメントを行った。 

 

1）環境省 

環境省について、質問票回答は表2-2-5のとおりである。環境省が必要とするキャパシ

ティ要素を挙げてもらったところ、政策策定、法律制定、技術/財務支援といった要素が

挙がり、それぞれキャパシティの高さは2、3、4との自己査定結果であった。政策策定能

力と法律制定能力について、今般でのヒアリング調査では当調査団としてのアセスメン

トをすることは困難であるが、これらが十分ではないことは、廃棄物管理に関する政令

策定や国家政策と戦略作成の遅れに示されていると考えられる。また、廃棄物管理のよ

うな横断的分野の政策や法律の立案には、他省庁との連携と的確なリーダーシップが欠

かせないが、その点も十分とはいえない面がうかがえた。 

技術面については、従来、廃棄物管理の技術面については公共事業省が担ってきたこ

ともあり、能力不足は否めない。財務支援についても、公共事業省がもっぱら地方政府

に資金を配分してきており、環境省による財政支援は今のところ、特別分配金（DAK）

による僅少（ 高でも1件200万円程度）な支援に過ぎない。また都市廃棄物管理を担う

第2局第4課（Deputy II, 4/II）のスタッフ数が限られていることも、能力向上を難しくして

いる理由のひとつと思われる。 

 

表２－２－５ 環境省によるキャパシティ評価結果 

関係者 査定項目 査定結果* 能力強化が必要な項目 

環境省 

・政策策定 2 

すべての課題 ・法律制定 3 

・技術能力/財務 4 

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 

 

2）公共事業省 

公共事業省においても環境省と同様、質問票においてキャパシティの項目と自己査定

を求めたところ、表2-2-6のような結果となった。おおむね能力は一定程度あるとの結果
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であるが、 終処分場や政策面に関しては更に能力強化を必要としている。 

当調査団は東ジャワ州政府（Dinas PU East Jawa Province Cipta Karya, PLP）が実施して

いるオープンダンプの改善や新規処分場建設の設計図面や廃棄物管理にかかわるガイド

ライン文書を見ているが、インドネシア語資料であることもあり、その内容の技術的な

適性までは判断できない。また同事務所の案内で、同事務所が実施したバツー市（Batu）

の新規処分場を視察したが、その施設の状況や担当者の説明から考える限りにおいては、

ある程度の技術力はあるものと推測される。 

政策策定については、既に2006年省令21号として公共事業省の政策・戦略が策定済み

で、ハードとソフトの両面を適切に網羅したものとなっているが、新しい廃棄物管理法

にのっとった改訂を必要と考えているものと思われる。また環境省と同様、人材不足の

問題を抱えている。その原因のひとつとしては、頻繁な人事異動の結果、せっかく研修

を受けた職員が他部署へ移動し、組織に経験やノウハウが蓄積されないといった問題が

指摘された。 

 

表２－２－６ 公共事業省によるキャパシティ評価結果 

関係者 査定項目 査定結果注 能力強化が必要な項目 

公共事業省 

・ 技術ガイドラインの作成 

2 

① 広域処分場の建設 

② 処分場の設計、施行監理

（既存処分場リハビリを

含む） 

③ 廃棄物管理に関する国家

政策・戦略の策定 

・ 終処分場の建設 

・ 官民連携の促進 

・ 3R及び 終処分場の維持管理

に対する技術支援 

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 

 

3）地方政府 

前述のとおり、中央政府の役割は、「外交」「防衛」「安全保障」「金融・国家財政」「司

法」及び「宗教」などに関する行政業務に重きを置いており、地方分権化の流れのなか

で、地方政府が責任と権限を有する義務的担当業務は地方政府によって自立的、持続的

に実行されなければならない。さらに廃棄物管理は教育、健康と同様市民に対する基礎

的なサービスであることから、今後、地方政府が行政業務の執行責任を果たすためには、

地方政府とその職員のキャパシティの向上はその前提条件としても極めて重要なことで

ある。 

環境省と公共事業省による地方政府のキャパシティ・アセスメントの結果は、表2-2-7

のとおりである。政策面も技術面もかなりキャパシティが低いとの結果となった。両省

でのヒアリング調査においても、地方政府の技術不足や政策決定者レベルでの問題意識

の不足がたびたび指摘されており、地方政府におけるキャパシティ・ディベロップメン

トは大きな課題といえる。 
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表２－２－７ 環境省と公共事業省による地方政府のキャパシティ・アセスメント 

 環境省による項目設定と査定 公共事業省による項目設定と査定 

州政府 

・ 政策策定 4 ・ ガイドラインの作成 

4 
・ 法律制定 4 ・ 県、市に対する技術支援 

・ 技術能力/財務 5 
・ 広域処分場の建設 

・ 広域処分場を考慮した都市計画の作成 

県、市 

・ 政策策定 4 ・ 分別に関する地方条例の制定 

4 

・ 法律制定 4 

・ 一 時 集 積 所 （ Tempat Pembuangan 
Sampah：TPS）から 終処分場（TPA）

への輸送効率の向上（民間セクターとの

連携） 

・ 政策執行能力 4 

・ 技術ガイドラインに沿った適正な埋立

処分の履行 

・ 処分場を含む都市計画の策定 

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 

 

4）その他の関係者 

その他の関係者、必要とされるキャパシティの項目、その評価、そして能力強化が必

要な項目としては、環境省及び公共事業省から表2-2-8、表2-2-9のような結果を得た。 

産業界の関係者として、環境省は製造業、公共事業省はリサイクル産業を挙げている

が、いずれに対してもキャパシティ評価は低く、拡大生産者責任（EPR）の面における能

力向上を強く求めている結果となっている。製造業界に対してはいずれ廃棄される製品

を市場に送り出す立場としてEPRを主体的に発揮し、リサイクル産業に対しては廃棄され

た製品の受け皿としての役割を果たすことが期待されているものと解釈される。 

一方、コミュニティに対しては、環境省と公共事業省の評価は対照的な結果となった。

インドネシアでの廃棄物管理では廃棄物の排出から一次集積所までの段階をコミュニテ

ィ（RT/RWと呼ばれるコミュニティ組織）が担っており、その能力はある程度評価し得

る。しかし3R活動に関しては後述するように、活発な3Rを展開しているコミュニティは

各地に例があるものの、まだ活動に広がりが限定的であることから、評価が分かれたも

のと推測される。 

 

表２－２－８ 環境省によるキャパシティ評価結果 

関係者 査定項目 査定結果注 能力強化が必要な項目

製造業 ・EPR実施能力 4  

コミュニティ 

・適正な排出 4 

すべての課題 ・分別 5 

・家庭でのコンポスト 4 

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 
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表２－２－９ 公共事業省によるキャパシティ評価結果 

関係者 査定項目 査定結果注 能力強化が必要な項目

リサイクル産業 
・廃棄物の再利用 

5 EPR 
・自家処理 

コミュニティ 
・分別 

・ごみ収集と各戸からTPSへの輸送
1 分別 

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 

 

２－２－２ 廃棄物管理に係る法令及び政策 

ここではインドネシアにおける廃棄物管理のための法令整備状況や政策について、2008年12

月の「インドネシア共和国都市環境改善協力プログラム形成調査報告書」以降の動きを中心に

記載する。 

 

（1）廃棄物管理法 

1）概 要 

インドネシアでは、有害廃棄物に関してはその問題の危急性から法令整備が進んでい

た。しかし、非有害廃棄物、なかでもいわゆる都市ごみに関しては、住環境の清掃・美

化事業の一環として地方自治制度（既述「地方政府の事務に関する2007年政令第38号」）

のなかでその実施責任を県・市に委ね、施設の整備等に関して公共事業省が技術的・資

金的支援をしてきたが、廃棄物管理の原則を定める法令は存在しなかった。 

環境省が廃棄物管理のあり方を根本的に検討し改善していくために、廃棄物管理法の

制定作業を始めたのは2003年である。廃棄物発生量の増大とその質の多様化により、従

来の「収集－運搬－ 終処分」という一方通行による処理体系では対処が困難であるこ

と、そしてわが国が提唱した3Rイニシアティブなど一連の循環型社会への取り組みに各

国が関心を寄せてきていることなどの認識が、その背景にあった。各省庁間との交渉に

加え、2005年のLeuwigajah処分場でのごみの崩壊事故の教訓も踏まえて修正が重ねられ、

2007年8月にようやく法案が国会に提出され、2008年5月、2008年法律第18号として成立

した。 

廃棄物管理法の内容は表2-2-10のとおりであるが、特筆すべき点として次が挙げられる。 

・ 廃棄物を、家庭系廃棄物、家庭系類似廃棄物、特定廃棄物の3種としている。家庭

系類似廃棄物とは環境省の口頭による説明によれば、商業セクターや工業セクタ

ー、公共施設などから排出される「家庭ごみ」に似た種類のごみであり、特定廃

棄物は有害物質を含むものや災害時の廃棄物などである。工業プロセス由来の非

有害廃棄物は、これら3分類のどれにも属さない。 

・ 廃棄物の管理は、ReductionとHandlingによってなされると規定し、すべての者が

ReductionとHandlingを環境に適した方法でしなければならないとしている。さらに

Reductionは排出抑制、再利用、リサイクル、Handlingは分別、収集、運搬、中間処

理、 終処分によるとしている。 

・ 分別については特に、住宅地、商業地、工業地域、公共施設、社会施設等の管理
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者は廃棄物の分別施設を設置しなければならない。 

・ 製造者に対する責任を、その製品やパッケージが廃棄される段階にまで求めてい

る（拡大製造者責任：EPR）。 

・ 廃棄物処理業にライセンス制度を導入する。 

・ 終処分のオープンダンプ方式を禁止する。オープンダンプ式処分場は、1年以内

に閉鎖計画をつくり、3年以内に閉鎖する（ただし閉鎖には、改善・転換も含むと

の解釈である）。 

 

表２－２－10 廃棄物管理法の内容 

条項 内 容 

第1章 

第1、2条 

定義 

廃棄物を「the remnant of human daily activities and/or natural processed in the solid 

form」と定義し、本法律の対象を、家庭系廃棄物、家庭系類似（household-like）

廃棄物、特定廃棄物の3つとした。特定廃棄物（specific waste）は、有害な物質

を含む廃棄物、災害廃棄物、建設廃棄物、不定期に発生する廃棄物、その他環

境省令で定める廃棄物としている。 

第2章 

第3、4条 

原則と目的 

廃棄物管理は、責任、持続可能性、収益性、公正、awareness、連体、安全、経

済価値の原則に基づき実施。廃棄物管理の目的は、公衆の健康と環境の質の向

上及び廃棄物をエネルギー源として用いることと規定。 

第3章 

第5～10条 

政府の権限 

国、州、県/市（district/municipality）の責務とそれぞれの権限を規定。県/市が

廃棄物管理を実施する。地方政府の緊急時の対応に関するガイダンスは省令で

定める。 

第4章 

第11～16条 

権利と責任 

国民の権利として、政策決定への参加、情報へのアクセス、 終処分場からの

影響に対する保護と補償、廃棄物管理の状況のモニタリングを規定。権利行使

の手続き等は政令及び地方条例で規定。 

国民は廃棄物を削減し、適切に扱う責任を負う。廃棄物の取り扱いに関する規

則は地方条例で規定する。住宅地、商業地、工業地域、公共施設、社会施設等

の管理者は廃棄物の分別施設を設置しなければならない。製造業者はその容器

包装及び /または製品に廃棄物の削減と処理に関するラベルかマークを表示

し、容易に分解しない容器包装及び/または製品を管理する責任を負う。分別

施設、表示及び容器包装に係る規定は政令で定める。 

第5章 

第17、18条 

ライセンス 

廃棄物管理を業とする者に地方政府からの許可取得を義務づけ。手続きは会社

法（Limited Corporation Law）及び別途定められる地方条例による。許可を取

得できる業者及び公表方法は地方条例による。 

第6章 

第19～23条 

廃棄物管理の

実施 

廃棄物管理を削減と処理（reduction and handling）の2つに分類。削減には、排

出削減、リサイクル、再利用が含まれ、国及び/または州が削減目標を決定し、

エコラベルの導入等を図る（詳細は政令で規定）。国が廃棄物を減らした者に

インセンティブ・ディスインセンティブを提供する（詳細は政令で規定）。民

間事業者は、廃棄物発生量を 小化すること、発生した廃棄物が再使用・リサ

イクルされること、容易に自然で分解することが求められる。コミュニティは

再使用、リサイクル及び/または分解するモノを利用することが求められる。 

廃棄物処理には、分別、収集、運搬、中間処理、処分が含まれる。詳細は政令

及び/または地方条例で規定される。特定廃棄物の管理も政令で規定される。 
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条項 内 容 

第7章 

第24、25条 

費用と補償 

国と地方が廃棄物管理に要する費用を負担する責務を負う（政令及び/または

地方条例）。廃棄物処理による被害に対して、国及び/または地方政府が補償を

行う。被害と補償の内容、手続きについてそれぞれ政令及び/または地方条例

で定める。 

第8章 

第26、27条 

協力と連携 

地方政府間で協力して廃棄物管理を実施できる。協力に関するガイダンス等は

内務省令で定める。地方政府は民間企業と廃棄物管理に関してハートナーシッ

プを締結できる。 

第9章 

第28条 

コミュニティ

の役割 

市民は廃棄物の管理について、意見の提出、政策の提案、紛争解決への提言な

どを通じて参加できる。形式等を政令及び地方条例で定める。 

第10章 

第29条 

禁止事項 

廃棄物（政令で規定）の国内持ち込み、輸入、有害廃棄物との混合、不適正な

処分、オープンダンピング、不適切な焼却の禁止。国内への持ち込み、有害廃

棄物との混合及び不適切な処分に関する規定は政令で定める。不適正な処分、

オープンダンピング、不適切な焼却に関する規定は地方条例で定める。罰則の

規定も可能。 

第11章 

第30、31条 

監視 

国は地方政府の廃棄物管理政策を監視する。州は市/町の廃棄物管理実施状況

を監視する。廃棄物管理業者の実施状況は地方政府が監視する。監視の基準等

は地方条例で定める。 

第12章 

第32条 

行政処分 

市長・県知事は、廃棄物業者（waste operator）に対し、行政処分（罰金、許可

の取り消し）を行うことができる。関連する規定は地方条例で定める。 

第13章 

第33～37条 

紛争処理 

地方政府と廃棄物業者、または廃棄物管理者（waste manager）とコミュニティ

間での紛争は、裁判所外または裁判所で扱われる。被害を受けたコミュニティ

は集団訴訟の権利を有する。廃棄物に関する団体（waste-related organization）

は住民の健康と環境の保護を目的とする訴訟の権利を有する。 

第14章 

第38条 

検査 

警察等は立ち入り検査の権限を有する。 

第 15章（第 39

～43条） 

罰則 

死亡等重篤な被害があった場合に 高50億ルピアの罰金を科す（規定された

高額）。 

第16章 

第44～46条 

経過措置 

法律制定から1年以内に、地方政府はオープンダンピングの閉鎖計画を策定し、

5年以内にオープンダンピングを閉鎖する。 

第17章 

第46条 

その他 

ジャカルタ首都特別州に関する特別の規定 

第18章 

第47～49条 

結語 

法律制定から1年以内に、政令及び省令を定める。3年以内に地方政府の条例を

定める。 

出所：小川JICA専門家作成資料より 
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2）付随する政令・省令・条例 

法律は基本的原則を示すにとどまり、運用に必要な詳細は別途政令や省令、地方条例

で定めることとなっている。法律は12の事項について政令の制定を求めているが、環境

省はこれらの事項を3つに整理統合し、廃棄物管理（Waste Handling）、廃棄物削減（Waste 

Reduction）、特定廃棄物（Specific Waste）に関する3つの政令を施行すべく検討を進めて

いる。2009年10月末現在、廃棄物管理と廃棄物削減にかかわる政令の策定作業中であり、

廃棄物削減（Waste Reduction）にかかわる政令は環境省Deputy IIがドラフトしたものが、

環境省内で法令策定を法規面から担当するDeputy Vにてレビューされている。廃棄物管理

（Waste Handling）にかかわる政令は、Deputy IIからDeputy Vに2009年11月上旬に提出予

定とのことである。いずれも、Deputy Vでのレビュー後に法務・人権省に提出され、関係

各省と協議されたのち、国家官房庁（SEKNEG）に提出され、公布される。環境省は、法

務・人権省への提出を2009年末までに、国家官房庁への提出を2010年2月までに行いたい

としている。 

調査団が入手したのはDeputy IIで作業途中の政令ドラフトであるが、政令は2つとも、

さらに省令によって詳細が規定されなければならないとしている事項が多数ある。それ

らがどの省の省令になるかは、政令の法務・人権省提出後の各省との協議の結果により

政令に明示されることになる。現在のところ、廃棄物削減にかかわる政令に言及される

省令の多くは環境省令、廃棄物管理にかかわる政令に言及される省令の多くは公共事業

省令として定められるというのが、両省の共通認識である。また、環境省によれば、以

下の省令の制定が特に優先度が高いとのことである。 

 

表２－２－11 環境省が制定優先度を高いとしている省令 

規定事項 主たる内容 
想定される

責任省 
備 考 

廃棄物管理の緊

急時対応 

処分場の崩壊や爆発などの事故発生

時、あるいは災害時における、被害へ

の措置及び廃棄物管理の継続実施の

ための代替措置 

環境省 

廃棄物管理法が環境

省に制定を要求して

いる省令であるが、そ

の内容から公共事業

省令となることも考

えられる。 

ラベリング 

製造業者が、どのような再利用あるい

はリサイクル可能であるかを、その製

品及び容器包装に表示する義務 

環境省  

EPR 
製造業者が、EPRを実施する義務及び

EPR実施制度の構築 
環境省  

インセンティブ

とディスインセ

ンティブ 

廃棄物削減を促進するためのインセ

ンティブ及びディスインセンティブ

制度の構築 

環境省  

環境基準 
廃棄物処理施設に対する排水基準と

排ガス基準の設定 

環境省/ 

公共事業省
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終処分場の立

地選定 

終処分場の立地選定に係る手続き

とガイドライン 

公共事業省/

（環境省）

環境省は環境影響評

価の観点から関与す

る。 

廃棄物処理施設

基準 
廃棄物処理施設の構造等に係る基準 

公共事業省/

（環境省）
 

都市廃棄物の輸

入の禁止 

都市廃棄物の輸入禁止に関するガイ

ドライン 

環境省/ 

通商省 
 

不適切な都市廃

棄物管理の禁止 

廃棄物管理が不適切に行われること

を抑制するためのガイドライン 
環境省  

出所：環境省資料より、一部ヒアリングを基に加筆修正 

 

政令は更に、条例で定めるべき事項も規定している。人々が廃棄物を減量、分別、再

利用、リサイクルする具体的な方法、商業施設や事業所などで分別施設を設置する方法

など、発生源における廃棄物管理や廃棄物管理に携わる業者管理に関する事項は、条例

により定められる。 

 

3）廃棄物管理政策・戦略 

廃棄物管理法はまた、環境省及び地方政府に対しそれぞれ、廃棄物管理の政策・戦略

の策定を求めている。なかでも国レベルの政策・戦略は、先述の省令作成にとっても、

地方における政策・戦略や条例策定にとっても、その内容・優先順位などの基礎を与え

るものであり、環境省は早期策定の必要性を強く認識している。 

 

（2）RPJM（国家中期開発計画） 

現在のRPJMは、2004年10月に誕生したユドヨノ政権によって策定された2004年から2009

年にかけての開発計画である。2009年6月の総選挙によってユドヨノ大統領が再選され、同

年10月に新政権が発足する予定であり、新RPJM（2009-2014）はその後正式に採択されるこ

とになる。 

2010年8月現在は、各省庁からそれぞれの開発計画案が提出され、国家計画企画庁におい

て取りまとめ中である。国家計画企画庁へのヒアリングによれば、現RPJMで掲げられてい

た廃棄物管理に係る目標が未達成であり（例えば、収集サービスカバー率75％という目標

は、統計局の2007年のデータによれば20.6％）、廃棄物管理体制の向上に改めて取り組む必

要があるとしている。加えて、従来の集めて捨てるという一方向の処理体系から、そもそ

もごみを減らしできるだけ 終処分を減らすという体系へ変換していく必要性の認識から、

3Rに関する数値目標を盛り込みたいとしている。 

 

（3）環境省による3R戦略 

環境省の3R戦略策定作業は、現在第5版のドラフト段階で、完成間近の段階にある。

UNCRD及びIGESの支援を受け、バンドン工科大学が主として起草している。その概要は以

下のとおりである。 
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＜原則とする考え方＞ 

・ 製造業者の参加と一般市民の認識が鍵である。 

・ 都市廃棄物及び産業廃棄物は資源である。 

・ 排出者が責任をもつ。 

・ End of Pipeから3Rアプローチへパラダイムを転換する。 

・ リサイクルは経済活動である。 

・ モニタリングと評価により3Rは継続的に向上させる必要がある。 

＜戦略＞ 

・ 諮問機関としての新組織の設立 

・ 法律と政策の整備 

・ 技術と情報システムの整備 

・ ステークホルダー（中央政府、州政府、県・市政府、ウェイストピッカー、企業、

コミュニティ、研究機関）の役割の強化と連携 

・ 財政措置（都市廃棄物の3Rは中央及び地方政府が負担し、産業セクターの3R実施は

排出者責任の原則に基づく） 

・ 国際協力の推進 

 

さらにアクションプランとして、2009年～2011年、2012年～2013年、2014年から2017年の3

期ごとに、上記戦略の具体的実施内容及び実施主体を挙げ、以下のような目標を掲げている。 

 

表２－２－12 3Rアクションプランの目標 

目標年 2011年 2013年 2017年 

都
市
廃
棄
物
関
連 

・ 関係者の意識向上 

・ 制度面・施設面の整備 

・ 3Rの知識・技術の蓄積 

・ 3Rクリアリングハウ

ス構築 

・ 地方条例の整備 

・ プラスチックごみの75％を

リサイクル 

・ リサイクルできないプラス

チックごみの30％を再利用

・ 都市廃棄物の35％をコンポ

スト化 

・ 金属、ガラス、紙ごみの30％

をリサイクル 

・ 終処分量の30％削減 

・ プラスチックごみの85％を

リサイクル 

・ リサイクルできないプラス

チックごみの60％を再利用

・ 都市廃棄物の55％をコンポ

スト化 

・ 金属、ガラス、紙ごみの45％

をリサイクル 

・ 終処分量の45％削減 

物
関
連

産
業
廃
棄

・ 産業廃棄物 3Rに関す

る 国 家 政 策 の 策 定

（2010年まで） 

・ 有害産業廃棄物1,500万 tを

リサイクル（年率20％でリ

サイクル率が上昇） 

・ 有害産業廃棄物2,700万 tを

リサイクル 

 

これら目標値は大変意欲的な内容である。コンポスト化目標（2017年までに都市ごみの

55％をコンポスト化）を例にとっても、経験値として環境省は「コンポストの市場価格は

400ルピア/kgに対して生産コストは300ルピア/kg」との認識から現状ではコンポスト化は経

済性が高くなく、コンポスト化率を高めるには、農業省を中心とする有機農業推進政策な

どによる需要喚起策の積極的な展開が必要であるとの見解である。また、この3R戦略は完

成後、環境省令として公式に発表される予定とのことである。また、目標値については基
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礎となるごみ量・ごみ質について明確な数字を必ずしももっていないことから、今後本プ

ロジェクトでの実態調査を踏まえたうえで必要な修正を行うと考えている。 

 

（4）公共事業省による廃棄物管理政策及び戦略［公共事業省令第21号（2006年）］ 

公共事業省はNational Policy and Strategy on the Development of Waste Management Systemを

2006年の省令21号として定めている。すなわち、廃棄物管理法の起草中に公布されたわけ

であるが、2007年の政令38号により公共事業省は廃棄物に関するインフラ整備の国家政策

と戦略を定める責務を有することが規定されており、省令21号（2006）は政令38号（2007）

を根拠とするものと公共事業省は説明している（ただし日付が前後するためこの説明は正

確とは言い難い）。その概要は、以下のとおりである。 

 

＜目標（Mission）＞ 

・ 持続可能な廃棄物管理のためのごみの減量 

・ 廃棄物管理サービスの拡大と質の向上 

・ 市民及び民間セクターの役割の強化 

・ 組織体制や運営体質の改善 

・ 資金調達の強化 

・ 法の整備と施行の強化 

＜2010年に向けた数値目標＞ 

・ ごみ量の20％削減 

・ 人口の60％へのサービスの提供 

＜政策と戦略＞ 

 

表２－２－13 公共事業省令第21号（2006年）の政策と戦略 

政 策 戦 略 

1. 発生源からごみを

できる限り削減す

る。 

・ 3Rに関する一般市民の意識向上 

・ 3R実施に関するインセンティブ及びディスインセンティブの開発と

実施 

・ セクター間、特に工業と商業セクター間の連携の強化 

2. 廃棄物管理のパー

トナーとして一般

市民及び民間セク

ターの積極的な参

画を促進する。 

・ 初等教育を通じ年少期からの廃棄物管理に対する理解促進 

・ 廃棄物管理に関するガイドライン、ガイダンスなどの普及 

・ 特に女性を対象とした、廃棄物管理に係るコミュニティへのトレーニ

ングの改善 

・ コミュニティレベルでの廃棄物管理の推進 

・ 民間セクターに対し動機づけする優遇施策の開発 

3. 廃棄物管理のサー

ビス拡大と質の向

上 

・ 機材・設備の有効活用 

・ 計画性と公正に基づくサービス拡大 

・ サービス拡大目標に向けた機材・設備の拡充 

・ 環境を汚染している 終処分場のリハビリ 

・ 終処分場のコントロールダンプ/衛生処分場への転換 

・ 都市圏を主とした広域 終処分の推進 

・ 環境に配慮した適正な処理技術の研究開発 
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4. 組織と法制度の開

発 

・ 廃棄物管理担当組織の自立的組織（AgencyあるいはCorporation）への

転換 

・ 廃棄物管理担当組織のパフォーマンス向上 

・ 規制組織と実施組織との分離 

・ 政府内の他機関、開発業者、NGO、大学など種々のステークホルダー

との協力と連携の強化 

・ 廃棄物管理に携わる中央・地方政府関係者の人的資源開発 

・ 広域での集約的廃棄物管理の推進 

・ 法律、政令、条例、省令などの整備 

・ 法の遵守の徹底（非遵守行為への罰則適用） 

5. 代替資金源の確保 

・ 中央・地方政府の意思決定者における、廃棄物管理への優先度に関す

る認識の共有 

・ 廃棄物管理の採算性に関する意識向上 

 

このように、製造者の責任や廃棄物管理業者の認可制度など廃棄物管理法に含まれてい

て省令21号（2006）には言及のない部分もあるが、3Rを含む廃棄物管理全般にわたる意欲

的かつ先進的な内容になっているとともに、廃棄物の減量化を適正な廃棄物管理への重要

なアプローチとして重視している。また、上記20％減量との数値目標に関して、公共事業

省はもともと高い目標値であるとの理解であり次期5カ年目標においても同数値を目標と

しているとのことである。 

そのほか、次期2010年以降の公共事業省の事業計画は、本件調査質問票への回答によれ

ば以下のとおりである。 

・ 100県・市における 終処分場の改善 

・ 5カ所の広域 終処分場の新規建設 

・ 15カ所でのクリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism：CDM）プロジ

ェクト 

・ 100カ所での3R活動 

 

（5）廃棄物管理施設の設置に係る法令・基準 

ここでは、廃棄物管理そのものを規定する法令や政策ではないが、その実施において留

意すべき法令等について述べる。 

 

1）環境影響評価に関する法令 

インドネシアの環境影響評価制度はAMDAL（Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup）と呼ばれ、2010年8月現在は、1999年政令第27号により規定されている。環境影

響評価の対象となる事業は、環境省令2001年第17号に定められている。これによれば、

廃棄物管理施設の場合、以下の場合にAMDAL手続きが必要となる。 

・ 衛生埋立処分場あるいはコントロールドランドフィルで、面積が10ha以上あるい

は総容量が1万t以上（感潮域の場合は5haあるいは5,000t以上） 

・ 中継基地（1,000t/日以上） 

・ 中間処理施設（500t/日） 

・ 焼却施設（500t/日） 
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・ コンポスト化施設（100t/日） 

・ 貨車による廃棄物輸送（500t/日） 

 

AMDAL手続きでは、まず環境影響評価の実施内容［実施要領（Terms of Reference：

TOR）］を示す文書［環境影響評価実施計画書（Kerangka acuan analisis dampak lingkungan：

KA-ANDAL）］を主管官庁に提出し、その承認を受けて、環境影響評価報告書（Analisis 

dampak lingkungan：ANDAL）、環境管理計画書（Rencana Pengelolaan Lingkungan：RKL）、

環境モニタリング計画書（Rencana Pemantauan Lingkungan：RPL）を提出する。KA-ANDAK

及びANDALの評価は、行政機関や環境分野の専門家などから構成される環境影響評価委

員会により行われる。主務官庁は、基本的には市・県であるが、事業規模が大きい場合

や立地状況によっては、州政府、あるいは中央政府が主務官庁となる。また、上記環境

省令2001年第17号に定められた事業以外の場合でも、事業の特性や立地環境によっては、

AMDAL手続きを求められる場合がある。AMDAL手続きを必要としない場合も、環境影

響に配慮すべき場合は、RKLやPRLの簡易版である環境管理計画（Upaya Pengelolaan 

Lingkungan：UKL）及び環境モニタリング計画（Upaya Pemantauan Lingkungan：UPL）の

提出が求められ、さらにそれ以外の場合には、より簡略な環境管理承認証書（Surat 

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan：SPPL）と呼ばれる文書の提出が必要である。どのよ

うな手順とすべきかは、市・県レベルでの確認が必要である。関係する法令としては、

以下のようなものがあるほか、市・県が関連する条例を定めている場合もある。 

・ AMDALガイドライン［環境影響評価庁長官令（環境影響評価庁が現在の環境省に

吸収される前）2000年第9号］ 

・ AMDALにおける住民参加手続き（環境影響評価庁長官令2000年第8号） 

・ UKL/UPL実施ガイドライン（環境省令2002年第86号） 

 

2）排水基準 

インドネシアの排水基準は、工場、ホテル、病院、石油・ガス事業、工業団地からの

排水基準がそれぞれ環境省令で定められている。加えて、事業所、宅地開発地、住宅、

レストランなどからの生活排水は、環境省令2003年第112号で以下のような基準となって

いる。 

 

表２－２－14 生活排水の排水基準 

項 目 基準値 

pH 6–9 

BOD 100mg/リットル 

TSS 100mg/リットル 

Fat and Oil 10mg/リットル 

出所：環境省令2003年第112号 
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廃棄物処理施設に対する排水基準は、それに特化するものとしては規定がなく、生活

排水の排水基準が準用されているため、環境省は廃棄物処理施設に特化した排水基準を

設けたい考えである。 

なお、排水基準は表2-2-14の環境省による全国一律基準に加えて、地方政府が地域の特

性を考慮して別途上乗せ基準を定めている場合がある。 

 

3）廃棄物管理に関連するインドネシア国家基準 

インドネシア国家基準（Standar Negara Indonesia：SNI）にいくつか廃棄物管理に関連

する基準があるが、当調査団が確認したものは以下のとおりである。 

・ SNI 19-3964-1994：都市廃棄物の量と質を把握するためのサンプル採取方法と計量

方法 

・ SNI 19-2454-2002：廃棄物管理の技術的運用に関する手順 

・ SNI 03-3241-1994： 終処分場の立地選定に関する手順33 

・ SNI S 04-1993-03：廃棄物発生原単位の標準値34 

 

２－２－３ 廃棄物管理の現状 

（1）インドネシアでの概況（ごみ量・ごみ質） 

インドネシアでは、人口の増加や経済成長に伴い、廃棄物の発生量は着実に増加し、廃

棄物埋立処分場における浸出水・メタンガスの発生による環境汚染や、豪雨による埋立廃

棄物の崩落・人命事故の発生といった環境問題、社会問題が、近年深刻化している。この

状況に対し、2-2-2節で述べたように、中央政府による、減量化・適正処理をめざした法制

度や政策の整備が行われ、実際の廃棄物管理を担う地方政府での具体的な適用が始まろう

としているところである。 

 

1）廃棄物管理データ 

インドネシアでは、廃棄物管理は、市・県の責任で実施されているが、発生から収集・

運搬の各段階での作業を量的に把握することは一般的に行われておらず、大都市の埋立

処分場で搬入される廃棄物の重量がトラックスケールで計量され、記録されている程度

である。したがって、インドネシア全体での廃棄物管理にかかわるデータは存在しない。

ここでは、環境省が2007年に実施した、市・県へのアンケート調査及び市・県が都市環

境の良さを競い合う環境省主催のアディプラ・プログラムのなかでの廃棄物関連報告事

項をベースに取りまとめている。 

 

＜2007年アンケート調査＞ 

環境省へのJICA環境政策アドバイザーの主導で、2007年に全国の市・県へ2006年度

の廃棄物管理の実施状況の回答を求めるアンケート形式による調査が行われ2008年に

                                                        
33 当調査団はこのSNIの原文を確認していない。公共事業省によるProcedures for Planning Final Waste Treatment Facilityに引用が

ある。 
34 当調査団はこのSNIの原文を確認していない。Current Situation of Waste Recycling in Indonesia Enri DAMANHURI and Tri 

PADMI, Institut Teknologi Bandung （ITB）（www.eria.org/pdf/research/y2008/no6-1/Chapter2.pdf）などに引用がある。 
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結果が公開されている。概要は以下のとおりである。 

質問内容は下記のように大項目11、小項目57の多岐にわたり、回答できない自治体

が60％を越える結果となっている。 

対象自治体数：465 

回答自治体数：154 （回答率33％、回答自治体の人口は全国の40％） 

質問項目：A．自治体一般情報 G． 終処分場 

B．廃棄物管理組織 H． 中間処理施設 

C．発生量・ごみ質 I． 3R活動 

D．収集・運搬状況 J． 自治体条例 

E．中継所状況 K． 廃棄物管理財政 

F．輸送機材 

 

＜アディプラ・プログラム＞ 

環境保護法（1982年法律4号）による環境先進都市競争制度で1986年に始まった。そ

の後、環境管理庁令（1990年15号）により実施の細目が制定されている。人口2万人以

上の都市（481市・県のうちの2007年で360都市、人口比では全国の95％）が参加する。

審査はメトロポリタン市、大都市・中都市・小都市のカテゴリーで行われる。アディ

プラ・プログラムの評価項目は、マネジメント面、フィジカル面、公衆衛生面、公園

緑地アメニティ面の4項目があり、廃棄物関連ではマネジメント面での組織、フィジカ

ル面での施設整備状況が評価の対象となっている。優秀都市には賞金が付与される。

なお、今回現地調査を行った市はアディプラ・プログラムでは数多くの栄誉に輝いて

いる。 

廃棄物関連の質問項目は、組織のほか、発生量と 終処分場への搬入量と比較的簡

単なものである。 

質問項目：A．自治体一般情報 

B．廃棄物管理組織 

C．廃棄物管理の施設 

 

2）収集率 

都市廃棄物の収集率については、現在のRPJM（RPJM2004-2009）のなかで廃棄物管理

の指標として全国で75％を達成目標として挙げているが、その数字の根拠となるデータ

は中央政府でのヒアリングでも明らかにすることはできなかった。国家計画企画庁への

ヒアリングでは達成目標に対し、中央統計庁（BPS）の2007年のデータによれば20.6％と

いう結果となっているとの認識も示された。 

一方、2007年の環境省アンケート調査の結果（表2-2-15）では、回答のあった154自治

体の収集率から、全国での収集率を内挿し56％の値を得ている。この結果、全国での廃

棄物収集サービスを受ける人口は1億3,000万人と推定している。 
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表２－２－15 収集率 

地域 
人口 

（百万人） 

収集人口 

（百万人） 

収集率 

（％） 

スマトラ 49.3 23.5 48 

ジャワ 137.2 80.8 59 

バリヌスラ 12.6 6.0 48 

カリマンタン 12.9 6.0 47 

スマパプア 20.8 14.2 68 

計 232.8 130.5 56 

出所：Indonesian Domestic Solid Waste Statistics Year 2008, 環境省 

 

3）ごみ量 

全国ベースの廃棄物発生量は、毎年実施されているアディプラ・プログラムの各市・

県からの報告のなかで示されているが、その算出は自治体独自のごみ量調査に基づくも

のではなく、インドネシア工業規格（SNI S04-1993-03）に全国平均の日発生原単位量（2.5

～3.0litter/capita/day）が規定されており、それぞれの人口を乗じて日発生量としている。

これをかさ比重 0.33t/m3 を用い重量ベース発生原単位量に換算すると、 825 ～

990g/capita/dayとなる。これは家庭系ごみと家庭系類似ごみを含む都市ごみの発生量とな

る。また、全国人口2億3,270万人を用い全国での日発生量を算定すると19万6,000～23万t/

日と推定される。このアディプラ・プログラムの市・県からのデータは、環境省本省部

局において、13のメトロポリタン市と13の大都市に集中してモニタリングを行っており、

環境白書（2007年）第9章に集計されている。 

一方、2007年の環境省アンケート調査の結果では、回答のあった154自治体の発生量か

ら地域別の発生量を内挿し、全国ベースでのごみ発生量を表2-2-16のように、10万5,500t/

日、3,850万t/年と推定している。1人当たりの日発生量でスマパプア地域が突出している

が理由は不明である。 

なお、表2-2-16は、各地域にメトロポリタンと大都市（26市・人口4,010万人）を含ん

でいるが、26都市分の発生量は3,850万t/年のうち1,410万t/年を占め、1人当たりの日発生

量も、963 g/人/日に跳ね上がる。 
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表２－２－16 発生量 

地 域 
人 口 

（百万人）

発生量 

百万t/年 t/日 g/人/日 

スマトラ 49.3 8.7 23,836 483 

ジャワ 137.2 21.2 58,082 423 

バリヌスラ 12.6 1.3 3,562 283 

カリマンタン 12.9 2.3 6,301 488 

スマパプア 20.8 5.0 13,699 659 

計 232.8 38.5 105,479 453 

26都市 40.1 14.1 38,630 963 

出所：Indonesian Domestic Solid Waste Statistics Year 2008, 環境省 

 

また、同アンケートでは、発生源別の発生量も取得している（表2-2-17）。それによる

と家庭系ごみが卓越している。 

 

表２－２－17 発生源内訳 

排出源 発生量（百万t/年） ％ 

家庭ごみ 16.7 43.4 

市場ごみ 7.7 20.0 

道路 3.5 9.1 

公共施設 3.4 8.8 

事務所 3.1 8.1 

工業 2.3 6.0 

その他 1.8 4.7 

計 38.5 100.0

出所：Indonesian Domestic Solid Waste Statistics Year 2008, 環境省 

 

4）ごみ質 

全国ベースでのごみ質については、3R及び廃棄物管理の基本になる重要データである

が、2001年の中央統計庁（BPS）が公表しているものが代表的に使われており、それ以降

の新しいものは見当たらない。この組成では図2-2-7にみられるとおり、有機系ごみの比

率が65％と高いのが特徴的で、コンポスト化が埋立処分量減量化に有効なことが歴然と

している。 
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出所：Indonesia Domestic Solid Waste Statistics Year 2008, 環境庁 

図２－２－７ 全国平均のごみ組成 

 

個別の地方政府でのプロジェクトのためには、それぞれごみ質を把握しており、調査

で接した都市でのごみ質を代表的な分類項目の有機系ごみ、紙、プラスチックその他で、

表2-2-18に取りまとめた。これらはいずれも、メトロポリタン市であり、有機系ごみの比

率は低くプラスチックの比率が高い傾向を示している。ただし、これらのごみ質は試料

の採取位置が不明なためいずれも参考のデータである。 

 

表２－２－18 ごみ質の例 

（単位：重量％） 

分類項目 ジャカルタ スラバヤ バンドン デンパサール 

有機ごみ 12.4 55.6 52.0 55.0

紙 16.8 15.5 10.1 
9.0

プラスチック 9.6 14.2 11.0 

その他 61.2 14.7 26.9 36.0

計 100.0 100.0 100.0 100.0

出所：ジャカルタ－JICA調査（雨期）、スラバヤ－北九州市コンポストプロジェクト 
注：バンドン－ITB調査、デンパサール－GALFAD-CDM PDDから類推 

 

（2）収集・運搬 

1）RT/RWによる一次収集 

都市部での家庭系ごみの収集では、RT/RW35が個別や共同のごみ箱から荷車（ハンドカ

ート）で一時集積所（TPS）まで運び、そのあとを市・県の清掃担当局（自治体により清

掃局、美化局などと呼ばれる）が自ら、あるいは民間会社への業務委託により、トラッ

                                                        
35 2-2-2（2）に述べたように、地方行政機構は県・市－郡－区で構成されるが、インドネシアには更に地域住民のコミュニテ

ィ組織としてRT/RWと呼ばれる組織が存在する。RT、RWはそれぞれ隣組、町内会としばしば訳され、いくつかのRTがRWを

構成する。 
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ク・コンテナ車で 終処分場に運ぶシステムが一般的である。RT/RWは正式な行政機関

ではなく、あくまで住民組織であるが、廃棄物管理の面では非常にうまく機能している

といえ、今後の3R活動における分別等の導入に際しても重要な役割を果たすものと考え

られる。また、商業地域、工業地域では排出量（スラバヤでは2.5m3/日未満の小口）によ

り、個別の収集が行われている地域もある。大口の排出者は、自己責任で 終処分場ま

で持ち込むことになる。 

 

2）一次集積所（TPS） 

家庭ごみや道路清掃ごみの集積場所で、舗装だけのものから、屋根の付いたハンガー

と呼ばれるものまでさまざまだが、都市部では6m3コンテナー（Roll-on Roll-off）が置か

れていることが多い。一般的には、TPSは複数RT/RWを集約した形で配置され、2007年環

境省アンケート調査によれば全国に5万カ所のTPSが存在すると推定されている。 

 

3）運 搬 

TPSからの運搬は、アームロールトラック（主として6m3、8m3、10m3の3種類）、ダン

プトラック（主として6m3、8m3、10m3の3種類）、コンパクター車（主として6m3、8m3、

10m3の3種類）、通常ピックアップトラック（主として2m3、6m3、8m3の3種類）、が使用さ

れている。コンパクター車は台数ベースで全体の2％強でまだ数は多くない。 

また、輸送距離が25kmを越える場合には大型コンテナトラックへの積み替えを考慮し

た中継施設の設置が検討される。 

 

（3）中間処理 

1）焼却施設 

中間施設としては、従来コンポスト施設と焼却施設が考えられてきた。焼却施設はス

ラバヤに200t/日の処理能力をもつ施設が1990年代に建設されたのが始まりとされるが、

一般の都市ごみは組成上、有機系の生ごみの多いことからも想像できるように発熱量は

低く焼却処理は普及していない。スラバヤの焼却施設も現在は使用されていない。2007

年環境省アンケート調査によれば全国に焼却施設が、アンケートに回答した154自治体で

64基稼働していると報告されている。ただ、処理量に占める割合は0.1％にすぎないこと

から小型のものと考えられる。 

 

2）コンポスト施設 

これまでも、コンポスト施設は建設されてきたが、新廃棄物管理法に、End of Pipeアプ

ローチからの脱却として廃棄物の改質処理（processing）が謳われたことにより処分場で

のコンポスト施設併設が進んでいる。 

東ジャワ・バツー市のオープンダンピング処分場の閉鎖に伴う新既処分場建設の現場

を訪問することができたが（図2-2-8）、搬入されてきたごみはまず手選別で有機系ごみ、

プラスチック等の有価物、その他残渣に分別され、有機系ごみはシュレッダーにかけら

れコンポスト化発酵のためのため山積み（windrow）され、20日程度かけ熟成される。処

分場へは残渣のみが搬入され大きな埋立量の減量効果が達成されていた。なお、調査時
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点では収集された廃棄物の全量が搬入されてはおらず、今後搬入量が増えればコンポス

ト処理ができず直接埋め立てられるものが出てくることが予測される。 

また、処分場運営の一環として搬入ごみの選別を行っており、作業員は市の清掃担当

局の雇用者である。いわゆるスカベンジャーの処分場内への立ち入りを禁止しているこ

とは特筆すべきことである。 

インドネシアでのコンポスト施設はだいたい同じ形式であまり大きな施設はない。今

後減量効果を確保する意味でも、施設の大規模化、発生源分別による、施設での手選別

の省略が課題となるものと考えられる。 

2007年環境省アンケート調査によれば全国にコンポスト施設が、アンケートに回答し

た154自治体で243基稼働していると報告されている。全体処理量に占める割合は3％に達

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－８ バツー新処分場に併設されたコンポスト施設 

 

（4）埋立処分 

1）埋立処分量の推移 

次の2つのグラフは2001年から2008年に至る過程での廃棄物の処理方法の変化である。

野焼き、河川への不法投棄から、環境汚染の問題を抱えながらも、処分場への持ち込み

へと一段階改善されたことが明確に示されている。 

 

 

 

 

 

図２－２－９ 2001年 廃棄物処分方法 
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図２－２－10 2007年廃棄物処分方法 

 

2）オープンダンピング 

インドネシアの 終処分場は大都市圏のごく一部の処分場を除き、浸出水の処理もな

い、覆土もしないオープンダンピングシステムによるものである。新法により、これら

のすべてを改修もしくは安全閉鎖しなければならない。これらの処分場は深刻な環境汚

染・人身事故を引き起こしており、喫緊の課題である。 

オープンダンピングシステムの改善を実施するうえでまず必要なことは、許容される

次の段階のコントロールドダンピングシステム、 終目標とする衛生埋立の技術的な定

義づけである。今回調査では明確な指針を確認できていない。当面の指針として次の項

目を挙げておく（JICA専門家石井明夫氏報告書）。 

＜衛生埋立＞ 

・ 毎日覆土を実施する。 

・ 浸出水を集水し、排出基準を遵守できる水処理を行う。 

＜コントロールドダンピングシステム＞ 

・ 柵を作り埋立地の境界をつくる。 

・ 重機による転圧を行い、覆土を行う。 

 

3）水処理 

終処分場での浸出水の処理方法は、バイオフィルター、エアレーション・ラグーン、

オキシデーション・ポンド、リサーキュレーションなどが使われている。 

以下に示す水処理システムは、公共事業省の主導による東ジャワの5カ所の 終処分場

新規建設・改修プロジェクトで採用されている通性池（Facultative Pond）方式によるもの

で、小/中規模埋立処分場の標準的なシステムとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－11 バツー処分場水処理フロー 
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図２－２－12 バツー処分場水処理施設 

 

4）広域・複合処分場 

経済成長に伴う都市開発の著しい進展により、都市部での新規 終処分場の立地は大

変困難となっている。このためいくつかの近隣する都市を含めた広域の処分場整備が新

法での明確な規定に沿って実施に移されている。事業は、公共事業省・州政府の指導の

下、参加する市・県が構成する事業実施組織、CDMを含む投資・運営民間企業の積極的

な参入を求める形で進められている。 

これらの新しい処分場整備では、廃棄物処理の複合化の政策の下で、前処理としての

コンポスト施設、有機系ごみからのメタンガス発酵・回収、可燃ごみのガス化施設とい

ったプロジェクトが含まれており、周辺環境の確保、埋立処分量の減少とともに、民間

資金の導入・CDMからの収益といった財政的な改善効果が期待されている。 

公共事業省の主導で現在進行中の広域処分場開発地点は次の5カ所である（広域処分の

中心的役割を果たす都市名及び広域処分場予定地名）。 

・ ジャカルタ/ブカシ 

・ マカッサル/パタラサン 

・ バンドン/ルイガジャ 

・ デンパサール/スオン 

・ スラバヤ/ケダメアン 

 

5）CDM/活動プログラム（POA）の都市廃棄物管理への適用 

地球温暖化対策の一環として、途上国での温暖化ガス削減を先進国が自国での排出権

として買い取るという仕組み（CDM）を利用し、廃棄物処理に組み入れることがインド

ネシアでも盛んに行われている。都市廃棄物に多量に含まれる、有機系のごみが処分場

で分解する過程で発生するメタンガスは温室効果が大きく、その削減は非常に有効であ

り、実施に移されているCDMのプロジェクトでは以下のようなものがある。 

 

＜埋立地から発生するメタンガスの回収・発電＞ 

・ モデル都市パレンバン・スカジャヤ 終処分場（メタンガス回収・燃焼処理） 

・ ジャカルタ・ブカシ 終処分場（メタンガス回収・再生可能エネルギー発電） 
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＜有機系ごみ分解促進・メタンガス発電＞ 

・ デンパサール・スオン 終処分場（ダイジェスター＋発電） 

 

また、今後の可能性として、活動プログラム（POA）、すなわち「地方/地域/国内での

政策・基準はCDMプロジェクトとはみなせないが、活動プログラムの下での複数のプロ

ジェクト活動は、単一のCDMプロジェクト活動として登録が可能である」という

COP/MOP1の決定に基づく、小規模であるが集合的な活動による温暖化ガス削減プロジェ

クトが可能となっており、廃棄物管理へ適用が検討されることになる。 

 

  （5）廃棄物管理の課題 

このように廃棄物管理にかかわる現地調査を行ったうえで、次のような課題があると考

えられる。 

 

1）市・県政府の廃棄物管理の能力向上 

実際の市・県による日常の清掃・ごみ処理事業は、身近な生活環境の衛生維持という

点においてはうまくいっているといえるが、廃棄物管理法のめざす廃棄物管理を実施し

ていくためには、市・県の廃棄物管理の組織及び・職員の能力向上が必要である。また、

そのための中央政府の技術的・財政的支援も欠かせない。能力向上の分野は以下のとお

りとなる。 

 

① 基本計画の策定 

ごみを集めて捨てる従来の方式から、ごみを減らし、使えるものは使い 小限のも

のを適正処理する方式へのパラダイムの転換が求められており、市・県は現状を踏ま

え廃棄物管理の基本計画を策定する必要があるため、現在の日常業務の遂行能力に加

えて現状把握の調査、計画策定分野での能力向上が求められる。 

② 廃棄物管理法への対応 

現在も各地方政府は清掃事業に関する条例をもち、事業を実施しているが、新廃棄

物管理法に準拠するためには、条例の大幅な改訂・追加が必要となる。 

③ 量的管理 

そもそも廃棄物という量的に把握することが難しい特性をもつものを扱っているこ

ともあり、どの市・県でも量的な管理が行われていないのが実情である。対象とする

廃棄物の特性（ごみ量・ごみ質）及び取扱量の把握は業務の効率的な運営及び将来計

画の策定には必須の条件である。（5）3）に述べる全国での廃棄物管理情報管理制度の

構築のためにも、現場での能力の確立が求められる。 

 

2） 終処分場の改善 

現在使用されている 終処分場はごく一部を除きオープンダンピングシステムであり

その改善・閉鎖は喫緊の課題であるが、その数は全国で膨大（各市・県に1つとしても481

カ所）であり、実現可能な方策を考える必要がある。 
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① コントロールドダンピングシステムと判定されるための基準 

市・県は法律に基づき、現在使用中あるいは、放置しているオープンダンピング処

分場を安全に閉鎖あるいはコントロールドダンピング処分場に改修することになるが、

コントロールドダンピングシステムと判定されるための基準を中央政府は明確にする

必要がある。またその基準は、当該処分場の状況に合わせ、技術的、財政的に現実的

で実行可能なものとすることが重要である。 

② 改善・改修・閉鎖のための技術指針の策定 

市・県における、実際の既存処分場の改善・改修・閉鎖のために、中央政府機関は、

処分場の状況、すなわち処分場の大きさ、使用期間、埋立廃棄物の量・質、地形・地

質・立地条件、環境条件等に合わせた危険度の評価、採用すべき工法等を含む技術指

針/ガイドラインの策定が必要である 

 

3）廃棄物管理情報管理制度の構築 

廃棄物管理情報・データは、個別の市・県でプロジェクトごとに、散発的に調査・集

計されているのが実情で、全国的に統一された形での廃棄物管理情報管理制度は存在し

ない。中央政府機関における廃棄物管理政策の立案には信頼できる廃棄物管理情報・デ

ータの把握は欠かせず、市・県で取得するべきデータの内容、集計方法、中央機関での

集計システムを含めた、制度の構築が必要である。 

 

4）行政の3Rに関する積極的取り組み 

本項目については項を改めて詳細に報告する。 

 

 ２－２－４ 3Rの状況 

  （1）3R活動の概要 

調査した範囲において、現在インドネシアの3R活動の全体を俯瞰するのに十分な情報は

整備されていない。後述の公共事業省によるコミュニティ主体の3Rに関するガイドブック

には「ごみの減量は3％以下しかなされていない」との記述があるが、その算出根拠は明ら

かではない。そうしたなかで、2007年に環境省がJICA専門家の指導の下で実施した廃棄物

統計調査は唯一、リサイクルの総体を把握するよりどころといえる。その調査の結果を概

説する。 

まず、自治体主導による（ウェイストピッカーなどのインフォーマルな形でない）リサ

イクル活動の実施状況は表2-2-19のとおりであった（回答自治体数：137）。 
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表２－２－19 自治体主導によるリサイクル活動の実施状況 

回 答  割 合 

リサイクルをしている 57％ 

発生源において 44％ 

一時集積所（TPS）において 26％ 

終処分場（TPA）において 29％ 

リサイクルしていない 43％ 

出所：Indonesian Domestic Solid Waste Statistics Year 2008, 環境省 

 

自治体主導のリサイクルを実施しているとの回答が6割近くとなっている。これは高い割

合と考えられるが、活動自体の規模は問わないことや、後述するように既に公共事業省に

よる3Rパイロットプロジェクトが2007年より全国的に行われ自治体も参画していることな

どから、何らかの形で行政によるリサイクルの取り組みが各地で行われてきていることを

示唆している。 

次に、そのような行政主導によりリサイクルされる廃棄物の割合（体積比％）は、次の

ような結果（斜体字）である。 

 

表２－２－20 行政主導によりリサイクルされる廃棄物の割合と量 

 発生源 TPS TPA 備考 

有機ごみ（％） 0.59 0.50 0.85  

金属（％） 0.06 0.05 0.03  

紙（％） 0.16 0.09 0.06  

ガラス（％） 0.13 0.12 0.03  

PETボトル（％） 0.82 0.82 0.19  

プラスチック（％） 0.50 0.42 0.36  

その他（％） 0.004 0.01 0.08  

合計（％） 2.26 2.01 1.60 A 

廃棄物総量（百万m3/年） 116.7 34.8 43.9 B 

リサイクル総量（百万m3/年） 2.63 0.70 0.70 C＝A*B 

出所：斜字体部分は、Indonesian Domestic Solid Waste Statistics Year 2008, 環境省 

 

データによってはごく一部の自治体からの回答にとどまるため、このデータを用いて全

国のリサイクル量を算定するのはあくまで概算に過ぎないが、同統計調査のデータやそこ

で利用されているごみの比重を用いて廃棄物発生総量、TPSでのごみ受入量、 終処分量の

データを引用し（行B）、それぞれリサイクル量の割合を乗じてみる（行C）と、リサイクル

量は合計約400万m3/年となる。リサイクルごみにはポリエチレン・テレフタラート

（Polyethylene Terephthalate：PET）ボトルやプラスチックの体積比が大きいため比重を0.2
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とすると、リサイクル量は重量比で総発生量（3,850万t/年）の2.1％となる。 

加えて、リサイクルはインフォーマルセクターによっても活発に行われ、さらに商業施

設や公共施設などで同種の資源ごみがまとまって発生する排出源では自主的なリサイクル

（資源ごみの売却）が行われているものと推測されるが、これらに関しては国全体の状況

を示すデータが存在しない。 

リサイクラーは資源ごみに何らかの加工を施す業者（プラスチックごみのペレット化な

ど）、バイヤーとは資源ごみの加工はほとんどせず、洗浄・圧縮・梱包程度のみを行ってウ

ェイストピッカーとリサイクラーとの仲立ちをする業者を指す。ウェイストピッカーとリ

サイクラーとの間には、二重、三重のバイヤーが介在する場合もあるし、発生源からバイ

ヤーやリサイクラーへ直接資源ごみが流れる場合もある。また資源ごみの加工・輸出・製

造を複数こなす業者もいる。 

当調査団が訪問したブカシ市のプラスチックリサイクル業者を例に挙げると、同社はPET

ボトルのフレーク化とその販売（多くは中国へ輸出）、並びに高密度ポリエチレン（High 

Density Polyethylene：HDPE）や低密度ポリエチレン（Low Density Polyethylene：LDPE）な

どのペレット化とその販売・加工を行っている。ウェイストピッカーから各種の資源ごみ

を買い取っているバイヤーのデポから、プラスチック材料を購入している。このようなデ

ポは、ブカシ市には30カ所以上あるとのことである。ちょうど訪問した折に、デポからPET

ボトルを満載したトラックが到着したが、買取価格は3,600ルピア/kgであった。また、PET

フレークの輸出先から、同社のフレークの品質は概して良いが、全般的にはインドネシア

からのフレークの品質はあまり評判が良くないとのことである。 

 

  （2）輸出入からみた資源ごみの状況 

資源ごみの輸出入データから国内の3Rの状況をうかがい知ることができる。輸出入デー

タは関税統計から関連するHS（Harmonized Commodity Description and Coding System：商品

の名称及び分類についての統一システム）コードのデータを参照して入手することができ

るが、ここでは既に関連データが集約された既存調査の資料36からデータを抽出した。 

その結果、古紙、古鉄、廃ガラス、廃プラスチックの輸入量の輸出量に対する割合（輸

入量/輸出量）を2000年から2004年についてまとめると、図2-2-13のとおりである。 

                                                        
36 アジアにおける資源循環型社会の構築に向けた技術協力のあり方（プロジェクト研究） 終報告書、2006（平成18）年3月、

JICA/エックス都市研究所 
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図２－２－13 古紙、古鉄、廃ガラス、廃プラスチックの輸出に対する輸入の割合 

 

これより、古紙と古鉄は大幅な輸入超過となっており、国内における古紙と古鉄の回収

を積極的に推進し得ると考えられる。一方、廃プラスチックは、輸入よりも輸出が超過し

ており、国内における廃プラスチックの受け皿が十分に備わっていないことが示唆される。

廃プラスチックの輸出先は中国向けが大半を占めており、中国の旺盛な廃プラスチック需

要には縮小傾向はみられないものの、中国国内の廃プラスチック回収量が伸びていること、

高品質な廃プラスチックへ需要がシフトしてきていることなど37から楽観するべきではな

く、国内での廃プラスチック需要の拡大、あるいは輸出用廃プラスチックの徹底分別や加

工による高品質化などを検討していく必要があると考えられる。 

廃ガラスについては、図2-2-14には表されていないが2005年は大きく輸入超過となってお

り、輸入と輸入のバランスに一定の傾向がみられないため、輸出入データからリサイクル

の動向を考察するのは困難である。 

 

  （3）3R推進の取り組み 

1）環境省による取り組み 

環境省では2007年ごろから、3Rの推進に向けた以下のような具体的取り組みが始まっ

た。 

① 3都市における3R促進プログラム 

② 各種啓発用冊子の作成・配布。内容はごみの分別促進、ホームコンポストの方法、

都市規模の3R実施ガイドラインなどで、想定利用者は自治体や一般市民であり、全

                                                        
37 『中国のプラスチックリサイクルの動向』東京廃棄物事業協同組合、2009（平成21）年4月 

 （http://www.touhaikyo.or.jp/touhaikyou/91.doc）及び 

 『中国におけるプラスチックリサイクルの現状』孫 自強（プラスチック処理促進協会2009年2月講演 

 （http://www.pwmi.or.jp/public/news200903.html） 
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国自治体に配布されている。 

③ 3R促進のためのテレビ広告、大学や民間企業とのキャンペーン、レジ袋を使用しな

い「ごみの日」の設定など。 

④ EPRの制度化に向けた意識啓発 

⑤ 特別分配金（DAK）による機材調達補助金 

 

上記①、④、及び⑤について更に説明する。 

①は、2007年にJomgang（東ジャワ州）、Magelang（中央ジャワ州）、Singaparna（西ジャ

ワ州）の3市において3年計画で実施されたプログラムである。 

計画された3Rシステムはいずれの都市も、処理規模36m3/日のリサイクル施設を3つず

つ整備し、そこでコンベアを使った手作業による分別を行い、資源ごみは売却、有機ご

みはコンポスト化、残渣は 終処分する、というものである。3都市はアディプラで環境

意識が比較的高かったこと、都市が小規模～中規模程度であったことから選ばれた。資

金源としては、ハードの調達及び住民や行政の担当職員への啓発と教育、データの取得

と整理など初期の投入を環境省が負担し、その後の運転・維持管理は市が負担すること

となっている。 

実施期間中に廃棄物管理法が施行したことは、プロジェクト推進に追い風となり、環

境白書（2007）によれば、分別の対象となったごみは1年目は20％、2年目は30％、3年目

は50％に達したという。しかし環境省へのヒアリングによれば、関係者の実施能力や管

理者層の意識の不足が実施を困難にさせており、活動を定着させるには少なくとも5年程

度の時間をかけて関係者の動機づけと能力向上を図り、活動の持続性を高めていく必要

があるとのコメントであった。3都市のうち、Jombangでは比較的良好に活動が継続して

いるが、他の2市では問題を来しているという。環境省はDAKによる資金や助言により支

援を続けている（DAKについては後述）。 

この環境省による3都市の3Rプロジェクトは、プロジェクト前の都市全体のごみフロー

を捉えたうえで（図2-2-14）、3Rを踏まえた都市全体の新しいごみフローを計画し（図

2-2-15）、その実現をめざしているところに特徴がある。この意味で、個別のコミュニテ

ィに焦点を当てた他の活動とは、一線を画す。しかし同時に、都市全体での3R実現をめ

ざすあまり、発生源分別は行わないなど3Rにおいて市民が果たし得る役割を十分に活用

していない側面もある。また、この3都市での経験をベースに、環境省はCity-scale 3R 

Implementation Bookを作成している。 
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図２－２－14 環境省3Rプロジェクトで作成されたプロジェクト前のごみフロー（Jombang市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－15 環境省3Rプロジェクトで計画されたごみフロー（Jombang市） 

 

次に、上記④のEPRに関しては、廃棄物管理法にEPRの概念が言及されたことに伴い、

2008年9月にはEPRに関する情報普及のための会合が環境大臣自ら出席して開かれるなど、

工業省や通商省などの省庁あるいは民間企業との対話と意識啓発が図られている。廃棄

物管理法が求めているEPRの内容は、次のようなものである。 

・ 製造者は、廃棄物の削減や管理方法に関する情報を、その製品や包装に記載する（ラ

ベリングあるいはシンボルの表示）。 
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・ 製造者は、その製品や包装が分解できないあるいは分解しにくいものである場合、

その廃棄物の管理責任を負う。 

 

環境省からのヒアリングによれば、大手民間企業は外資系であることから既にEPRの考

え方を理解しており、法のめざすところも基本的に受け入れられている様子であるが、

むしろ他省庁での理解や問題意識が不足しているとのことである。法の内容は上記のと

おりまだ概念的で制度化のための各論を今後協議していく必要があり、その過程におい

てこれら関係者との合意形成が重要である。 

後に、⑤の特別分配金（DAK）は、従来環境省では環境保全を目的として水質検査

機材の調達などにDAKを出してきたが、2007年からは破砕機やコンポスターなども使途

として認められるようになった。1件のDAKの金額は500万～20億ルピア程度（50万～200

万円）である。 

 

2）公共事業省（PU） 

公共事業省は既に述べた省令21号（2006年）において3Rの推進を明確に打ち出し、2007

年より3Rのパイロット事業を全国展開している。 

1つのパイロット事業は1つのコミュニティ（廃棄物発生量15m3/日程度の地域）を対象

とし、公共事業省は機材など初期費用を支援して、以降は住民協力が得られるよう啓発

活動や組織化を促進して自立した3R活動となるようにモニタリングしつつ、コミュニテ

ィの自立性と自治体によるコミュニティへの支援を期待していくことになる。具体的な

3Rの方法や対象廃棄物は、事業ごとにコミュニティと計画していくため異なるが、家庭

でのコンポスト化や資源ごみのコミュニティ単位での回収などであり、事業内容に応じ

て分別保管用の建屋（TPSTと呼ばれる200～500m2程度の屋根と柱だけの建物）の建設、

シュレッダー、コンポスター［後述の高倉式コンポスター（Takakura Home Method：THM）

含む］、モーターカートやハンドカートなどが、公共事業省と県・市とのコストシェアリ

ングにより調達される。事業運営のために、多くの場合KSMと呼ばれる無償ボランティ

アグループが住民により組織され、KSMが家庭からのごみ収集料金の徴収やコンポスト

製品の販売、財務管理を行う。TPSTを建設してコンポスト化をするようなプロジェクト

では、生ごみの分別は発生源ではなく、KSMが雇用する作業員によりTPSTで行われるこ

とが多いようである。 

2007年の事業対象は、25州に及ぶ44カ所であった。その選定には、各州が自治体から

提案書を募り、選ばれた自治体において実施意欲や環境意識の高さなどからコミュニテ

ィを選定するとの手順が採られた。次いで2008年には87カ所が対象となり、2009年には

今般の詳細計画調査実施時においては州によってまだ具体的な地域選定などの段階であ

ったが90程度が対象となるとのことである。 

公共事業省は各地の活動状況をモニタリングするために、2007年末及び2008年末にそ

れぞれ評価調査をコンサルタントに委託している。そのレポート38及び今般調査による公

共事業省からのヒアリングによれば、当プログラムは以下のような状況である。 

                                                        
38 Technical Management Consultant Integrated Garbage Management（3R）PSDP-03-K-2007及びPSDP-05–K-20 
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・ 2007年に始まった44カ所は、約半数はよく運営が続けられているが、2割は存続が

危ぶまれており、3割は活動が停止してしまっている。なお、2008年に活動を開始

した箇所については、2008年末の調査では運営がようやく開始する段階であり、

その後の運営状況に関する情報は得られていない。 

・ 立地選定や物理的投入を急ぎ、住民に対する啓発活動に時間・予算を十分充てる

ことができていないケースが散見される。 

・ 地域に根ざしたNGO/コミュニティ組織（Community-based Organization：CBO）の

活動が、コミュニティの3R活動の促進に重要な役割を果たしている。 

 

また公共事業省は、この3Rパイロット事業の実施と平行して次の4分冊から成るコミュ

ニティ主体の3Rに関するガイドブックを作成している。 

① General Guidelines for Community Based 3R in Residential Area 

省令21号（2006年）の減量目標（20％）に向けたコミュニティ主体の 3Rの意義、

各種言葉の定義、コミュニティ主体の3Rの形式と概要、実施までのプロセスなど 

② Guidelines for Planning of Community Based 3R in Residential Area 

対象サイトの選定手順、コンサルタント選定、運営計画の作成、地域内の組織化など 

③ Guidelines for Implementation of Community Based 3R In Residential Area 

上記②で計画した内容の実施方法 

④ Guidelines for Monitoring and Evaluation of Community Based Integrated Management 

of 3R Waste in the Residential Area 

実施中のモニタリングと評価の方法 

 

  （4）その他 

2省によるパイロット事業以外で3Rを推進している取り組みは、他の資料39にまとめられ

ているが、そのなかで当調査団も視察したスラバヤ市Jambangan町の事例を紹介する。 

Jambangan町（Kelurahan）には27のRTがあるが、訪問したのはRW01のRT02で、約60世帯、

人口約150人とのことである。ここにはユニリーバ社が主として提供した5世帯用のコンポ

スターが10台ほど、道路脇に設置されており、共同使用されている。1世帯から1日約1kgの

生ごみが発生し、8～10カ月後に50kgほどのコンポストが生成されるとのことである。これ

とは別に、高倉式コンポスター（Takakura Home Method：THM）をもつ家庭もある。 

家庭でのごみ処理・リサイクル活動の推進には、婦人会（Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga：PKK）40が重要な役割を担っている。また町内には130名、このRTには15名の環境

リーダーがおり、コンポスト化に係る推進・助言など、町内の美化のための幅広い活動を

行っている。残渣ごみの一次収集も環境リーダーが行っており、各家庭月額7,500ルピアを

一次収集に支払っている。 

                                                        
39 インドネシア『地域環境活動好事例集』、JBIC；Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan Di Berbagai Wilayah Indonesia（Best 

Practices of Solid Waste Management in Indonesia）, 公共事業省；Final Report：Research on Past 3R（Reduce, Reuse, Recycle）

-Related Activities and Modules in Indonesia, IGESなど 
40 インドネシアのPKKは内務省の監督下にある女性たちの生活改善運動組織であり、活動はボランティアであるが、大統領夫

人を筆頭に村長婦人まで行政の要職者と並行したピラミッド構造をもつ。 
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その他の資源ごみは、RTが各家庭に分別用の袋を配布しており、RT内のある家庭に集め

られる。その後、その家庭において洗浄・仕分けされ、取引のあるバイヤーに買い取って

もらう。PKKでは更に、シャンプーや洗剤などのプラスチック袋を使って作った手工芸を

販売している。 

このような活動が、Kelurahanの他のRTにも広まっており、Kelurahanのごみ排出量は半減

したとのことである。 

 

  （5）3Rに係る課題 

このような3Rの活動を概観したうえでみられる課題は、以下のように指摘できる。 

 

1）さまざまな活動が多数箇所でスポット的に行われている。 

3R活動が全国いろいろなところで活発に行われ、成功事例も多く見出されることは事

実であるが、活動範囲はスポットにとどまり、ひいては量的効果が限定的である。 

 

2）発生源分別があまり行われていない。 

インドネシアでは廃棄物の組成の60％から、多い場合には80％が生ごみであることか

ら、生ごみのコンポスト化が重要と考えられており、コンポスト化を伴う活動が多い。

しかし、生ごみとそれ以外との分別が発生源で行われている例は多くはない。環境省も

公共事業省も、発生源分別の重要性については自覚していても、その実施はすべての排

出者の生活習慣の変化を求める必要があることから時間がかかり困難が予想されるため、

避けて通っているのが実態である。 

しかし、廃棄物管理法ではすべての者にごみの分別が義務づけられている。また、コ

ンポスト化する場合には、現地ヒアリングでの情報41からも、発生源分別した方が高品質

で高く販売できるものが生成できる。こうしたことから、発生源分別の導入・普及を図

っていく必要がある。 

 

3）コミュニティのキャパシティに依存している。 

コミュニティ内の問題意識や活動力に依存している。環境省や公共事業省による3R推

進事業では、行政が初期投資を担いハードとソフトの両面において事業の立ち上がりを

支援し、その後は自治体がコミュニティを支援していくことが想定されているが、現実

には自治体の関与は十分ではなく、事業の存続・拡大はコミュニティのキャパシティし

だいとなっている。 

家庭コンポストは然り、発生源分別をしていない3R事業での混合ごみの分別・コンポ

スト化はとりわけ、コミュニティに大きな新たな負担を課しており、長期的な継続も広

                                                        
41 混合排出後に分別してコンポスト化した場合のコンポスト販売価格： 

 200ルピア/kg（環境省の3都市パイロットプロジェクトでのコストベネフィット分析での値） 

 375ルピア/kg（Sidoarjo県Genti村での公共事業省による3Rプロジェクト） 

発生源分別して、あるいは有機ごみだけを受け入れてコンポスト化した場合のコンポスト販売価格 

 1,700ルピア/kg［スラバヤ市コンポストセンター（ただし実際には販売していない）］ 

 1,000～1,500ルピア/kg（スラバヤ市NGOのPUSDAKOTA製造のコンポスト） 
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範囲への展開も期待することが難しい。 

 

4）廃棄物管理の制度として確立していない 

各地の3R活動をCommunity-based 3Rと呼んでいるように、コミュニティ単位の活動で

あり、従来からの廃棄物管理行政に特定のコミュニティでの活動が追加的に行われてい

る状況にある。活動に対する行政からの支援はあるものの、廃棄物管理行政に内包され

ているとは言い難い。環境省による3都市の3Rプロジェクトも、狙いは都市における廃棄

物行政の転換であるが、まだその域には至っていない。スラバヤ市の例をみる限り、市

によるごみ処理料金の徴収は従来どおり課されている点も見過ごせない。このことはす

なわち、面的な広がりをもった制度としての3R、社会システムとしての3Rの導入は意図

されていない。 

この点についての問題意識は環境省・公共事業省ともにもっており、3Rを単に既存の

廃棄物管理システムに上乗せするのではなく、3Rを主軸とした廃棄物管理への転換を理

念として、都市規模で3Rが展開されることを本プロジェクトに期待している。 

 

２－３ スラバヤ市・パレンバン市における廃棄物管理・3Rの状況 

２－３－１ スラバヤ市での状況 

  （1）廃棄物管理組織及び財政 

1）地方政府組織 

スラバヤ市を州都とする東ジャワ州（Provinsi Jawa Timur）には、スラバヤ市を含む9

つの市と28の県がある。県と市は都市部であるかないかだけの違いで、行政区分上の上

下関係はないことは既に述べたとおりである。 

州都スラバヤ市は面積（市域）326Km2、人口は約280万人（2009年）である。スラバヤ

市には中央区（Surabaya Pusat）、東区（Surabaya Timur）、西区（Surabaya Barat）、北区

（Surabaya Utala）及び南区（Surabaya Selatan）の5つの区（wilayah）に分かれており、31

の郡（kecamatan）及び163の町（Kelurahan）から成る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：http：//id.wiki.detik.com 

図２－３－１ 東ジャワ州とスラバヤ市位置図 
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スラバヤ市の組織図を図2-3-2に示す。スラバヤ市は、官房、市議会事務局、複数の事

業局及び技術機関等で構成されている。事業局（Dinas Daerah）は、自治事務及び中央政

府や州政府から委任を受ける補佐事務を実施する組織であり、住民等に対するごみ処理

サービスを担当している清掃・公園局（Dinas Kebrusihan dan Pertamanan）も市の事業局の

ひとつである。また、技術機関（Lembaga Teknis Daerah）は、地方政府の特定の政策立案

と、地方政府の政策運営を補佐する機関とされており、環境局（Badan Lingkungan Hidup）42

は市の技術機関のひとつである。環境局は、市の環境保全全般にわたる責任と権限を有

しており、廃棄物に関しては廃棄物管理に関するキャンペーンを通じて3Rやごみ処理問

題に対する市民の意識向上を図っている。また、スラバヤ市開発企画局（Badan Perencanaan 

Pembangunan：BAPPEKO）は、スラバヤ市の開発計画［地方長期開発計画（RPJPD）、地

方中期開発計画（RPJMD）等］及び地方予算の編成を担当している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：スラバヤ市 

図２－３－２ スラバヤ市の組織図 

 

2）スラバヤ市清掃・公園局の組織 

スラバヤ市清掃・公園局（Dinas Kebrusihan dan Pertamanan：DKP）は前述のとおり、市

の事業局の一部門として、スラバヤ市全域のごみ処理及び衛生サービス等について、以

下の役割を担っている。 

                                                        
42 清掃・公園局は原文では、Dinas Kebrusihan dan Pertamanan、これに対し、環境局及び開発企画局は、Badan Lingkungan Hidup

及びBadan Perencanaan Pembangunanであるが、本報告書では、DinasもBadanも局と称す。 
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（福祉・民生担当）

市議会事務局

技官

区

技術局 風紀取締隊 郡事業局

1公共事業・道路・排水局
2住宅・空間計画局
3保健局
4教育局
5清掃・公園局
6消防局
7住民登録局
8情報通信局
9農業局
10交通局
11通商産業局
12労働局
13財政・歳入管理局
14文化・観光局
15社会局
16零細中小企業局
17青年・スポーツ局
18土地・建物管理局

1環境局
2市民団結・政治・社会保障局
3コミュニティ強化・家族計画局
4サービス・資本投資調整局
5人事・研修局
6公文書・図書館局
7モハマドスワンディ市立病院
8食糧局
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・ 所管分野の政策立案 

・ ごみ処理サービスに関する事務等の実施 

・ 所管分野の管理及び運営 

 

清掃・公園局の組織は図2-3-3に示すとおりである。図の示すとおり、清掃・公園局は、

特定の行政領域を担当する地方技術実行ユニット（Unit Pelakasana Teknis Daerah：UPTD）

を設置しており、ブノオ 終処分場は4つのUPTDのうちの1つが運営にあたっている。清

掃・公園局の職員数は813名で、その事業部署別内訳は、表2-3-1に記載するとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：スラバヤ市清掃・公園局 

図２－３－３ スラバヤ市清掃・公園局の組織図 

 

清掃・公園局長

官房

副部長
（人事担当）

副部長
（財務担当）

施設・インフラ整備部清掃オペレーション部

道路・公園清掃課

廃棄物運搬・活用課

装飾課

造園課

公道・景観部

街灯課

特別職

技術実行ユニット
（ブノオ最終処分場）

技術実行ユニット
（公園）

技術実行ユニット
（汚泥処理）

技術実行ユニット
（墓地）

施設・インフラ
維持管理課

施設・インフラ整備課



 

－60－ 

表２－３-１ スラバヤ市清掃・公園局の職員数 

部 署 人 数 

官房 51 

清掃オペレーション 448 

施設・インフラ整備 20 

公道・景観 119 

技術実行ユニット（墓地） 104 

技術実行ユニット（汚泥処理） 23 

技術実行ユニット（公園） 10 

技術実行ユニット（ブオノ 終処分場） 38 

合計 813 

出所：スラバヤ市清掃・公園局 

 

3）スラバヤ市の清掃条例 

スラバヤ市の廃棄物管理に関する市の条例は、「廃棄物及び清掃に係る利用者負担管理

に関する市条例2000年第4号」（City Regulation of Surabaya City No. 4 Year 2000 concerning 

Waste/Cleaning Retribution Management）である。また、清掃部門設置に関する条例には、

Decision by Surabaya City No. 57 Year 2001 concerning Details of tasks and function of 

Cleansing Department of Surabaya City がある。3Rや拡大製造者責任（EPR）に関する条例

は今のところなく、中央政府による関係省令を受けて市条例を改定する必要がある。 

前記「廃棄物及び清掃に係る利用者負担管理に関する市条例2000年第4号」は、全30条

から構成されているが、その大半は、利用者負担金（ごみ処理、衛生サービス料金）に

関する規定などで、清掃サービスや 終処分に関する条項は、わずかに第20条～24条に

みられるのみである。 

また、同条例の付属書の「排出施設別ごみ処理、衛生サービス料金表（タリフ）」は、

以下表2-3-2に示すとおりである。それによれば、非商業施設（一般住宅）に適用してい

る料金のなかで、主要幹線道路等比較的経済価値の高い道路沿いの住宅に適用されてい

る料金（A1：このカテゴリーでは 高額）でも、月1万2,000ルピア（日本円で約115円）43、

標準的な住宅で月に3,000ルピア～7,250ルピア程度（約30円～70円）と、総じて低料金と

なっている。このため、清掃当局としては、今後、料金徴収率の向上を図るとともに、

料金体系の改訂（値上げ）を含む抜本的な改善が必要であると認識している。 

 

                                                        
43 1円=Rp104で計算した値 
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表２－３－２ 排出施設別ごみ収集料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：スラバヤ市条例第4号（2000年） 

 

4）スラバヤ市の清掃事業財政 

表2-3-3は、2007年度と2008年度のスラバヤ市の地方歳入44の総額及び環境セクターへの

配分額（予算ベース）である。過去2年間の歳入総額は、2007年度が2兆5,000億ルピア（約

234億円）45、2008年度が2兆7,000億ルピア（266億円）であった。これに対し、環境セクタ

ーへの配分額は、2007年度が2,400億ルピア（23億円）、2008年度が2,200億ルピア（21億

円）で、歳入総額に占める割合は、8、9％である。さらに、環境局と清掃・公園局への

                                                        
44 地方歳入は、地方自主財源と中央政府からの均衡資金から成る。 
45 1円=Rp104で計算した値。以下同様に計算。 

 

分類 対象 料金(ルピア)
1．一般公共施設 2,000/月
2．特別公共施設 5,000/月
1．住宅（A1） 12,000/月
2．住宅（A2） 7,250/月
3．住宅（A3） 3,000/月
4．住宅（A4） 500/月
5　政府施設 6,000/月
1．小規模商業施設 7,800/月
2．大規模商業施設 16,500/月
　　・　高級レストラン 55,000/月
　　・　小規模レストラン 25,000/月
　　・　５つ星ホテル 180,000/月
　　・　４つ星ホテル 160,000/月
　　・　３つ星ホテル 150,000/月
　　・　２つ星ホテル 140,000/月
　　・　１つ星ホテル 130,000/月
　　・　木賃宿I 80,000/月
　　・　木賃宿II 60,000/月
　　・　木賃宿III 40,000/月
1．中小企業 5,250/月
2．大規模企業 110,000/月
１．公共市場
　　・　PD Pasar 39,000,000/月
　　・　近代的市場 2,500/月
2．民間市場 4,250/日/m3

3．仮設市場 500/日/m3

1．し尿回収車 250,000/日
2．ごみ運搬トラック 5,000/ m3

3．ごみコンテナ（14m
3
） 25,000/日

4．ごみコンテナ（12m3） 20,000/日

5．ごみコンテナ（10m
3
） 15,000/日

6．ごみコンテナ（8m3） 10,000/日

７．ごみコンテナ（6m
3
） 7,500/日

８．ごみコンテナ（5m3） 5,000/日
９．掘削機 125,000/日
１０．ブルドーザー 125,000/日
１．屋台 100/日/m3

２．処分場への直接搬入（2.5 m3以 2,500/ m3

３．同（2.5 m3以上） 3,000/ m3

４．し尿処理 3,750/ m3

５．廃棄物焼却 9,375/ m3

I　公共施設

II　非商業施設

III　商業施設

IV 産業施設

V　市場

VI　機材の使用料

VII　その他
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配分は、表2-3-3に示すとおり、環境セクター配分額の約半分が清掃・公園局の予算とな

っており、環境局予算は64億ルピア（6,000万円）にとどまっている。また、歳入に占め

る自主財源額（地方税、地方利用者負担金等）は、2007年度が5,800億ルピア（56億円）、

2008年度が7,600億ルピア（73億円）で、歳入総額に占める自主財源の比率は、2007年度

が23％、2008年度が28％である。全国の他の地方政府同様、スラバヤ市の地方歳入の構

成は、自主財源収入の割合が低く、中央政府からの均衡資金（歳入分与46、一般配分金47、

特別配分金48、州政府からの税収分与）に大きく依存している。 

 

表２－３－３ スラバヤ市の予算 

（単位：百万ルピア） 

年度 
2007 2008 

金額 ％ 金額 ％ 

地方歳入総額 2,526,131 100％ 2,767,019 100％ 

環境セクター 239,092 9.5％ 223,147 8.1％ 

（環境局） 6,410 0.3％ 6,422 0.3％ 

（清掃局） 121,753 4.8％ 111,408 4.0％ 

（自主財源） 584,742 23.1％ 764,225 27.6％ 

出所：2009年度アディプラ回答書 

 

2007年度から2009年度までの3年間の清掃・公園局の予算を表2-3-4に示す。 

 

表２－３－４ スラバヤ市清掃・公園局の歳出予算 

（単位：百万ルピア） 

 2007年度 2008年度 2009年度 

1 管理費 10,539 7,431 7,485

2 公共照明 69,637 65,466 82,544

3 駐車場管理 30,952 32,926 35,198

4 廃棄物関連 119,294 109,414 109,419

 4.1 収集運搬 42,320 43,667 37,899

 4.2 処理処分機材購入・維持管理費 40,636 49,910 52,336

 4.3 終処分場管理費 19,214 15,837 19,184

 4.4 終処分場用地買収費 17,124 0 0

5 コミュニティエンパワーメント活動 1,910 1,488 2,010

合 計 232,332 216,725 236,656

出所：スラバヤ市 

                                                        
46 国税等を財源とし、中央政府が国庫から一定割合を地方政府に分与するもの。わが国の地方譲与税に相当する。 
47 一般配分金（Dana Alocasi Umum：DAU）。地方政府の経済レベルを考慮して、国庫収入の一部を配分するもので、使途を限

定しない地方交付税交付金。 
48 特別分配金（Dana Alokasi Khusus：DAK）。特定の地域における特定のプロジェクトの実施のために、国家予算から一定の金

額を地方政府に交付するもの。インフラ施設など投資的経費について必要経費を賄うための特別な財政措置。 
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アディプラの回答書（2009年度）によれば、スラバヤ市が徴収した地方利用者負担金

のうち、ごみ処理・衛生サービスに係る公共サービス負担金（清掃料金）49は、2007年度

が約251億ルピア（約2億4,000万円）、2008年度が約214億ルピア（2億円、ただし、2008

年10月まで）である。表2-3-4から明らかなとおり、ごみ処理サービスの直接コスト（廃

棄物収集・運搬、廃棄物処理処分機材購入・維持管理費、 終処分場管理費）の合計は、

2007年度が約1,193億ルピア（11億4,000万円）、2008年度が約1,094億ルピア（10億5,000万

円）、2009年度が1,094億ルピア（10億5,000万円）となっており、住民から徴収した清掃

料金だけでは、必要経費の1/4ないし1/5程度しか賄えない財務構造となっている。不足分

は市の一般財源で賄っている。 

また、処分場の運営費については、例えば、ブノオ処分場の2008年度の運営費は表2-3-4

に示すとおり年間約158億ルピア（約1億5,000万円）であり、これをt当たり処分コストに

換算すれば約2万9,000ルピア50となる。公共事業省では、適正な埋め立てには1t当たり10

万ルピア程度は必要であると考えていることから判断すれば、コスト面からは、ブノオ

処分場の管理は適正な管理水準からかけ離れた状況である。 

清掃事業における民営化の程度については、清掃・公園局によれば、運搬部門で約30％、

道路清掃部門で約70％が既に民間委託方式で実施されているとのことである。 

こうした財政の背景には、スラバヤ市で現在施行されている排出施設別ごみ収集料金

表が、全体に安価な料金体系になっていることも理由に挙げられる。清掃事業当局とし

ても、料金改定の必要性を認識していることは前述のとおりである。今後、財政の健全

化を図るためにも、適切な措置が取られるべきであろう。なお、スラバヤ市では、市に

支払う清掃料金とは別に、ごみを各戸から一時集積所（TPS）まで収集・運搬する役割を

担っているRT/RWのコストを賄う目的で、町内会費として、ごみ収集運搬料金をRT/RW

に支払っている住民も多数いる（料金はRTによって千差万別であるが、月額5,000～1万

ルピア程度）。RT/RWレベルでは収集費用として、市ではTPS以降の運搬・処理費用とし

て、それぞれの使途で徴収されているのであるが、家庭にとっては二重払いとみなされ、

両方の負担を嫌がる住民もいる。 

 

5）住民組織（RT/RW） 

制度上政府の行政組織ではないが、隣組/町内会（RT/RW）が住民組織単位で市や環境

NGOと連携しながら、各家庭でのごみ収集からTPSへのごみの運搬や、コミュニティベー

スのコンポスト化などの3R活動で重要な役割を担っている。 

スラバヤ市には、1,363のRWと8,909のRTがある。 RW/RTは、行政体ではなく住民組織

であるが、住民の相互扶助精神によって、居住区の治安維持、福祉、教育、貧困者や社

会的弱者の救済、レクリエーションのほか、地区の美観及び清潔の維持のための諸活動

を行っている。 

RT/RWは、各家庭からハンドカートなどでごみを収集してごみのTPSまで運ぶ公的な役

割を条例で付託されている。市の清掃・公園局は、商業地区のごみ収集を担当するとと

                                                        
49 スラバヤ市の場合、清掃料金は水道料金と一緒に徴収している。 
50 年間埋め立て量＝1,480t/日×365日＝約54万t 
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もに、TPSから 終処分場（Tempat Pemuangan Akhirnya：TPA）までごみを運搬する仕事

を行っている。 

 

6）環境NGO 

環境活動を行っている環境NGOも廃棄物の収集、分別、リサイクル、河川の清掃など

廃棄物管理の一翼を担っている。例えば、今回の調査で訪問した都市コミュニティ・エ

ンパワメント・センター（Pusat Pemberdayaan Masyarakat Kota：PUSDAKOTA）は環境NGO

のひとつで、2000年11月に設立された。現在専属の職員数は25名である。廃棄物に関し

てはスラバヤ市と連携するとともに、国外からの支援を受けて4つのRTを活動地域にして

以下の活動を行っている。こうした一連の活動は、コミュニティレベルの3R活動の成功

例のひとつといわれている。 

・ 家庭におけるコンポスト化の普及 

・ 河川へのごみの不法投棄の禁止啓発活動、河川の清掃 

 

7）清掃・公園局のキャパシティアセスメント 

質問票によるスラバヤ市清掃・公園局（DKP）のキャパシティの自己査定は、表2-3-5

に示すとおりである。おおむね高い評価となっており、当調査団が調査のヒアリングだ

けで能力を評価することは限界があるものの、次を除いて妥当な評価と考えられる。 

① 廃棄物サービス料金は金額が十分なレベルであるとはいえない。 

② 終処分量はトラックスケールのデータがあるが、総発生量や収集率、組成などに

ついて十分なデータを取得しているとはいえない。 

 

表２－３－５ スラバヤ市清掃・公園局の自己によるキャパシティアセスメント 

 質 問 
自己 

査定注

実施機関の組

織・構成・人

的資産 

職員のなかに、より良いSWMサービスの提供への確固たる意向がある

か 
3 

組織の構成と責任は明確か 1 

責任を果たすのに、人数は十分か 2 

それぞれの任務は明確に理解されているか 2 

職員のなかの指示・報告の関係は明確か 3 

市の他の組織との連携関係はあるか 2 

人材育成、給与、業務評価などの点で人事管理は効率的・効果的か 3 

財 務 

予算決定メカニズムは明確で適当か 2 

支出は適切にもモニターされ記録されているか 1 

廃棄物サービス料金は適切なレベルに設定されているか 1（*1）

廃棄物サービス料金は十分に徴収されているか 3 
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外部委託 

外部委託手順は適切に定められているか 1 

委託契約は、金額、期間、サービス内容に関し、適切か 1 

契約者の業務は定期的にモニターされているか 1 

物的資産 

収集機材は十分で、よくメンテナンスされているか 3 

リサイクル施設やコンポスト化施設は十分に設置されているか 2 

車両ワークショップは十分に機能しているか 3 

終処分場の重機は十分で、よくメンテナンスされているか 3 

終処分場は適切に管理されているか。容量は十分にあるか。十分でな

い場合、次の立地は計画されているか 
3, 4, 1

知的資産 

次項の知識や情報を関係職員のなかで共有されているか  

- 発生源での分別 1 

- ごみ排出ルール 1 

- 一次収集システム 3 

- 二次収集システム 3 

- 家庭コンポスト化手法 1 

- 非有機系ごみの再利用やリサイクル方法 1 

- 終処分方法 1 

- 終処分場での環境モニタリング 1 

- 廃棄物に関するデータ 1（*2）

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 

 

（2）廃棄物管理に係る政策 

スラバヤ市の廃棄物管理について1993年にJICA開発調査によりマスタープランが作成さ

れたが、現在の廃棄物管理計画はない。廃棄物管理政策が明確に成文化されたものとして

は、以下の2つがある。 

 

1）スラバヤ市RPJMD（2005－2010） 

スラバヤ市の5カ年開発計画によれば、廃棄物管理に関する方針と政策は以下のとおり

である。 

＜課 題＞  ① ごみを経済的価値のあるものとすること 

② コミュニティと民間セクターに廃棄物管理へ参画してもらうこと 

③ コミュニティ主体の廃棄物管理を拡大しごみの減量を図ること 

＜阻害要因＞ ① TPAやTPSの土地の確保が困難であること 

② 廃棄物量の増加 

③ 一部、不衛生な廃棄物収集 

④ 運搬手段の不備 

⑤ ブノオ 終処分場が遠距離に立地 
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⑥ 周囲の養魚場への浸出水の漏出 

＜目 標＞  ① 発生源、TPS、TPAそれぞれにおける廃棄物管理の改善 

② 終処分容量の増加とTPAでの公害発生による近隣住民からの要望

の縮小 

③ 衛生的な廃棄物管理（減量含む）の質の向上 

＜政 策＞  ① ゼロウェイストをめざすTPSでの廃棄物管理改善 

② 既存処分場の残存容量が限られるため新規処分場の用意 

③ 発生した都市廃棄物の適正な処理・処分 

この政策実現のための都市清掃プログラムは、以下のとおりとなっている。 

・ 自らの廃棄物を処理するためのコミュニティの強化 

・ 清掃とごみ運搬による道路の美化 

・ TPSとTPAにおける廃棄物管理 

・ 新しいTPAの計画と設立 

 

このように、TPSまでの段階で住民の協力によりゼロウェイストを進めて廃棄物発生量を

削減することが、政策の筆頭に掲げられている。ただし、コミュニティによるTPSレベルま

での自立的な廃棄物処理による減量を求めており、そこにおける行政としての関与や役割

は読み取れない。また、 終処分量として1,765t/日を目標値として挙げている（これは次の

図2-3-6に示すように既に達成済みである）。 

 

2）条例4号（2000年）（Waste/Cleaning Retribution Regulation） 

条例4号（2000年）はスラバヤ市の廃棄物管理に係る料金徴収及び廃棄物管理の基本を

規定する条例である。市が水道料金と一緒に徴収するごみ処理費についても定められて

いるのは既述のとおりである。 

またスラバヤ市は質問票の回答によれば、当条例の見直しを行っているが、実際の改

定は廃棄物管理法の政令に準ずる必要があることから、政令の制定を待っている状態で

ある。 

 

  （3）廃棄物管理の実施状況 

スラバヤ市はアディプラ・プログラムで何度も栄誉を受けており、インドネシアで も

清潔な都市のひとつとされている。その廃棄物管理の先進都市として調査を行った。 

 

1）概 況 

2008年のアディプラ・プログラムへのスラバヤ市からの提出書類によれば、廃棄物管

理の概況は以下のとおりである。廃棄物管理の担当部局は「清掃・公園局（DKP）」である。 

・ 市面積： 326.37km2 ・ 処分場搬入量： 1,480 t/日 

・ 人 口： 280万9,679人 ・ コンポスト化： 319t/日 

・ 市予算： 2兆7,670億ルピア ・ リサイクル： 212t/日 

・ 清掃・公園局予算： 1,110億ルピア ・ 焼却処理： 120t/日 

・ 発生量： 2,610t/日 
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出所：『スラバヤ市廃棄物処理計画調査報告書』JICA/パシフィックコンサルタンツインターナショ

ナル・エックス都市研究所、1993年 

図２－３－４ スラバヤ市地図 

 

なお、発生量は上述のインドネシア工業規格に規定される1人1日当たり排出原単位（2.5

～3.0リットル/人/日）を用い人口を乗じて算出しているため、処分場搬入量以下の処理量

との差が単純な未収集量とはならない。ただそれぞれの処理量について、処分場搬入量

がトラックスケールを用い計量・記録されているほかは、具体的な内訳の根拠・数字を

もっているわけではなく、信頼できるデータに基づく廃棄物管理が望まれるところである。 

 

2）マスタープランの実施状況 

スラバヤ市では2010年を計画年度とするマスタープランがJICAの開発調査として1993

年に策定されており、主要4項目の実施・達成状況を確認した。 

① 収集率：95％ 

85％、ただし残り15％についても自家処理をしている地域があり、すべてが非収

集とは考えていない。（清掃・公園局） 

② 衛生埋立処分場の導入（ブノオ処分場と東部に1カ所建設） 

ブノオ処分場については達成、整備の勧告があった東部処分場については渡り鳥

のための環境保全地区に指定されたため実現していない。 

③ 資源リサイクル（発生量の10％）を維持 

前に述べたアディプラ報告書によれば20％となり達成、詳細は別途記載（（4）3R

の状況）。 

④ 事業の公社化 

未実施 
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3）収集・運搬 

a）RT/RWによる一次収集 

インドネシアでの都市ごみの収集で一般的な、住民組織であるRT/RWによる家庭ご

みの一時集積所（TPS）までの収集・運搬が行われている。この収集・運搬ではハンド

カート（荷車）が使用されている。 

 

b）TPS 

一時集積所（TPS）に集められた廃棄物は清掃・公園局により 終処分場へ運搬され

る（一部、業務委託）。一時集積所は市内の5区に177カ所設置されている。うち83カ所

が10m3から20m3の保管容量をもち、94カ所が20m3以上の保管容量をもつものである。 

運搬機材としては、14m3のコンテナを積み卸しするアームロール車を主力機材とし

て、以下を所有運用している。 

・ ハンドカート（1.5m3） 554 

・ ミニトラック  24 

・ 10m3コンパクター車  8 

・ 6m3コンパクター車  4 

・ 6m3ダンプトラック  15 

・ 14m3アームロール  60 

・ 8m3アームロール  30 

・ 1m3三輪トラック  18 

 

4）中間処理 

中間処理施設としてコンポストセンターと焼却施設がある。 

 

a）コンポストセンター 

スラバヤには、清掃・公園局の運営する処理能力2～12m3/日の小規模コンポストセン

ターが13カ所市内に配置され、選別の不要な、野菜市場ごみ、食品工場ごみ、公園剪

定ごみ、分別された家庭からの生ごみを1日当たり計約40t受け入れ、コンポスト化処理

を行っている。 

また、NGOによるコミュニティベースの家庭からの生ごみを収集しコンポスト化す

る施設が1カ所（処理能力約1t/日）ある。 

詳細は別途記載（（4）3Rの状況）。 

 

b）焼却施設 

市東部のカプティ 終処分場（現在は使用されていない）に1991年処理能力200t/日

の焼却施設が建設されたが現在は使用されていない。ただ、処理能力30m3/日のバッチ

式焼却施設が10基市内に建設され一部が稼働中である。 
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5） 終処分場 

a）ブノオ 終処分場 

スラバヤの唯一の 終処分場として市の西北部にあるブノオ処分場が2000年に開設

され使用されている。浸出水集水設備及び水処理設備を備えたコントロールドダンピ

ングシステムの処分場である（なお、公共事業省の東ジャワ州地方事務所では、覆土

の頻度が少ないことからオープンダンピング処分場と認識している）。衛生埋立処分場

に分類しない理由は覆土が毎日実施できないためとしている。実際に約800名のウェイ

ストピッカーが活動しており、埋立現場で有価物の回収を行っている。2008年現在の

概要は以下である。 

・ 面積： 38.9ha 

・ 市街地からの距離：約35km 

・ 埋立面積： 31.2ha（約80％） 

・ 浸出水処理施設： 

第1期整備設備として化学処理（硫酸バンドによる凝集沈殿）設備 

第2期整備設備として生物処理（安定池、エアレーションポンド、サンド/

活性炭フィルター）設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：スラバヤ市清掃・公園局 

図２－３－５ ブノオ処分場施設配置図 

 

b）搬入量の推移 

ブノオ処分場ではトラックスケールによる搬入ごみの計量/記録が実施されている図

2-3-6がこの3年間の推移であり、日量561tの減少を示しており、市は3R活動の成果だと

説明しているがあまりに大きく、活動内容からの検証はできなかった。 
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出所：スラバヤ市清掃・公園局 

図２－３－６ ブノオ処分場搬入量の推移 

 

c）広域処分場整備計画 

概要にあるように、ブノオの埋立地は既に80％が使用されており、2年程度の残存期

間となっている。新規処分場の用地は市内にはなく、州政府の指導で広域処分場建設

の計画が進行中である。参加都市はスラバヤ、シドアルジョ、グラシックの3市である。

用地は、グラシック市内で100haを州政府が用意するとのことで運営体制、民間資本の

参入などの枠組みづくりが行われている。 

用地はスラバヤ市街地から西に50km以上あり、今後は輸送のための中継基地の必要

性も出てくるものと考えられる。 

 

  （4）3Rの状況 

1）活動の経緯とその概要 

スラバヤ市では前述のように大幅に 終処分量が減量したが、それは全市的な「Clean 

and Green」をスローガンとする3R推進活動が功を奏したものと考えられている。 

一連の活動は、 2002年に北九州市が国際協力銀行（ Japan Bank for Internatinal 

Cooperation：JBIC）の調査でスラバヤ市の廃棄物管理状況の調査を実施したことに始ま

る。問題の改善には組成の50％以上を占める生ごみの処理が必要との認識から、既にコ

ンポスト化の取り組みを始めていたものの悪臭等の問題を抱えていた現地NGOの

PUSDAKOTAをカウンターパートとして、現地に即したコンポスト化手法の開発事業が

2004年に始まった。そこで考案されたのが高倉式コンポスト（Takakura Home Method：

THM）である。 

THMは、網目状のプラスチック製バスケットの内側にダンボールをあてがい、現地で

入手された発酵菌を入れておくもので、発酵菌の作用で生ごみの発酵期間がそれまでの3

カ月から1～2週間に短縮され、悪臭やハエの発生などの問題が解消された。PUSDAKOTA

はこのTHMを、PUSDAKOTAの事務所に近接したRTを中心に普及させ、また希望者・希

望地区へのTHMの販売及びアフターケアを行っている。 

PUSDAKOTAは更に、これらRT内で設置スペースなどの問題でTHMを導入していない

約950世帯に対しては、生ごみの分別収集を行い、PUSDAKOTA事務所内のコンポストセ

ンターで同様の菌種やコメぬかなどを用いたコンポスト化を行っている。このコンポス

トセンターでは、PUSDAKOTAの近隣RTにある131個のTHMから1カ月に1度回収するコン

ポスト（部分的にはコンポスト化されていない生ごみを含む）の処理も行っている。 
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PUSDAKOTAの成功に倣い、スラバヤ市も2005～2006年にPUSDAKOTAから1万6,000個

ものTHMを買い上げ、コンポスト化に関心のある地区に無償配布した。現在、この市の

購入分を含め、PUSDAKOTAのTHMは2万8,000個が市内で利用されている。市はその後、

THMの入札を行ってPUSDAKOTA以外からもTHMを調達している。スラバヤ市は更に、

市が運営していたKeputran市場のコンポストセンターに高倉方式を導入することとし、そ

の結果、工程を90日から20日に短縮させ、その分スペースの有効利用が図られたため処

理能力も倍増させることができた。その後、同方式のコンポストセンターを市内各地に

増設し、現在では13カ所のコンポストセンターが稼動している（表2-3-6）。コンポストセ

ンターで処理する有機ごみは主として、市内 大のカプトラン市場の野菜くず、道路清

掃や剪定作業からの木・草類、食品加工工場からの果物の皮などである。また製品コン

ポストは、清掃・公園局の都市緑化事業に利用されている。 

 

表２－３－６ スラバヤ市のコンポストセンター一覧 

No. 設置年 場所・名前 
施設面積

（m2） 
処理能力

（m3/日）

生産量 
（m3/日）

工程日数

（日） 
作業員

（人） 
機材数

（台）

1 1996 

UPTD Bratang 391.9 6 3 90 5 -

2005 8 4 20 6 1

2007 12 6 20 8 3

2 1999 
Depo Kejawen 224.4 4 2 90 3 -

2007 6 3 20 4 2

3 2000 

Depo Bibis 
Karah 

117 2 0.5 20 1 -

2007 3.5 1.5 20 4 1

4 2005 
Keputran 93 4 2 20 2 1

2005 8 4 20 3 1

5 2006 

LPS Tenggilis 
Utara 

60 3 1.5 90 1 -

2007 95 4 2 20 2 1

6 2007 Wonorejo 273 7 3.5 20 3 2

7 2007 Rungkut Asri 535.5 6 3 20 4 2

8 2007 Menur 207 10 5 20 4 2

9 2007 Benowo 72 6 4 30 4 2

10 2007 
Tenggilis Rayon 
Taman 

207 8 4 20 2 2

11 2008 Sonokwejinan 600 12 6 20 6 1

12 2008 Gayungsari 64 3 1.5 20 1 1

合計 85.5 42.5  47 20

13 2009 Putat Jaya 600 6 3 20 6 2

14 2009 Sumber Rejo 90 - - - - -

出所：スラバヤ市清掃・公園局 
注：斜体字は計画 
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家庭コンポストとしてはもうひとつ、5世帯程度で利用するコンポスト容器がユニリー

バ社によりいくつか配布され活用されているようである（数量不明）。 

また、こうしたコンポスト化活動の活性化には、以下のような仕組みが機能したこと

による市民全体の廃棄物問題への意識高揚が裏づけにあるものと考えられる。 

・ Clean and Green Program：スラバヤ市が民間企業（ユニリーバ及びジャワポスト）の

協賛を得て2005年より毎年5月ごろに実施しているキャンペーン。住環境の美しさ

をRT単位で競うもので、ごみの管理方法やリサイクル活動も審査対象となる。昨

年（2008年）は1,750のRTが参加しており、このほとんどが何らかのごみ分別やコ

ンポスト化活動をしているとのことである。 

・ 住民レベルの廃棄物問題に関する意識の向上とごみの分別という生活習慣の変化

の促進には、PKKを通じた各家庭への地道な啓発活動が効果を挙げた。スラバヤ

市がTHMの無償配布を行った際にも、PKKのネットワークが生かされた。 

・ 環境リーダーの育成：一定の講習を受講した有志を「環境リーダー（インドネシ

ア語でKadreと呼ばれる）」として登録し、地区内の美化のための指導的役割を担

わせている。現在、3万名いるといわれる51。 

・ NGOの活用：上記PUSDAKOTAを含め7つのNGOがコミュニティに対する廃棄物問

題の情報提供、ごみ分別や家庭コンポストなどの実施に際する助言やモニタリン

グなどにおいて活動している。 

 

なお、プロ形報告書に記述のあった「コンポスト装置20万基の普及」は、コミュニテ

ィコンポストによるCDM事業化のために計画されたが実施されたわけではないとのこと

である（スラバヤ市環境局ヒアリングより）。 

 

2）3R活動の規模（試算） 

上記の活動から実際にどれほどの減量効果が得られるかを試算する。 

家庭コンポストは、PUSDAKOTA製のTHMが2万8,000個であり、市がほかから入札して

買い上げたもの、ユニリーバが提供しているもの、その他模倣されているものもあると

考えられる。また、PUSDAKOTAの生ごみ分別回収も、家庭コンポストと同様の減量効果

がある。1世帯当たりの生ごみを1kg/日、家庭コンポスト実施世帯及び生ごみ分別世帯を4

万世帯と仮定すれば、40t/日が減量される。 

市営コンポストセンターは、処理能力が合計85.5m3/日であるので、比重を0.5とすると

約43t/日が処理される。 

また家庭コンポストを実施している家庭では、資源ごみの分別・リサイクルが自ずと

促進される。スラバヤ市清掃・公園局によるごみ組成データを用い、生ごみがコンポス

ト化されている4万世帯において紙とプラスチックの分別・リサイクルが実施されている

とすれば、その量は40/55.6*（15.5＋14.2）＝約21（t/日）となる。 

                                                        
51 スラバヤ市BAPPEKOの質問票回答より。ただし、資料により数値に相違がある。City Report and Action Plan of Surabaya（Mr. 

Hidayat Syah, 美化・公園局長）（http://www.auick.org/database/apc/apc051/apc05102_04.html）によれば3,844名、Summary of 

Surabaya's Success（IGES）（http://kitakyushu.iges.or.jp/activities/workshops_seminars/Surabaya_Workshop.html）によれば1万名以

上、となっている。 
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以上によれば、減量効果は約100t/日となり、 終処分量データが示す2005年から2008

年にかけての560t/日もの減量には遠く及ばない。仮にこの減量が上記のような一般家庭

での生ごみのコンポスト化と資源ごみの分別・リサイクルによるものだとすれば、市内

の半数以上の家庭（37万世帯）がそのような徹底したごみ減量をしているとの計算にな

るが、廃棄物運搬費用には大幅な減少傾向がみられないことなどから、疑問がある。 

調査団はそのため、 終処分量の大幅減について、環境省の本省を通じ清掃・公園局

に対し具体的な報告の作成を依頼した。スラバヤ市から得た回答によれば、市内にはウ

ェイストピッカーとして登録された回収人が1万4,000名、さらに廃品回収業団体に登録さ

れたジャンクショップが38社ある（登録外のものが実際はこの3、4倍あるもよう）。ジャ

ンクショップの1カ月の取引量は、大規模なものは30t、中規模で15t、小規模で7.5t程度扱

っており、環境リーダー（ここでは2万6,640名と報告されている）の活動とあわせ達成さ

れたとのことである。その達成量としては、環境リーダーから寄せられた情報を基にし

て、地区ごとのごみ発生量と、減量された量（コンポスト化された量あるいは資源ごみ

として売却した量など）が報告されており、その集計は表2-3-7のとおりである。 

 

表２－３－７ 区別減量集計 

地区（Wilayah） 町（Kelurahan）数 発生量（m3/月） 減量（m3/月） 

中央区 20 26,433 2,164 

東区 40 51,831 7,112 

西区 42 19,650 2,722 

南区 37 36,070 8,931 

北区 24 51,406 5,261 

合 計 163 185,390 26,190 

出所：スラバヤ市清掃・公園局 

 

しかしこの回答をもってしても、日量500tの減量は説明できない。スラバヤ市のごみ減

量は成功事例として注目を集めているだけに、この減量メカニズムを解明する必要があ

る。 

 

２－３－２ モデル都市パレンバンでの状況 

  （1）廃棄物管理組織・制度・財政 

1）地方政府組織 

南スマトラ州の州都パレンバン市は、面積400.6km2、人口約152万（2008年）、スマトラ

島第二の都市であり、市域は、16の郡（kechamtan）と107の町（kelurahan）から成る。南

スマトラ州及び州都パレンバン市の位置を図2-3-7に示す。 
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図２－３－７ 南スマトラ州及びパレンバン市の位置図 

 

パレンバン市の市政の概況は次のとおりである。 

・ パレンバン市の市長及び市議会議員は、住民からの直接選挙で選出され、その任

期は5年で、1回限り再選が認められている。 

・ 市の開発計画の策定並びに地方予算の編成を担当している部局は、パレンバン市

開発企画庁（Badan Perencanaan Pembangunan Daerah：BAPPEDA）52である。パレ

ンバン市の地方予算（毎年1月1日から12月31日までの会計年度）の策定プロセス

では、例年10月に予算案の策定・調整を行い、市長が議会に予算条例を提出し、

市議会の審議を経て、11月に議決される。 

・ BAPPEDAによれば、現在市が重点的に取り組んでいる分野は、保健、教育、イン

フラ（道路、水路等）、貧困削減、雇用及び環境である。環境分野に関しては、「Clean, 

Green and Blue」という標語の下で、ごみ処理、緑化、排ガス対策に取り組んでい

る。 

 

2）廃棄物管理関連組織 

パレンバン市において直接市民に対するごみ処理サービスを担当している事業実施部

局は、パレンバン市清掃局（Dinas Kebersihan Kota Palembang：DKK）である。一方、パ

レンバン市環境局（Badan Lingkungan Hidup：BLH）も、環境政策の立案と事業局の政策

運営を補佐する技術部門として、廃棄物管理政策実行上重要な役割を担っている。 

清掃局の組織を図2-3-8に示す。DKKの現業部門には、清掃対策部、施設・インフラ部、

廃棄物処分場管理部及び料金部があり、廃棄物処分場管理部が市内2カ所にある 終処分

場を管理している。部門別職員数は439名で、その内訳は表2-3-8に示すとおりである。 

                                                        
52 スラバヤ市の開発企画局（BAPPEKO）に相当する組織 
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出所：パレンバン市清掃局 

図２－３－８ パレンバン市清掃局の組織図 

 

表２－３－８ パレンバン市清掃局の職員数 

部局名 人数 

清掃局長 1

官房 73

清掃対策部 242

施設・インフラ部 20

廃棄物処分場管理部 27

料金部 69

その他 7

合 計 439

出所：パレンバン市清掃局 

 

パレンバン市環境局（BLH）は、環境全般にわたる技術機関として、もともと環境政

策の立案や環境影響の監視・抑制を主務としていたが、 近では、リサイクルやコンポ

スト化など3Rにかかわる行政業務も担当している。環境局の組織は図2-3-9に示すとおり

である。環境局の総職員数は48名で、環境管理・環境影響評価部、環境汚染監視・廃棄

物管理部、被害監視・環境復元部及び環境コミュニケーション・環境法施行部の4部が環

境行政の運営・調整等の任にあたっている。 

環境局長によれば、2007年の内務省令によって、地方分権が強化されたことを受けて、

環境局の組織再編を図るとともに、これまでの政策中心の技術領域だけでなく、市民の

清掃局長

官房

総務・人事課 計画・評価課

廃棄物処分場管理部施設・インフラ部

施設需要課

貯蔵・運搬施設課

清掃課

清掃対策部

廃棄物運搬課

特別班

技術実行ユニット
IB郡I

技術実行ユニット
SU郡I

し尿処理施設課

処分場管理課

施設修繕課 廃棄物利用課

料金部

集金課

データ確定課

料金収入課

経理課

技術実行ユニット
SU郡II

技術実行ユニット
IT郡I

技術実行ユニット
IT郡II

技術実行ユニット
IB郡II

技術実行ユニット
スカラメ郡

技術実行ユニット
ｱﾗﾝｱﾗﾝﾙﾊﾞｰﾙ郡

技術実行ユニット
クムニン郡

技術実行ユニット
カリドニ郡

社会環境清掃課
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意識啓発や3Rを含む環境改善パイロットプロジェクト等を通じて、コンポスト化など事

業実施面でも取り組みを強化しているとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：パレンバン市環境局 

図２－３－９ パレンバン市環境局の組織図 

 

前述の清掃局及び環境局以外では、南スマトラ州政府公共事業局（Dinas PU, South 

Sumatera Province, Cipta Karya）も廃棄物管理に関する諸施策の施行において重要な役割

を担っている。現在、南スマトラ州政府公共事業局は、公共事業省本省の代理機関とし

て、パレンバン市が管理運営しているTPA-II Karya Jaya 終処分場の衛生埋立方式のパ

イロットセルの建設を支援している。南スマトラ州政府公共事業局の職員数は43名で、

組織上南スマトラ州に属するが、人件費を含む運営費は中央の公共事業省が負担してい

るとのことである。 

 

3）パレンバン市の清掃条例 

パレンバン市の清掃条例は、「廃棄物及び清掃に係る管理と利用者負担に関する市条例

2006年12号」（Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 

dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan）である。 

パレンバン市の清掃料金制度は概略次のとおりである。 

・ 料金徴収の方法は、家庭からの集金と事業所からの集金とで異なる。家庭からの

徴収は、RTが各戸から請求書に基づいて徴収し53、それを町（kelurahan）単位で集

計し、町が市の出納係の口座宛に振り込む方法が採られている。これに対し事業

所からの集金は、清掃局の集金スタッフが直接事業所54に出向いて集金している。

                                                        
53 RTは、清掃料金の集金の際、ごみの一次収集（各戸からTPSまで）の手間賃として、正規の料金とは別に、料金を徴収して

いる。一方、市は、RTの作業に対し、月々10万～15万ルピアを支払っている。 
54 事業所の数は約3,000。 

 

環境局長

官房

総務課 計画課

被害監視・
環境復元部

環境汚染監視・廃棄
物管理部

環境汚染監視課

家庭廃棄物・
有害廃棄物管理課

環境管理・保全課

環境管理・環境影響
評価部

環境影響評価課

特別班

技術実行ユニット

環境復元課

環境被害監視課

環境コミュニケーショ
ン・環境法施行部

環境法施行課

環境コミュニケーショ
ン・社会活性化課

経理課
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大規模な事業所では現金支払いに代わって口座振込みで支払うところもある。 

・ 料金徴収率は全体で目標の60％程度であるが、事業所からの徴収率が比較的高い

（90％程度）のに対し、家庭からの徴収率が極めて低い（10％～15％）。このため、

清掃局では、徴収方法の改善（例えば、水道料金と一緒に徴収する方法）を含め、

家庭からの料金徴収率を上げる方策を検討している。 

 

表２－３－９ 清掃料金徴収額 

 2007年度 2008年度 

目 標 32億ルピア 35億ルピア 

実 績 
19億ルピア 

（達成率60％） 

22億ルピア 

（達成率62％） 

出所：2009年度Adipura回答書 

 

4）パレンバン市の清掃事業財政 

パレンバン市の財政データ（表2-3-10）をみると、2007年度及び2008年度の地方歳入総

額は約1兆2,000億～1兆3,000億ルピア（約116億円）55であるが、その内訳をみると、地方

自主財源（地方税、地方利用者負担金など）が歳入総額の9％（2007年度）、13％（2008

年度）であり、スラバヤ市に比べても極端に低い割合になっている。すなわち、パレン

バン市は、スラバヤ市以上に、中央政府からの均衡資金に依存した財務構造になってい

ることがうかがわれる。また、環境セクターの予算については、表2-3-10に示すとおり、

2007年度は地方歳入総額の2％が環境セクターに配分されていたものが、2008年度は7％

となり、大幅に増加した。 

 

表２－３－10 パレンバン市の予算 

（単位：百万ルピア） 

 

 

 

 

 

 

 
出所：スラバヤ市清掃・公園局、パレンバン市環境局 

 

表2-3-11は2007年度から2009年度のパレンバン市清掃局の決算における歳入歳出に関

するデータである56。これによれば、地方利用者負担金のうち清掃サービスによる収入が

90％以上を占めており、清掃サービスによる利用者負担金が市の重要な自主財源となっ

ている。2007年度及び2008年度に徴収した料金は、それぞれ24億ルピア、19億ルピアと

                                                        
55 1円＝Rp104で計算 
56 2009年度は目標値。なお、清掃料金徴収額が、表2-3-10と異なる。 

 

地方歳入総額 2,526,131 100% 1,211,286 100% 2,767,019 100% 1,331,439 100%
（地方自主財源収入） 584,742 23% 110,000 9% 764,225 28% 172,315 13%
環境セクター予算 239,092 9% 29,635 2% 223,147 8% 91,936 7%
（環境局） 6,410 0.3% 6,657 0.5% 6,422 0.2% 5,707 0.4%
（清掃局） 121,753 5% 33,634 3% 111,408 4% 31,760 2%
清掃料金収入
（目標） 24,734 100% 3,200 100% 24,708 100% 3,534 100%
（実績） 25,094 101% 1,938 61% 21,434 87% 2,188 62%

2007年度 2008年度
スラバヤ市 パレンバン市 スラバヤ市 パレンバン市
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なっているが、その額は必要なコストの1/10にも満たない。スラバヤ市同様、一般財源で

賄っているが、廃棄物管理に関する財政基盤の強化を図っていく必要があることは、前

節で述べたスラバヤ市と同じ課題である。 

 

表２－３－11 パレンバン市清掃局の財政（2007年度～2009年度） 

（単位：百万ルピア） 

 

 

 

 

 

 
出所：パレンバン市環境局 

 

5）パレンバン市清掃局のキャパシティアセスメント 

質問表によるパレンバン市清掃局のキャパシティの自己査定は、表2-3-12に示すとおり

である。4（低い）や5（非常に低い）が1つもなく、スラバヤ市の清掃・公園局同様、概

して高い自己評価になっている。質問項目別にスラバヤ市と比較すると、「財務」「外部

委託」「物的資産」の3項目はほぼ同じような査定になっているが、「組織・構成・人的資

産」については、スラバヤ市よりも平均で0.57ポイント高く、一方、「知的資産」では、

逆に0.56ポイント低くなっている。職員の意識は非常に高いものの、廃棄物管理の技術的

な対処能力が必ずしも十分でないということと理解される。 

 

表２－３－12 パレンバン市清掃局の自己によるキャパシティアセスメント 

 質 問 自己査定注

実施機関の

組織・構成・

人的資産 

職員のなかに、より良いSWMサービスの提供への確固たる意向

があるか 
1 

組織の構成と責任は明確か 1 

責任を果たすのに、人数は十分か 3 

それぞれの任務は明確に理解されているか 2 

職員のなかの指示・報告の関係は明確か 2 

市の他の組織との連携関係はあるか 1 

人材育成、給与、業務評価などの点で人事管理は効率的・効果

的か 
2 

財 務 

予算決定メカニズムは明確で適当か 1 

支出は適切にもモニターされ記録されているか 3 

廃棄物サービス料金は適切なレベルに設定されているか 2 

廃棄物サービス料金は十分に徴収されているか 2 

外部委託 

外部委託手順は適切に定められているか。 1 

委託契約は、金額、期間、サービス内容に関し、適切か 1 

契約者の業務は定期的にモニターされているか 1 

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
地方歳入（地方利用者負担金） 3,890 100% 2,639 100% 2,102 100%
（清掃サービス） 3,717 96% 2,415 91% 1,926 92%
（墓地使用料） 0% 184 7% 118 6%
（し尿汲み取り料） 174 4% 40 2% 58 3%
地方歳出（清掃局関連、実績） 0 27,801 33,719
剰余金 -25,162 -31,617

2009年度 2008年度 2007年度
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物的資産 

収集機材は十分で、よくメンテナンスされているか 3 

リサイクル施設やコンポスト化施設は十分に設置されているか 3 

車両ワークショップは十分に機能しているか 3 

終処分場の重機は十分で、よくメンテナンスされているか 3 

終処分場は適切に管理されているか。容量は十分にあるか。

十分でない場合、次の立地は計画されているか 
3,3,1 

知的資産 

次項の知識や情報を関係職員のなかで共有されているか  

- 発生源での分別 2 

- ごみ排出ルール 2 

- 一次収集システム 2 

- 二次収集システム 2 

- 家庭コンポスト化手法 2 

- 非有機系ごみの再利用やリサイクル方法 2 

- 終処分方法 2 

- 終処分場での環境モニタリング 2 

- 廃棄物に関するデータ 2 

出所：調査団作成 
注 1：非常に高い 2：高い 3：普通 4：低い 5：非常に低い 

 

  （2）廃棄物管理に係る政策 

パレンバン市はアディプラ（ADIPURA）で2007年より3年連続受賞しており、2008年には

ASEANのEnvironmental Sustainable City賞を獲得している。アディプラは都市の美化をテー

マとした評価プログラムであり、またEnvironmental Sustainable Cityが掲げる「Clean Air, 

Clean Water and Clean Land」のClean Landは廃棄物管理を企図したものであることから、適

正な廃棄物管理に対するパレンバン市の意欲的な政策姿勢が見受けられる。 

 

  （3）廃棄物管理の実施状況 

1）概 況 

2008年のアディプラ・プログラムへのパレンバン市からの提出書類によれば、廃棄物

管理の概況は以下のとおりである。 

・ 市面積： 40万610km2 

・ 人 口： 152万199人 

・ 市予算： 1兆3,310億ルピア 

・ 清掃局予算： 320億ルピア 

・ 発生量： 1,200t/日 

・ 処分場搬入量： 825t/日 

・ コンポスト化 3,000m3/日 

・ リサイクル： 1,200m3/日 

・ 焼却処理： なし 

・ その他： 3,000m3/日 

 

 

図２－３－10 パレンバン市域図
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なお、発生量はスラバヤ市の場合と同様にインドネシア工業規格に規定される1人1日

当たり排出原単位を用い人口を乗じて算出しているため、処分場搬入量以下の処理量と

の差が単純な未収集量とはならない。また、それぞれの処理量について、処分場搬入量

がトラックスケールを用い計量・記録されているほかは、容量ベースで示されており、

今回現地ヒアリング調査でも明確な内訳の意味は示されなかった。 

パレンバンの都市ごみのごみ質及び排出源内訳などの基礎資料は、これまでそのよう

な調査が実施されていない。 

 

2）収集・運搬 

a）RT/RWによる一次収集 

インドネシアでの都市ごみの収集で一般的な、住民組織であるRT/RWによる家庭ご

みの一時集積所（TPS）までの収集・運搬が行われている。この収集・運搬ではハンド

カートが（荷車）が使用されている。 

 

b）TPS 

一時集積所（TPS）に集められた廃棄物は清掃局により 終処分場（TPA）へ運搬さ

れる（一部、業務委託）。一時集積所は以下のように3種類の形式で設置されている。 

・ オープン形式（4～6m3）  26 

・ クローズド形式 

6m3 151 

1m3 128 

トランスファーデポ（10～12m3） 12 

・ 分別容器（0.2m3） 38 

 

トランスファーデポとはコンテナーもしくはコンクリート製の中継機能・構造をも

つ一時集積所である。 

運搬機材としては、6m3のコンテナーを積み卸しするアームロール車を主力機材とし

て、以下を所有運用している。 

・ ハンドカート（1～1.5m3） 314 

・ ダンプトラック 6m3  63 

・ 6m3アームロール  26 

・ 6m3コンテナー 151 

・ 1m3三輪トラック   9 

 

3）中間処理 

パレンバン市には、中間処理施設としてコンポストセンターと有機肥料工場がある。 
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a）コンポストセンター 

パレンバンには、コンポスト化施設は、TPA-Iに1つ、市内にある33の市場のうち13

市場（市営9、民営4）でコンポスト化施設がある。また、学校単位でコンポスト化を

実施しているところもある。いずれも小規模で市の廃棄物管理へのインパクトは全く

ない。詳細は別途記載（（4）3Rの状況）。 

 

b）PT. PUSRI（スラウェシ肥料会社）有機肥料製造設備 

肥料工場PT. PUSRIの有機肥料製造設備があり、原料としてパレンバン市の市場ごみ

を2t/日のみ受け入れている。詳細は別途記載（（4）3Rの状況）。 

 

c）焼却施設 

焼却施設はない。 

 

4） 終処分場（TPA） 

パレンバン市には、 終処分場が北部（スカジャヤ）と南部（カリヤジャヤ）の2カ所

ある。 

 

a）スカジャヤ 終処分場（TPA-1） 

パレンバンの北部地区の 終処分場として1994年来使用されている。浸出水集水設

備及び水処理設備は不完全でオープンダンピングシステムの処分場である。東側の隣

接地に拡張計画があるが、まだ用地取得交渉の段階である（ 大75ha、当面10ha）。2008

年現在の概要は以下である。 

・ 面積： 25ha 

・ 市街地からの距離： 約500m 

・ も近い河川： 2km 

・ 埋立面積： 20ha（約80％） 

・ 浸出水処理施設： いくつかの安定化池があるが機能していない。 

 

調査時点での、トラックスケールによる計量によれば、搬入量は1日およそ300t弱。

現在TPA-IIが使用停止となっていることを考慮すると、清掃局による収集率はかなり低

いもの（50％程度）と想定される。 

埋立作業は、輸送トラックからの排出エリアが設けられており、ウェイストピッカ

ーによる資源ごみの回収ののち、ブルドーザーによる埋立敷きならしが行われる。覆

土は何箇月かに1回、埋立がいったん終わった区画で行われる程度である。 

処分場の一部（Zone-L）でメタンガス回収・焼却のCDMプロジェクトが実施されて

いる（実施者：Gikoko Kogyo）。処分場ガス燃焼施設は昨年（2008年）6月完成、今年

（2009年）1月、気候変動に関する国際連合枠組条約（United Nations Framework 

Convention on Climate Change：UNFCCC）登録済みで、現在、ADBによるVerification待

ちとのことである。 
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図２－３－11 TPA-1施設配置図 

 

b）カリヤジャヤ 終処分場（TPA-2） 

パレンバンの南部地区の 終処分場として1997年来使用されている。浸出水集水設

備及び水処理設備はなくオープンダンピングシステムの処分場である。現在、公共事

業省の支援により衛生埋立方式のパイロットセルが建設中であり、ごみは一時的に受

け入れていない。浸出水の処理設備は既に完成しており、衛生埋立施設は実現するが、

運用開始以来の11年分の埋立処分エリア（10ha）の改善には手がついておらず、今後の

課題である。2008年現在の概要は以下のとおりである。 

・ 面積： 40ha 

・ 市街地からの距離： 約2km 

・ も近い河川： 約1km 

・ 埋立面積： 10ha（約25％） 

・ 浸出水処理施設： なし、ただし、新規埋立セル用には安定化池方式の設備が完

成。 

・ トラックスケール： 以前から設置されていたものは故障したため、市により新規

に設置している。 
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図２－３－12 TPA-2施設配置図 

 

  （4）3Rの状況 

パレンバン市のアディプラ・プログラムへの回答書によれば、月間のコンポスト化処理

量は3,000m3、リサイクル量は1,200m3とあり、これらは全発生量（10万9,200m3）の4％程度

である。ただし、コンポスト化処理量やリサイクル量の値はその確たる根拠に乏しい。現

地ヒアリングによれば、リサイクル量はウェイストピッカーやジャンクショップなどから

の情報を基に推計したようであるが、それ以上の明解な回答は得られなかった。コンポス

ト化処理量についても、下記に示すような現状を反映した数値とは考えにくい。 

また、パレンバン市の場合、3Rを担う行政機関は環境局である。環境局では、廃棄物減

量化のためのコンポスト化を、2年ほど前から主として市場と学校で推進している。いわゆ

る廃棄物処理（収集・運搬・ 終処分）を行う清掃局は、廃棄物処理の効率化という観点

から市民に減量やリサイクルへの取り組みを呼びかけているにとどまる。 

 

1）市場のコンポスト化活動 

パレンバン市では市長の方針により、すべての市場はコンポスト化施設を設置し、運

営しなければならないとしている。環境局は技術的指針を与えたり一部の機材を調達し

たりして、これを推進している。 

市内には全部で市営市場が25カ所、民営市場が8カ所あり、このうちコンポスト施設を

有しているのは市営9カ所、民営4カ所の計13カ所である。市場を管理する市の職員によ

れば、これらの市場で発生する有機ごみはすべてコンポスト化処理され、その量は合計

7.2t/月であるという。13カ所のなかには大規模な卸市場も含まれているため、すべてがコ

パイロットセル 

浸出水の処理設備 
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ンポスト化されるとは考え難い。 

調査団は実際に、その大規模卸市場（Retail市場）及び小さい街中の市場（Padang Selasa

市場）を視察した（付属資料Ｉ－4 10月21日の議事録も参照のこと）。Retail市場は2,000

ほどの売場区画があり、生鮮食料品や乳製品などを主に取り扱う。裏手にコンポスト化

施設と廃棄物の一次貯留所（TPS）が設置されている。コンポスト化施設の処理能力は、

施設の仕様から1日0.5m3程度であり、ほとんどの廃棄物がTPSに貯留され 終処分場へ運

搬されるものと見受けられた。 

またPadan Selasa市場は売場区画100弱で、生鮮品や日用品が売られ、やはりコンポスト

化施設とTPSが隣接して設置されている。コンポスト化施設の仕様から、やはりコンポス

ト化されるのは一部の有機ごみと考えられる。 

他の11カ所も同様の状況と仮定すれば、13の市場のコンポスト化施設のコンポスト化

処理量は上記のとおり7.2t/月程度のもので、発生する有機ごみの一部のみ処理しているも

のと想定される。また製品は主として、市内の街路などに用いられるとのことである。 

 

2）学校のコンポスト化活動 

特に環境への取り組みが熱心であることから選ばれた市内の15の小・中・高校におい

て、リサイクルやコンポスト化活動を中心とするごみ教育を、週2時間実践している。内

容は、容器ごみを利用した工作や再生紙作り、コンポスト製造などである。 

調査団が視察した中学校（付属資料Ｉ－4 10月21日議事録も参照）では、40人学級が

18あるが、全3学年が週2時間のごみ教育の授業を受ける。有機ごみとそれ以外を分ける

分別ごみ箱が各所に配置され、有機ごみはコンポスト化される。有機ごみは構内の木・

草・葉類であり、動物性のものや食品由来のものはないに等しい。上記市場でのコンポ

スト化と同様、1m四方程度のコンパートメントに区切られ、EM菌を加え、攪拌しながら

隣のコンパートメントに移し替えていく方法が取られている。成果物は構内の植栽に用

いられる。 

 

3）その他 

有機農業振興政策を打ち出している農業省は、全国の国営肥料会社で合計1,000t/日の有

機肥料の生産をめざしている。これを受けて、パレンバン市で操業する国営肥料会社PT 

Pusriでも有機肥料を生産している。施設の生産能力は8t/日であるが、窒素や燐などを添

加するために用いる動物の糞尿の入手が容易でなく、現在の生産量は4t/日である。工場

敷地内の植物ごみが主たる原料となっており、市内の有機ごみはトラック1台、2t/日程度

のみ受け入れている。 

そのほか、3R活動としては 終処分場におけるウェイストピッカーによる有価物回収

がある。ウェイストピッカーは現在、TPA-Iにおいておおむね200名ほどが活動している

と見受けられる。スラバヤ市と同様、重機と接触する危険が極めて高い状況で回収作業

をしている。スラバヤ市と違い処分場内に居住している者も多いことから、作業時間に

制約はないものと思われる。 

また、環境局はPKKのなかから意志のあるものを対象に、環境リーダーの育成に取り

組んでいるとのことである。 
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今般の現地調査で確認できた3R活動としては以上のとおりであり、アディプラ

（ADIPURA）に示された「月間のコンポスト化処理量は3,000m3、リサイクル量は1,200m3」

といった数値を裏づける情報は得られなかった。パレンバン市の3R状況については、そ

の量を把握することが当面の課題となる。 

また、今後の3R活動の推進に関する考えとして、環境局からは、これまでは上記のよ

うな市場や学校に対する活動が中心であったが、2010年からは居住環境改善活動の一部

としてコミュニティレベルでの3Rに取り組むとの考えがあるとのことである。さらに、

清掃局からは、現在既に市場や学校などのTPSのうち38カ所で有機ごみとそれ以外の分別

貯留が実行されており、これらを分別されたまま運搬できるような体制を築きたいとの

意向が聞かれた。分別運搬後は 終処分場での分別埋め立てを企図しているとのことで、

その真意は理解しかねるものの、有効な3R活動を実施する素地とは考えられる。 

 

２－３－３ 他ドナーの動向 

  （1）ドイツ復興金融公庫（KfW） 

ドイツ連邦共和国（以下、｢ドイツ｣と記す）は2007年、インドネシア政府との間で気候

変動を新たな優先分野とすることで合意し、それに伴う新たな資金協力としてUrban 

Clilmate Protection Programmeを開始すべく準備中である。Executing Agencyは公共事業省で

ある。 

対象都市として、まず国家計画企画庁の打診により当プログラムへの参加へのコミット

メントを示した6都市（Pekalongan、Surabaya、Semarang、Malang、Surakarta、Palembang）

からプロポーザルが出され、これを基に今年（2009年）10月からF/Sを実施し、どのような

プロジェクトが支援の対象として適当であるかを決定していく予定となっている。 

これらの都市に加え、Mataram、Bukut Tinggi、Bitung、Amuntai、Serdang Bedagaiが対象

都市として公共事業省から提案されている。 

 

  （2）ドイツ技術協力公社（GTZ） 

上記インドネシア－ドイツで実施への協議をしている気候変動プログラムは、2010年よ

り正式に開始する見通しである。GTZが担うコンポーネントは、PAKLIM（Policy Advice for 

Environment and Climate Change）と呼ばれるもので、現在はパイロット都市（Palembang、

Surakarta、Semarang、Pekalongan、Surabaya、Prambanan）における活動の立ち上げを行って

いる。活動は主には、国レベルや地方レベルにおける行政機関への政策アドバイスと、工

業セクターにおけるエネルギー効率化などによる温暖化防止の取り組みの強化を柱として

いる。後者においては、工場内の資源フローの効率化という観点から廃棄物管理の視点が

盛り込まれることも考えられるとのことである。 

 

  （3）アジア開発銀行（ADB） 

ADBでは、廃棄物管理に特化した案件は実施しておらず、その計画もない。ただし、プ

ログラムの一部として廃棄物関連のコンポーネントが含まれている場合がある。その2つの

プログラムについて情報を得た。 

1つは、現在実施中のサンゴ礁の保護・再生をめざすCoastal and Marine Projectで、スマト
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ラ島西部をADB、東部を世界銀行（WB）が担当している。Social Infrastructureと呼ばれる

コンポーネントで、廃棄物の不法投棄がサンゴ礁の生態を脅かしている観点から廃棄物関

連の活動がある。 

2つ目に、西ジャワにおいて、Integrated Citarum River Water Resources Management Project

（5億ドル）を昨年（2008年）6月から実施中である。Executing Agencyは公共事業省で、活

動内容によってさまざまな省庁が実施機関として参画する。西ジャワ州の10の市・県（ブ

カシ、バンドン、カラワンなど）を対象として、それぞれで環境アクションプランを作成

する。そのなかに、水資源管理の観点から廃棄物管理の要素が含まれることになる。この

部分の実施機関は、環境省のDeputy IIIである。 

ADBとしてCountry Partnership Strategy（2011-2015）を作成中（新RPJMに照らして完成さ

せる）だが、廃棄物を中心に扱う案件は今のところ予定がない。 
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第３章 協議内容と調査結果 
 

３－１ JICAによる関連調査の経緯 

JICAは2008年2月に、都市環境改善プログラムに関し、特に都市排水、廃棄物の両分野に焦点を

当て、今後の協力の方向性をより具体的に示し、新規案件の形成のあり方を検討するための情報

収集調査として、「インドネシア共和国都市環境改善協力プログラム形成調査」を実施してきた。 

このなかで、廃棄物分野についての今後の支援の方向性として、「現在、新たな都市ごみ管理法

案が審議中であり、その内容は3Rを基軸に据えた包括的、かつ意欲的なものになっている［→そ

の後、2008年5月に成立］。しかしながら、この法律が成立してもそれを推し進めていくためには、

中央及び地方での制度構築やキャパシティの向上が必須であり、法律を着実に実行していくため

のさまざまな支援が必要となる」としており、制度構築等のキャパシティー向上が重要であると

提言を行っている。併せて別添資料として、「協力プログラムの目標と具体的成果」のたたき台を

以下のとおり提示している。 

 

＜協力プログラムの目標＞ 

「都市におけるごみ管理水準が向上する」 

（循環型社会の形成を視野に入れた総合的な都市ごみ管理システムを構築することによっ

て、都市部の生活環境を改善する） 

 

＜成果＞ 

成果1：制度構築 

都市ごみ3R・適正処理推進のための制度が構築される。 

 

成果2：廃棄物管理システム改善 

地方政府の廃棄物管理能力が向上し、対象都市で廃棄物管理システムが改善される。

 

成果3：施設整備 

対象都市で3R・適正処理を推進するための施設が整備される。 

 

廃棄物分野管理においては、「制度構築」「廃棄物管理システム改善」「適正処理のための施設改

善・整備」の3つのコンポーネントが必要とされており、それぞれの概要は以下のとおりである。 

本プロジェクトは、プログラムの骨格を成すプロジェクトとして「制度構築」「廃棄物管理システ

ム改善」を中心に課題を抽出し、プロジェクトフレームワークの設計を検討する。 

なお、「適正処理のための施設改善・整備」については資金協力（円借款・無償資金協力）及び

これに付随する各種調査により実現をめざすこととしており、これにより、ソフト及びハード一

体的な包括的な支援の実現をめざすことを想定している。 

 

３－２ プロジェクトの基本的考え方 

３－２－１ プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、インドネシアが2008年に制定した廃棄物管理法の推進を促進し、国家戦

略を策定することを目的として実施するものである。その基本的な考え方は、上記の2008年に

実施された関連調査の結果を踏まえ、以下のフレームワークに基づくプロジェクト形成を行っ
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ている。同調査で示された方向性と、本プロジェクトによる支援コンポーネントとの相関関係

は以下のとおりである。 

 

課 題 
プログラム形成調査で 

示された支援の方向性 
本プロジェクトによる主な支援コンポーネント 

制度構築 

中期的な視点で、環境負荷

低減に資する循環型社会の

形成に向けた政策、法制度、

ガイドライン、マニュアル

等の整備・構築を支援する。

・ 廃棄物管理法とこれに係る政令（PP）に基づいて、

策定されることとなっている各種省令、規定の策

定に係る支援 

・ 地方政府が廃棄物基本計画に相当するもの（条例）

を策定する際に必要となるガイドライン策定に

係る支援 

・ 国が作成する廃棄物管理に係る戦略計画に必要と

なるベースラインデータ収集のための体制整備

（全国の廃棄物の統計情報管理制度の構築）支援

・ 3R普及に係る各種の政策立案（拡大生産者責任制

度、リサイクル、リユースの普及）、実践 

廃棄物管理

システム改

善 

短中期的な視点で、地方政

府の廃棄物管理の計画策

定、実施、モニタリングに

係る能力の向上を支援する

とともに、対象都市の廃棄

物管理（部分・全体）の改

善を支援する。 

・ スラバヤ市など各自治体の優良事例の拡大普及

（北九州イニシアティブに基づくPESAMAS事

業） 

・ 対象地方都市における廃棄物管理基本計画（条例）

の作成の支援 

・ 対象地方都市における適正な廃棄物処理に向けた

システムの改善 

適正処理の

ための施設

改善・整備 

既存のオープンダンピング

で緊急性の高いものの改

善・安全閉鎖に向けた技術

支援、新規最終処分場、中

継基地、中間処理場建設な

ど大規模な施設整備に対す

る財政・組織・制度構築を

支援する。 

・ 最終処分場改善に係るガイドライン整備等の中央

政府における政策支援 

・ 対象地方都市における廃棄物最終処分場の一部改

善（デモンストレーション） 

 

JICAの果たす役割としては、過去には多くの開発途上国で廃棄物管理、3R推進のプロジェクト

が実施されてきた経緯があるが、インドネシアにおいてはこうした包括的な支援を行うのは今回

が初めてとなり、インドネシア政府からの期待も非常に大きい。本プロジェクトでは、過去のJICA

の知見やリソースを総合的に活用しつつ、インドネシアに対して必要となるコンポーネントの多

くを含めた包括的なプロジェクトとなっている。その結果、今回計画されている技術協力プロジ

ェクトの基本的なデザインのための考え方は、以下の達成すべき成果に集約される。 
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成果1 

廃 棄 物 管 理 法

（No.18/2008）に定

める省令のドラフ

ト及び関連政令が、

法令の優先度を考

慮したうえ、環境省

及び公共事業省の

それぞれの権限の

なかで作成される。

（省令策定） 

インドネシアの廃棄物管理法（No.18/2008）については、第2章で詳細

に述べたところであるが、その基本的考え方は先進国のものとほぼ同レ

ベルのもので、これを実施するには相当のキャパシティービルディング

が重要である。本プロジェクトでは、その骨格となる政令（現在インド

ネシア側が策定中）を基にして、実際に地方都市が実施するうえで制度

的技術的な指針となり得る省令を策定することを大きな支援の柱と位置

づけることとしている。地方分権化の下で廃棄物行政を実際に担うのは

地方政府であるが、地方政府ではこれら政令・省令の策定を待っている

状況であり、地方レベルでの廃棄物管理法に基づく具体的な取り組みは

一部を除いてほとんど行われていない状況である。 

政省令の策定にあたっては、先進諸国で議論されているようなEPRを

そのまま移入するのではなく、それをインドネシアの実情に合わせるこ

とが、段階的な廃棄物管理水準の向上のために極めて重要である。その

ためには日本の経験も含めた巧妙な制度設計が必要となり、技術協力の

必要がある。また、インドネシアにおけるガイドラインとは関連事例や

方法の例示などを含むマニュアル的なものと理解される。 

これまでわが国では、廃棄物管理をめぐる一連のイシューに対応する

ために、多様な法制度を導入したところであり、その経験を活用するこ

とができる。また、3Rイニシアティブによるわが国の知見を普及する政

策も実施しているところである。 

なお、現在環境省には長期専門家が派遣されており、インドネシアの

ニーズを的確に把握している。必要な時期に必要な内容の法制度設計の

ための支援要請を受け、柔軟に対応することが可能であると考えられる。

また、JICAの支援によって進められてきたエコラベル制度に対する支援

をうまく連携させることが肝要である。 

成果2 

地方自治体の廃棄

物管理の実態を把

握するための全国

廃棄物情報管理制

度が構築され、運用

される。（廃棄物情

報管理制度） 

現在のインドネシアの廃棄物統計はその実施方法及び統計管理におい

ても問題が大きく、十分信頼に値するものとはなっていない。今後廃棄

物管理の政策、3R政策を立案していくうえでも、また数値目標といった

具体的指標を設定するうえでも、統計情報の適切なマネジメントは不可

欠である。統計システムはいかなる政策を展開する際にも重要である。

また、環境省では都市ごみ所管、産業廃棄物所管ともに統計システムの

必要性を指摘しており、相手国のニーズがある。 

さらに、統計システムを活用した具体的な政策展開を検討することは

インドネシア環境省職員のキャパシティー・ディベロップメントとして有

効であると考えられる。なお、現状のインドネシアの地方政府のキャパ

シティーを考慮した場合、統計情報システムの改善も段階的に実施する

のが望ましく、いきなり全国の地方自治体に統計情報収集のための改善

を依頼するのは困難である。本プロジェクトではその最初のステップと

して、既存の政策アディプラ（ADIPURA）にオントップする形での実施

が望ましい。アディプラとは、環境省が年に1回実施している地方自治体

表彰のための環境行政評価システムであり、これに基づいて地方自治体

は自らの取り組みをフォーマットに基づいて報告することとなっている

（義務ではないが、メトロポリタン、大都市、中規模都市の多数が実施）。

よって、本制度における廃棄物情報部分のみを改善することで、既存の

仕組みを活用した情報収集体制を再構築することが可能と思われる。 
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 なお、環境省に過去派遣された専門家〈根木専門家〉により、都市ご

み関連の統計システム整備を見据えたデータ収集シートを開発し、一部

市・県で試行されており、これらの経験を生かしつつも、かかる統計シ

ステムはわが国で長年運用されており、このノウハウが活用可能である。

成果3 

廃棄物管理に関す

る国家政策・戦略の

ドラフトが作成さ

れる。（国家政策・

戦略） 

インドネシアでは、2009年10月に第2次ヨドヨノ政権が誕生し、2010

年から2014年までの5カ年国家開発計画の策定が進められている。また、

気候変動対策に積極的なインドネシア政府は、気候変動に係る政策実施

のためのロードマップを重点10セクターにおいて策定することとしてお

り、廃棄物は「緩和」において森林・泥炭管理、エネルギーに次いで重

要なセクターとして位置づけられている。また最近発表した気候変動に

係る長期目標として2020年までに26％の温室効果ガス削減という目標の

なかでも廃棄物は大きく取り扱われており、特に最終処分場の改善、3R

の推進が大きな政策として取り上げられるなど、インドネシアの政策の

上流においても3Rは既に大きな位置づけとなっている。 

一方で、廃棄物管理、3Rの国家戦略は定まっておらず、環境省による

3R戦略（第5版まで作成中で完成はしていない）、や公共事業省による廃

棄物管理政策及び戦略の策定など、各省での独自の政策、戦略策定や取

り組みが行われたりしており、その内容も数値目標といった点でも具体

的実現性に根拠が少なく、国家全体としての体系的な計画・戦略として

位置づけられていない。またこれらは一般廃棄物管理法が制定される前

のものであり、新法に基づいたものとはなっていない。 

こうしたことから、インドネシアにおける廃棄物管理・3Rに係る国家

政策・戦略のドラフト策定は今後のインドネシアの廃棄物行政・3Rの推

進にとっても極めて重要なものとなっており、特に数値目標のような具

体的な事実に基づいた計画、実施、モニタリング、改善というPDCAサ

イクルによる検証が可能な政策・戦略の策定が不可欠となっている。 

なお、これら戦略の策定については、大学等の研究機関によるアカデ

ミックペーパー策定支援、BAPPENAS、工業省、商業省といった関係省

庁の関与は不可欠であり、本プロジェクトではこれらの活動を推進する

ための環境省の役割を側面支援することを大きな目標としている。 

成果4 

地方自治体による

適正な最終処分を

支援するための技

術ガイドラインが

作成される。（最終

処分場改善、安全閉

鎖） 

本成果は、元々の要請で公共事業省が特に強く希望していたものであ

り、本成果は公共事業省に対して実施されるものである。 

一般廃棄物管理法の成立に伴い、5年以内に既存のオープンダンピング

サイトはリハビリテーションを施さない限り使用ができなくなり、リハ

ビリテーションのノウハウ蓄積が急務となっている。一方でオープンダ

ンピングサイトは地下水汚染、野焼きによる大気汚染、悪臭、ハエの発

生など現在著しく周辺環境を圧迫しており、改善が急務となっている。

公共事業省は既存処分場をリハビリしたうえで継続使用する方針をも

っている。しかしながら、良好なリハビリテーション事例はまだなく、

効率的・効果的なリハビリテーションは処分場の立地などによって異な

ることから、複数の既存処分場を対象とした実際のリハビリテーション

活動を通じて、ノウハウの確立、技術移転、キャパシティー・ディベロ

ップメントが必要となっている。なお、現在リハビリテーションに関す

る技術指針・ガイドラインは存在しておらず、策定が必要となっている

が、そのノウハウは公共事業省によっても把握されていない。 
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 また、公共事業省は地方政府とともに、衛生埋立処分場の建設推進を

進めるものの、多数の都市を対象とした建設は困難であるので、既存の

処分場の活用が必要となっている。こうしたなかで、これまで建設中心

であった最終処分場に対して、改善あるいは安全閉鎖といった新たな取

り組みが全国的に求められているものの、これに係るノウハウがインド

ネシア国内で不足している点が問題となっている。 

廃棄物管理法はオープンダンプ方式をなくすことを求めているが、い

わゆる「衛生埋立方式」を義務づけているわけではないことは、特徴的

である。現実の「埋立実態」と「環境影響の状況」に応じて、「改善重要

度の分類」を行い、分類ごとの「適用工法」を指南するといった現実的

な解決手法を示すことが有効だと考えられる。 

一方、わが国の地方自治体では、現在焼却灰を中心とする埋立処分を

行っているので、本分野においての優位性は低い。また、地方自治体本

庁担当者は埋立処分の実務に明るいとはいえず、仮に実務経験があった

としても異動により短期間である可能性が高く、リソースパーソンは少

ない。代わって、わが国にノウハウ、経験が蓄積されているリソースと

しては、埋立分野での経験豊富な民間の廃棄物処理事業者や、これまで

福岡方式に代表される途上国向けの適正地術普及を行ってきた大学研究

機関、コンサルタント等を挙げることができる。 

こうしたなかで、公共事業省に専門家を派遣し、本プロジェクトでは、

全国の処分場を簡易リサーチしたうえで、複数の都市における既存埋立

処分場を公共事業省と協力しながらリハビリテーションを行うための技

術的な支援あるいは政策アドバイス業務を公共事業省に対して実施する

ものであり、その他の成果ともシナジー効果を狙うことを目的としてい

る。なお、公共事業省に配属される本専門家（処分）は短期シャトル型

というよりは長期型に近い配置が望ましい。 

成果5 

3R及び廃棄物管理

に対する環境省及

び公共事業省の指

導・支援が強化さ

れ、モデル都市で3R

及び廃棄物管理が

適正に実施される。 

（3Rの推進） 

インドネシアにおいてはコミュニティ主導のコンポストを超える3R

活動は存在していない。コミュニティ主導のコンポストは、住民の意識

啓発効果が高く、コミュニティが自主的に取り組みやすいという利点を

もつ反面、①コミュニティの自主性が尊重されるあまり対象地域の拡大

を地方政府がコントロールしづらい、②ともすると地方政府の巻き込み

がないままにコミュニティのみによって取り組みが進み、廃棄物管理政

策に位置づけられない、③コンポスト推進で事業が完結してしまい、ご

みの排出管理や処分場問題などごみ問題の本質に肉薄するための次のス

テップに自動的にはつながらないなどの隘路をもっている。コミュニテ

ィ主導のコンポストから総合的な廃棄物管理に切り込んだ取り組みが必

要となっている。 

本プロジェクトでは、これまでのスラバヤ市における北九州市による

成功事例であるコミュニティーベースでの取り組みを更に全国的に拡大

させるとともに〈PESAMAS事業〉、「コミュニティーベース」から「地方

行政ベース」へのステップアップへと大きく脱却するための第一歩とな

ることを目的としており、コミュニティ主導のコンポストの構築を踏ま

えた総合的・包括的廃棄物管理システム構築に切り込んだ技術支援（ご

み排出管理、分別排出、収集効率化、関連施設整備など）が今後の支援

方策として提案可能であると考える。 
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 これらの考え方は環境省、公共事業省ともに3Rの推進を事業の柱とし

て設定しているようにニーズは高く、一方で政策関係者、行政担当者と

もにコミュニティ主導のコンポストのノウハウは有しているものの、こ

こからごみ排出管理改善にアクセスした経験は有しておらず、技術協力

の必要性が存在する。 

またインドネシアにおいては、原則いつでもごみを排出できる。この

ため住民のごみ管理意識は育っていない。コミュニティ主導のコンポス

ト活動は、住民のごみ管理意識を醸成する効果もあるが、同時に曜日収

集・定時収集などごみの排出ルールの変更を行うことによって、意識醸

成効果を更に高めるとともに、ごみ排出改善を通じて、廃棄物問題の解

決のための素地形成につなげることが可能である。 

こうしたなかでわが国はごみ分別排出・定点定時曜日収集の実施を住

民と行政の間の日常的かつ稠密なコミュニケーションを通じて実現し、

総合的・包括的都市ごみ管理システムの構築につなげてきたほとんど唯

一の国であると認識できる。かかるノウハウ・経験を蓄積しており、リ

ソースパーソンも豊富に有しており、本分野において圧倒的優位にある。

なお、対象都市である、スラバヤ市については北九州市の協力なども

ありインドネシア国内で最も環境行政に力を注いでいる都市であるとい

え、最も3R行政の推進に妥当な都市であると思われる。一方パレンバン

市はインドネシアのなかで平均的な都市であるといえる。したがってス

ラバヤ市では更に取り組みを強化し、インドネシア地方都市の規範とな

るモデル都市を構築することをめざしつつ、パレンバン市では平均的都

市がいかにして平均レベルから上位レベルへの脱却を図ることができた

のかといった、廃棄物行政を改善するモデル事業として位置づけること

ができる。 

 

３－２－２ 各成果に係る活動 

プロジェクトフレームワーク（PDM）に基づく各活動案概要について、調査団で検討した結

果は以下のとおりである。 

 

 ＜各活動の説明＞ 

成果1 廃棄物管理法（No.18/2008）に定める省令のドラフト及び関連政令が、法令の優先度

を考慮したうえ、環境省及び公共事業省のそれぞれの権限のなかで作成される。 

1.1 省令のドラフト作成のための分科会を作業グループ（Project Implementation Unit：PIU 

A）内に設置する。 

討議議事録（Record of Discussions：R/D）のAnnex IV記載のGroup Aのメンバーに

より環境省及び公共事業省に省令策定の分科会を設置する。 

1.2 廃棄物管理に関係する法規制の調査を行い、省令策定の優先順位づけを行うとともに、

作業手順を定める。 

成果3の国家政策・戦略策定のための活動と連携し、廃棄物管理法に付随する政令

を中心に、関係する法的文書をレビューしてどのような内容の省令が必要でどのよ

うな優先順位となっているかを明らかにし、本プロジェクトにおいてどの分科会が

どの省令をどのような手順でいつまでにドラフトするか、決定する。 
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1.3 関係者会議を開催し、諸関係機関から意見を聴取する。 

省令ごとに意見徴収が有益と考えられる関係者を特定し、適宜会議を開催してド

ラフトの内容を精査する。 

1.4 優先順位に従って省令のドラフトを作成する。 

優先順位の高い省令ドラフトを順次作成する。 

1.5 省令のドラフトが政府の公式文書として承認を得るため、必要なフォローアップを行

う。 

Deputy IIで作成されたドラフトはDeputy Vでのレビューを経て大臣署名に附され

る。この過程での作業の進捗を適宜確認し、円滑化のための情報提供・修正支援な

どを行う。 

 

成果2 地方自治体の廃棄物管理の実態を把握するための全国廃棄物情報管理制度が構築さ

れ、運用される。 

2.1 アディプラ・プログラムなど関連する制度の調査を行う。 

毎年のアディプラ・プログラムや2007年に環境省がJICA専門家の支援を受けて行

った全国調査など、これまでの廃棄物管理に関する情報収集活動をレビューする。

また本プロジェクトの全国廃棄物情報管理制度はアディプラ・プログラムを活用し

て開始することから、アディプラ・プログラムの運用実態を把握する。 

2.2 制度設計の基本方針を決める。 

全国廃棄物情報管理制度の目的、取得すべき情報の種類、情報収集・管理体制等

について、本プロジェクトで実施する中期計画及びアディプラ・プログラムから独

立した体制とする長期計画の基本方針を決める。 

2.3 環境省と公共事業省が協働で全国廃棄物情報管理制度（集計システムを含む）を設計

する。 

各自治体に提供を要求するデータの種類、必要となる指標値、集計システム、デ

ータ集計方法などを設計する。その際、活動2.4で行う代表都市での廃棄物調査で、

どのようなデータを取得しそれを制度でどう活用するかを明らかにする。 

2.4 制度設計で定めた指標値を決めるための廃棄物調査を代表的な都市で実施する（調査

は1年次に実施し、2年次以降1年おきに実施する）。 

規模の異なる都市を数箇所選び（スラバヤ市とパレンバン市を含むものとする）、

ごみ量調査、ごみ質調査、排出者アンケート調査など、活動2.3の制度設計の結果を

受けて必要と考えられる調査を行う。調査は2年おきに行い、指標となるデータを更

新する。 

2.5 関係者に対し制度運用を周知するためのワークショップを全国5カ所の環境省地方事

務所単位で開催する。 

アディプラ対象の人口2万人以上の地方自治体に対し、当該制度の運用や制度を盛

り込んだ新しいアディプラの質問票の内容、回答方法などについて説明するワーク

ショップを、全国5カ所の環境省地方事務所ごとに開催する。 

2.6 全国調査を実施する（調査は2年次以降毎年実施する）。 

アディプラ対象自治体に回答を求め、環境省による自治体でのアディプラ審査の



 

－94－ 

ためのモニタリングの際に制度運用のフォローアップを行う。 

2.7 調査を統計資料として取りまとめ、環境白書、WEB、広報等を通じて公開する（第2

年次以降毎年）。 

アディプラ質問票の回答を回収し、集計作業を行って全国の廃棄物管理情報を取

りまとめる。結果は、環境白書、環境省のWEBサイト、その他の広報手段などによ

り公開する。 

 

成果3 廃棄物管理に関する国家政策・戦略のドラフトが作成される。 

3.1 環境省、公共事業省以外の関係中央省庁、学識経験者、産業界代表等で構成する国家

政策・戦略策定審議会（審議会）を設置する。審議会は、作業グループ（PIU C）に対

し国家政策・戦略に関し助言を与える。 

環境省と公共事業省がメンバーとなるPIUのグループCが作成する廃棄物管理国

家政策・戦略を審議する第三者機関として、工業省、通商省、内務省などのほか中

央省庁、大学や研究機関などの学識経験者、産業界代表者などから構成される審議

会を設置する。 

3.2 関連する法令/政令、現行政府プログラムなど既存の政策・戦略を評価・分析する。 

廃棄物管理法とその政令、公共事業省令（2006年第21号）、政令（2007年第38号）、

RPJM（2009-2014）、環境省・UNCRDによる3R国家戦略など関係する法令や政策文

書における廃棄物管理政策・戦略を評価・分析する。 

3.3 全国の廃棄物管理の現状を把握し、3R推進及び廃棄物管理上の課題を抽出する。 

資源ごみ実態調査、最終処分場インベントリー調査（以上、現地再委託）などの

調査を実施して全国の廃棄物管理の現状を把握し、3Rの推進や廃棄物管理のための

課題を抽出する。 

3.4 「活動2-1から2-7」の結果を活用して、廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトを作成

する。 

活動2-1から2-7により得られた全国廃棄物情報を活用して廃棄物管理の現状を十

分に認識したうえで、廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトを作成する。 

3.5 審議会の提言・助言を踏まえて、廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトを改訂する。 

活動3-1で設置した審議会を適宜開催して、作成したドラフトに対する提言や助言

を受け、これらを反映させて廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトを改訂する。 

3.6 地方自治体、地域の代表など関係者を含むワークショップを開催し、廃棄物管理国家

政策・戦略のドラフトに関し意見を交換する。 

廃棄物管理を実際に担う地方自治体、地域の住民組織の代表、産業界・経済界の

代表などの利害関係者を参加者とするワークショップを開催し、廃棄物管理国家政

策・戦略のドラフトに関する意見交換を行う。 

3.7 ワークショップの結果を考慮して、廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトを完成させ

る。 

ワークショップでの意見を反映しつつ、廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトを

完成させる。 

3.8 廃棄物管理国家政策・戦略のドラフトが政府の公式文書として承認を得るため、必要
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なフォローアップを行う。 

廃棄物管理国家政策・戦略は省令または大統領令として公布される見込みであり、

その公布手続きが円滑に行われるよう必要なフォローアップを行う。 

 

成果4 地方自治体による適正な最終処分を支援するための技術ガイドラインが作成される。 

4.1 全国の最終処分場の実態を調査する。 

活動3-3で行った最終処分場インベントリー調査の結果や、その他公共事業省や環

境省が有する全国の最終処分場に関する既存資料、関係者への聞取りなどにより、

全国最終処分場の実態を理解する。 

4.2 公共事業省が支援している最終処分場プロジェクトの内容をレビューする。 

公共事業省が全国で支援している最終処分場プロジェクトに関し、支援の動向や

設計方針など、それらの実施内容をレビューする。 

4.3 公共事業省が支援しているプロジェクトのうちから、設計段階、建設段階及び運用段

階にあるプロジェクト各1個をモデルとして選定し、それらに対し技術的助言を与える。 

公共事業省が支援しているプロジェクトのうち、設計段階にあるもの、建設段階

にあるもの、建設を終え運用段階にあるものをそれぞれ1個ずつ選定し、日本人専門

家の助言を得ながら支援を引き続き実施する。 

4.4 活動5-5で実施するモデル都市におけるモデルプロジェクトをレビューする。 

活動5-5で実施するスラバヤ市及びパレンバン市での最終処分場に関するモデル

プロジェクトの内容をレビューする。 

4.5 技術ガイドラインを作成する。 

活動4-1から4-4の結果を踏まえ、地方自治体による適正な最終処分を支援するため

の技術ガイドラインを作成する。 

4.6 公共事業省や地方自治体が参加する技術ガイドラインに関するワークショップを開催

する。 

技術ガイドラインの内容を周知させるため、公共事業省内の関係者や地方自治体

からの参加者に対しワークショップを複数回開催する。 

 

成果5 3R及び廃棄物管理に対する環境省及び公共事業省の指導・支援が強化され、モデル都

市で3R及び廃棄物管理が適正に実施される。 

5.1 モデル都市において廃棄物管理に関する現況調査を実施する。 

スラバヤ市とパレンバン市において、現地再委託による実態調査、その他必要な

調査を実施し、活動2-4での調査結果も活用して、廃棄物管理の現況を理解する。 

5.2 モデル都市において、自治体のイニシアティブによる発生源分別導入及び最終処分場

改善を含む市の3R及び廃棄物管理に係る政策・戦略案を策定する。 

廃棄物管理法が求めている地方自治体の廃棄物管理に係る政策・戦略の案をモデ

ル都市において策定する。内容として、自治体がイニシアティブを取って行う発生

源分別や最終処分場の改善を含むものとし、成果1から成果4までの活動の進捗を随

時参照するものとする。 

5.3 市の3R及び廃棄物管理に係る政策・戦略に基づき、技術協力プロジェクトで実行する
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プログラム（モデルプロジェクト）の詳細計画を策定する。また、政策・戦略の承認

過程でプログラムの詳細計画を見直す。 

活動5-2で作成した政策・戦略に基づき、本件プロジェクトの範囲において実施す

るモデルプロジェクトの詳細計画を策定する。政策・戦略が市の承認過程で修正さ

れる場合は、それに応じ詳細計画も見直す。 

5.4 モデル都市が実施するモデルプロジェクトに対する環境省及び公共事業省による指

導・支援・モニタリングの行動計画を作成する。 

モデル都市が行うモデルプロジェクトに対し、環境省と公共事業省がいつ、どの

ように指導・支援・モニタリングを行うかを行動計画として作成する。 

5.5 モデル都市においてモデルプロジェクトが実施され、それに対し、環境省及び公共事

業省がモデルプロジェクトの実施を支援する。 

活動5-3で作成したモデル都市の詳細計画及び活動5-4で作成した環境省と公共事

業省の行動計画に基づき、それぞれの活動を実施する。 

5.6 モデルプロジェクトの結果・評価・教訓を提言、提案としてまとめる。 

モデルプロジェクトの結果を取りまとめて評価を行い、教訓を引き出して、今後

への提言・提案をまとめ、ステアリング・コミッティ等に報告する。 

5.7 モデルプロジェクトを全国に普及させるためのワークショップを開催する。 

モデルプロジェクトが他の地方自治体に普及するよう、モデルプロジェクトの内

容や結果を報告するワークショップを開催する。 

5.8 マカッサル、バリクパパン、タラカン、パレンバン及びジャカルタ中央区において

PESAMAS普及事業57を実施する。 

スラバヤ市で導入されたPESAMASをマカッサル、バリクパパン、タラカン、パレ

ンバン及びジャカルタ中央区で普及する。 

5.9 PESAMAS普及事業の評価結果を基に、公共事業省がPESAMAS普及事業の制度設計を

行う。 

活動5-8の結果を評価し、PESAMASの全国普及の促進を目的とする公共事業省の

制度を設計する。 

 

成果6 廃棄物管理法に基づく地方条例策定のためのガイドラインが作成され、それに基づい

てモデル都市の条例（案）が作成される。 

6.1 廃棄物管理に関連する既存の条例を調査する。 

スラバヤ市及びパレンバン市の廃棄物管理に関連する条例の内容を理解する。 

6.2 既存の条例について追加もしくは改訂すべき事項を明確化する。 

廃棄物管理法及びその政令の内容から、既存の条例について追加すべき事項や改

訂すべき事項を明確にする。 

6.3 条例策定のためのガイドライン（案）を作成する。 

廃棄物管理法に基づく地方条例を全国の地方自治体が策定する際の資料として、

                                                        
57 PESAMAS （Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat）：北九州市が高倉方式といわれる家庭用コンポストをスラバヤ市にお

いて導入した市民参加型のコンポスト事業 
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ガイドライン（案）を作成する。 

6.4 自治体関係者会議で、地方自治体や関係者のコメントを聴取し、ガイドライン（案）

を改訂する。 

地方自治体関係者が出席する会議において、ガイドライン（案）への地方自治体

や関係者からのコメントを受け、ガイドライン（案）を改訂する。 

6.5 ガイドランン改訂案に基づき、モデル都市において条例案を作成または改訂する。 

ガイドライン改訂案を活用しつつ、モデル都市における条例案を作成するか、あ

るいは条例を改訂する。 

6.6 行動6-5の結果を受けて、ガイドラインを完成させる。 

活動6-5でガイドライン改訂案を活用した結果を踏まえて、ガイドラインを完成さ

せる。 

 

３－２－３ プロジェクト期間 

プロジェクト期間は5年の予定である。詳細は「付属資料Ⅰ-2 PDM & PO（案）」を参照。 

 

３－２－４ 実施体制 

プロジェクトは各成果ごとに、中央政府（環境省、公共事業省）が取りまとめ役となるもの

の、実際の技術移転については、これら中央政府とともに地方政府（パレンバン市、スラバヤ

市）及びPESAMAS活動に伴う5つの地方都市が含まれるなど、関係者が多岐にわたっている。 

そのため、中央政府レベルと市政府レベルの双方がメンバーとなる合同調整委員会（JCC）と、

実際の活動をマネジメントするための中央レベルのステアリング・コミッティー（SC）、市レベ

ルを主体とするステアリング・コミッティー（SC）を組織する。また、C/Pとなる組織としては、

環境省DuptyII及び環境省地方出先機関、公共事業省人間居住総局、スラバヤ市（計画局、清掃

局、環境局）、パレンバン市（計画局、清掃局、環境局）等が位置づけられており、各成果ごと

にPIUが設置されることとなっている。詳細は「付属資料Ⅰ-1 MINUTES OF MEETING（M/M）」

を参照。 

プロジェクトダイレクターを環境省DuptyII次官とし、環境省DuptyIIのAssistant Deputy for 

Small Scale Enterprises & Domestic Waste Pollution Control、並びに公共事業省人間居住総局のthe 

Director of Directorate of Environmental Sanitationの2名をプロジェクトマネジャーとしている。詳

細は「付属資料Ⅰ-1 MINUTES OF MEETING（M/M）」を参照。 

 

３－２－５ プロジェクトの投入 

日本側からは以下の投入が必要となる。 

 

① 人 材 

・ 総括/廃棄物管理 

・ 3R・減量化政策 

・ 廃棄物関連法 

・ 組織・制度・財政 

・ 廃棄物情報管理システム 
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・ 発生源分別/収集運搬 

・ 中間処理/リサイクル 

・ 最終処分 

・ 環境・社会配慮 

・ 広報/環境教育 

・ 市民参加型コンポスト普及技術（「官」のリソースの活用を予定） 

・ プロジェクトの円滑な実施に必要なローカルコンサルタント 

・ その他必要な日本人及び現地専門家/コンサルタント（分科会及び審議会などの要員を

含む） 

 

本プロジェクトで投入が想定されるのは、上記のような短期専門家によるシャトル型のチー

ム派遣であって、プロジェクトが実施される期間の間、継続的な派遣が想定される。 

なお、「最終処分」など公共事業省を中心に配属することが想定される専門家については、先

方の要請により数箇月といった短期ベースでの配属ではなく、10カ月程度の派遣を数年継続し

て実施することが求められる。 

体制としては、環境省本省に配属される総括の指揮命令の下で各専門家チームがぶら下がる

のではなく、個々の組織（環境省、公共事業省、スラバヤ市、パレンバン市、PESAMASの各5

都市）で活動を行う専門家がそれぞれの成果達成のための活動を他専門家と連携しつつ独立し

て実施し、全体的な取りまとめを総括が行うイメージである。 

したがって、総括もしくは副総括クラスの専門家は基本的に片方が必ず派遣されて活動を実

施していく体制が望ましい。 

 

② 資機材 

以下の資機材の調達が想定される。 

・ 全国廃棄物情報管理システム用コンピュータ（含むソフト） 

・ 最終処分場改善モデルプロジェクト用重機 

・ コンポスト処理モデルプロジェクト用機材/重機/トラックスケール 

・ 事務機器（パソコン等） 

・ 調査用機器（GPS、携行型水質分析器） 

 

③ 研修関係 

短期のカウンターパート研修に加え、長期研修（博士課程）などの実施を行う。研修項

目については、プロジェクト開始後に内容、リソースを含めて詳細に詰める必要がある。 

 

インドネシア側からは以下の投入が要求される。 

 

① カウンターパート職員 

中央、地方政府各関連組織からプロジェクトダイレクター、プロジェクトマネジャーの

ほかに、実際の活動及び技術移転を行う対象であるPIU形成に際してC/Pの配置が求められ

ている。詳細は「付属資料Ⅰ-1 MINUTES OF MEETING（M/M）」 
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② 事務所スペース及び事務設備 

日本人専門家のための執務室として、現地雇用スタッフを含め、環境省（7～10名）、公

共事業省（3～5名）、スラバヤ市及びパレンバン市（各10名）の広さの執務スペース及び関

連事務設備（電話回線、インターネット回線、机、椅子などの家具類）の提供が求められ

ている。 

 

③ 現地経費 

・ C/Pの給料 

・ 光熱費 

・ 供与機材の通関、保管、国内輸送に係る費用 

・ 供与機材に係る維持管理費用 

・ 地方政府でのモデル事業実施に必要となる経費 

 

３－２－６ プロジェクト実施に係る配慮事項 

  （1）C/Pが多数にわたるプロジェクト体制の構築について 

本プロジェクトは、環境省（KLH）、公共事業省（PU）、スラバヤ市、パレンバン市とい

った多数の機関にまたがるプロジェクトとして、各組織間の連携構築のための体制づくり

や情報共有体制、信頼関係の構築といった体制づくりが非常に重要である。 

今回の調査において、環境省は本プロジェクト実施に際して非常に協力的で、協議及び

訪問アレンジについても積極的な役割を果たしていた。プロジェクトC/Pについても具体的

人数は確定していないものの、それなりのスタッフを配置してくれるものと思われる。事

務所スペースも環境省敷地外の近隣に手配してくれる模様である。 

一方公共事業省は、最終処分場改善・安全閉鎖のためのガイドライン策定に対する期待

が高く、また福岡方式の技術紹介についても強い要望をもっている。なお、下水と同じく

過去派遣されたような廃棄物アドバイザー的な役割を本プロジェクト専門家に期待してお

り、同省に配置される専門家への期待は大きいものがあった。 

しかしながら、公共事業省と環境省間のコミュニケーションは必ずしも密ではない点も

多々見受けられた。これについてはJICA専門家が両省に配置されつつ両者間に入ることで

連携を促進することが期待される。したがってプロジェクトチームは、常に両者と密に情

報共有を行い、必要に応じて議論のテーブルをセットするなどのつなぎ役としての役割も

期待される。 

また、本プロジェクトは中央レベルでは公共事業省、環境省をメインC/Pとしているが、

3R政策に関しては工業省、商業省、バペナスなど関係機関との調整も重要である。プロジ

ェクト開始の早期の段階でこれら関係機関とコンタクトを取りつつコネクションをつくっ

ておくことが求められる。 

 

  （2）プロジェクトの支援体制について 

3Rイニシアティブが合意された以降わが国の開発途上国支援は3Rを含む支援を重点的に

展開してきている。また、廃棄物問題の高度化、地方行政のキャパシティの不足により、

広域化、民営化など新たな課題も出てきている。政府開発援助（Official Development 
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Assistance：ODA）を専門としてきた開発コンサルタントにこれらの新しいイシューに対応

できる十分なリソース、キャパシティがあるわけではなく、例えば、開発コンサルタント

のキャパシティを補完するために、アドバイザリー会議や作業管理委員会が実際の作業や

関係ステークホルダーの意見を直接聞き、これまで以上に積極的な役割を果たす機能をも

つことなども考えられる。また、これまでとは異なる新たなイシュー、アプローチである

ことを念頭に置いて、大学、自治体など、広い分野からリソースパーソンを探し、活用す

ることも極めて重要である。 

 

  （3）プロジェクトの運営、モニタリング、評価について 

本プロジェクトは全体を通じて5年間で投入量も通常の技プロに比して大きいものと予

想され、また民活技プロ＋「官（中央・地方）」の多様なリソースの複合的な活用が想定さ

れるため、JICA側においても極めて柔軟なプロジェクト運営が求められる。 

特に、わが国の3R政策やエコラベル制度、EPR、福岡方式といった政策・技術事例紹介

のセミナー開催なども随時直営で実施していくことが重要であり、このために、プロジェ

クトコンサルタントチームと連携して、インドネシアのニーズに合致した直営の官による

短期専門家・調査団派遣を柔軟に実施することが求められている。またこれらのリソース

については環境省派遣の長期専門家などとの意見交換を行いつつ、過去の長期専門家経験

者の派遣といったことなども必要に応じて実施することが求められる。 

なお、モニタリングに関しては中間評価のほかに、年1回程度の運営指導調査を通じて、

プロジェクトの進捗を適切に把握しておくことが重要である。また、周囲の状況変化に対

応しつつ、必要に応じて契約変更等の柔軟なTOR見直しが求められる。 

 

  （4）専門家の資質について 

プロジェクト専門家に求められる役割と資質。技術協力は、技術協力を実施するために

不可欠の資質を有する専門家が派遣された場合には、そのプロジェクトは受入機関に多大

のインパクトを与えることができ、成功することとなるが、専門家として必要な資質に欠

ける専門家が派遣された場合にはプロジェクトが失敗に終わることは当然のこととなる。

本プロジェクトでは、派遣される各専門家が、それぞれの専門性及び知識経験を生かしつ

つ、自発的・自立的な研究活動を促すことが求められている。このため、環境省、公共事

業省及び地方都市との密接なコミュニケーションを維持し、彼らが有する弱点や課題をデ

ィスカッションのなかから把握し、信頼関係を構築することによってプロジェクトの活動

や先方との協力体制が更に促進されることが期待される。 

 

  （5）外部リソースの有効活用 

本プロジェクトは法令やガイドラインの整備という中央政府としての中核的業務を支援

するものであるため、環境省と公共事業省の主体的参加は不可欠である。しかし、環境省

と公共事業省は日常業務にも多忙で、プロジェクトへの人的投入が十分に得られるかにつ

いては、いささか懸念がある。プロジェクト活動の性格に応じた適切な主体的参加の度合

いを求め、適宜外部リソースにより先方投入を補完して、プロジェクトの効率性を確保す

る必要がある。 
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  （6）プロジェクトの成果間の関係性 

国家廃棄物管理の政策・戦略において決定づけられた「誰が何をすべきか」を法的に規

定するのが、成果1で策定する省令案となる。したがってプロジェクト前半期においては、

「成果3 国家廃棄物管理の政策・戦略」の策定が特に重要である。また、こうした政策支

援に関しては、例えば官による短期専門家派遣を通じた指導、セミナー開催などを複合的

に組み合わせることも想定される。 

 

  （7）パレンバン市でのプロジェクト活動について 

パレンバン市については、行政レベルのCDを支援するコンサルタント専門家チームと、

市民レベルでの活動を支援する北九州市チーム〈PESAMAS〉との間でお互いの相乗効果を

発揮できるような連携が求められる。コンサルタﾝﾄチームと北九州市チームとの間の情報

交換体制も早期の段階で構築しておくことが重要である。 

 

  （8）機材調達と選定について 

プロジェクトでは、一部重機等の機材調達も想定されているが、プロジェクト終了後も

現地サイドで十分維持管理が可能な仕様となるよう慎重に選定する必要がある。 
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第２部 市民参加型廃棄物管理事業に係る詳細計画策定調査 
 

第１章 市民参加型廃棄物管理事業の枠組み 
 

１－１ 詳細計画策定調査実施の経緯と目的 

わが国によるインドネシアの廃棄物管理事業の先行事例として、北九州市による取り組みが挙

げられる。 

スラバヤ市と北九州市［正確には北九州市の外郭団体である財団法人北九州国際技術協力協会

（KITA）］は2004年に地球環境基金（独立行政法人環境再生保全機構）の助成事業として取り組み

を開始した。これに先立ち2002年に同市はスラバヤにおける情報収集のための調査を行っており、

この調査により廃棄物発生量の半分以上を占める有機ごみの処理が廃棄物問題改善の第一歩と認

識し、その対策としてコンポスト化事業の推進を提案した。そしてその事業の実施にあたり、現

地カウンターパート（C/P）に、スラバヤ市の推奨するいくつかの現地NGOのなかから、既にコン

ポスト事業を手掛けており、スラバヤ大学と連携しマネジメント体制に信頼が置けるプスダコタ

（PUSDAKOTA）を選定した。 

試行錯誤の末、株式会社ジェイペック若松環境研究所所長代理高倉弘二氏の技術的サポートの

下で、同年末に従来の手法をベースに、それを改良した簡易で衛生的なコンポスト手法が完成し

た。現在同コンポスト作成技術は、「タカクラコンポストメソッド」「タカクラホームメソッド」

といった名称で、スラバヤにおける成功事例としてインドネシア全土に広く名が知られることと

なっている。 

同メソッドでは、それまで3カ月以上かかっていた生ごみの発酵期間を、現地で入手した発酵菌

を活用し反応温度を高めることで、1～2週間で完了させ、かつ悪臭や浸出水の発生を抑制するこ

とに成功した。またこれまでの集約的なコンポスト化処理だけでなく、各家庭においてもバスケ

ット1つで生ごみをコンポスト化できるという画期的な手法である。このコンポスト化手法の採用

によりPUSDAKOTAのコンポスト・センターの生産性は格段に上がり、これまで悪臭や排水に悩ま

されていた衛生環境も改善した。 

また、地域住民が家庭の生ごみをコンポスト化し、それで鉢植えや苗木を育てるようになり、

家庭衛生環境だけでなく地域に緑が増え、ごみの投棄がなくなり、地域の衛生環境も改善した。

そしてPUSDAKOTAはこのコンポスト化手法を積極的に他のNGOや住民団体に宣伝し、その普及

のため自らの施設においてコンポスト化手法の研修と実践トレーニングを提供するようになった。 

この成果をみたスラバヤ市は、まず同市の管理するケプトラン（Keputran）コンポスト・センタ

ーにて同手法を試験的に採り入れ、その結果を確認したあと、更に新たなコンポスト・センター

を建設し、そこでも同手法を採用した。現在では同市が管理するコンポスト・センターは12カ所

を数え、市場から発生する生ごみの多くと街路樹や公園の樹木を剪定した枝葉や草などをコンポ

スト化している。また、家庭での生ごみコンポスト化も推進すべく、PUSDAKOTAから毎年数千個

単位の家庭用コンポスト・バスケットを購入し、これをコンポスト化に関心をもつ地区に無償配

布した。その数は2005年からの4年間で1万6,000個以上に及ぶ。 

このバスケットの配布において特筆すべきは、スラバヤ市は単にバスケットを配布したのでは

なく、PKK（市長の妻が代表者を務める市職員の主婦で構成する婦人会グループ：NGO）を窓口

とし、その他のNGOや住民団体による地域環境リーダー［環境カードル（Cadre）と呼ばれる］を
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組織し、彼ら（主に彼女ら）がバスケットの使用法及びごみ分別の必要性を住民に説明し、その

使用状況をモニタリングしていることである。このアプローチを現地ではソーシャリゼーション

（Socialisation）と呼んでいる。こうして、バスケットを入手した家庭はコミュニティー内で定期

的にモニタリングされ、その多くが生ごみコンポスト化に取り組むようになった。 

こうして現在、スラバヤ市の最終処分場に送られるごみの量が検証された数字ではないものの

10％のごみ減量化が達成されたといわれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ Unescapセミナー資料より（2008年8月27日 スラバヤ市） 

 

 

Household level: Communal level:

Model of THM (bamboo baskets)Model of THM (bamboo baskets)

Model of THM (rattan baskets)Model of THM (rattan baskets)

Model of THM (plastic baskets)Model of THM (plastic baskets)

Model of composting center for residential area (PUSDAKOTA -
Surabaya city)

Model of composting center for residential area (PUSDAKOTA -
Surabaya city)

Model of composting center for residential area 
(BaliFokus - Denpasar city)

Front-view of composting center at transfer site (Surabaya city & 
Jombang regency)

Front-view of composting center at transfer site (Surabaya city & 
Jombang regency)
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図１－２ 

Kitakyushu Initiative for a Clean Environment

Stakeholders’ inter‐relationships in Surabaya 

Surabaya City
Cleansing Dept.

Unilever (Uli Peduli) 
& Java Post

Other NGOs

Cadres
Pusdakota

Kitakyushu City 

KITA

Surabaya City

Local Government

NGO/CBOPrivate sector

External agency

Technical cooperation
Dev. of compost method

City‐to‐city 
cooperation

Running a community compost centre
Provide composting trainings (over 80 times)

Purchase of 
compost baskets

Environmental Cadre system 
(over 10,000 Cadres)

“Green & Clean Awards”
Community‐based SWM

Supports for
campaigns

Distribution of 
compost baskets

13 compost centres
Catalytic role

PKK

Waste management project in Surabaya, Indonesia

Kitakyushu Initiative for a Clean Environment

Source: KITA, PUSDAKOTA and Cleansing Department, Surabaya 
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図１－３ 

 

現在、北九州市は、こうして得られた知見を広くスラバヤ市以外のインドネシアの都市に、ま

たその他のアジアを中心とした途上国に普及展開する目的で、IGESとともに「北九州イニシアテ

ィブ」を展開している。 

インドネシアにおいては、スラバヤにおける成功事例をPESAMAS（Pengelolaan Sampah Berbasis 

Masyarakat/community-based waste management）プログラムと命名し、インドネシアの国家プログ

ラムとして、スラバヤ市から他都市へ普及拡大をめざすべく活動を進めているところである。 

一方、JICAは2008年2月に「都市環境改善協力プログラム形成調査」を実施し、今後の水質管理

分野支援及び廃棄物管理支援の方向性についてプログラム案の検討を行っている。このなかで、

廃棄物分野管理においては、「制度構築」「廃棄物管理システム改善」「適正処理のための施設改善・

整備」の3つ柱立ての整理を行っており、このうち「廃棄物管理システム改善」において行政レベ

ルでの取り組みの展開とともに、コミュニティーレベルでの活動として、スラバヤにおける成功

事例の普及展開が重要であるとしている。 

こうした背景を基に、本プロジェクトにおいては、スラバヤ市における成功事例の普及をプロ

ジェクトPDM活動のひとつとして盛り込むことを目的とし、可能な対象都市の選定及び具体的な

実施体制の検討を目的とした調査を行った。 

 

1

Waste management project in Surabaya, 
Indonesia

Weight of waste transported to Benowo Landfill 

1,300t/d

1,500-1,600t/d

2007

Total waste reduction: 200t/d (over 10% reduction in 3 years)
• Market organic waste reduction: 20-30t/d (at 14 compost centres)
• Household organic waste reduction: 40-50t/d (by 40,000 baskets)
• Others: 120-140t/d  Recycling

Kitakyushu Initiative for a Clean Environment

Source: Cleansing Department, Surabaya 
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１－２ 調査団の構成 

調査団構成は以下のとおりである。 

 

No 氏 名 所 属 期 間 

1 園 順一 
北九州市環境局環境国際協力室 環境国

際協力係長 
2009年11月1日～11月14日 

2 三苫 洋介 北九州市環境局環境国際協力室 事務員
2009年9月27日～10月8日 

2009年11月1日～11月12日 

3 永石 周治 
財団法人北九州国際技術協力協会環境協

力センター 課長 

2009年9月27日～10月8日 

2009年11月1日～11月14日 

4 高倉 弘二 
株式会社ジェイペック若松環境研究所

所長代理 
2009年11月1日～11月12日 

5 堀 奈穂美 
財団法人地球環境戦略研究機関北九州事

務所 客員研究員 

2009年9月29日～10月9日 

2009年11月1日～11月13日 

 

１－３ 調査日程 

調査日程は以下のとおりである。 

 

＜第1次＞ 

   永石団員、三苫団員 堀団員 

1 9月27日 日 福岡→ジャカルタ  

2 9月28日 月 
ジャカルタ→マカッサル 

マカッサル市打合せ 
 

3 9月29日 火 マカッサル市打合せ 
福岡→ジャカルタ 

JICA事務所打合せ 

4 9月30日 水 マカッサル市打合せ ジャカルタ→パレンバン 

5 10月1日 木 
マカッサル市打合せ 

マカッサル→スラバヤ 
パレンバン市協議 

6 10月2日 金 スタディーツアー準備 パレンバン市協議 

7 10月3日 土 スタディーツアー現場確認 
パレンバン市協議 

パレンバン→ジャカルタ 

8 10月4日 日 スラバヤ→タラカン 資料整理 

9 10月5日 月 
タラカン市打合せ 

タラカン→バリクパパン 
中央ジャカルタ協議 

10 10月6日 火 バリクパパン市打合せ 環境省、公共事業省協議 

11 10月7日 水 
バリクパパン→ジャカルタ 

ジャカルタ→ 
現地NGO協議 

12 10月8日 木 福岡 
中央ジャカルタ協議 

ジャカルタ→ 

13 10月9日 金  福岡 
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＜第2次＞ 

   高倉団員、三苫団員 園団員、永石団員 堀団員 

1 11月1日 日 福岡→シンガポール 福岡→ジャカルタ 福岡→シンガポール 

2 11月2日 月 

シンガポール→スラバ

ヤ 

スタディーツアー準備

JICA事務所打合せ 

ジャカルタ→スラバヤ

シンガポール→スラバヤ

スタディーツアー準備 

3 11月3日 火 スタディーツアー準備 スタディーツアー準備 スタディーツアー準備 

4 11月4日 水 スタディーツアー実施 スタディーツアー実施 スタディーツアー実施 

5 11月5日 木 スタディーツアー実施 スタディーツアー実施 スタディーツアー実施 

6 11月6日 金 スラバヤ→マカッサル
スラバヤ→バリクパパ

ン 

スラバヤ→デンパサール

現場視察 

7 11月7日 土 現場視察 現場視察 現場視察 

8 11月8日 日 現場視察 現場視察 現場視察 

9 11月9日 月 マカッサル市打合せ 

バリクパパン市打合せ

バリクパパン→マカッ

サル 

パレンバン市打合せ 

10 11月10日 火 

マカッサル市打合せ 

マカッサル→ジャカル

タ 

マカッサル市打合せ 
パレンバン市打合せ 

パレンバン→ジャカルタ

11 11月11日 水 ジャカルタ→ マカッサル→タラカン 中央ジャカルタ打合せ 

12 11月12日 木 福岡 タラカン市打合せ 

JICAインドネシア事務所

打合せ 

ジャカルタ→ 

13 11月13日 金  

タラカン→ジャカルタ

JICAインドネシア事

務所報告 

ジャカルタ→ 

福岡 

14 11月14日 土  福岡  

 

１－４ 主要面談者 

主要面談者は以下のとおりである。 

 

 ＜マカッサル市＞ 

総責任者：Mr.Burhanuddin 秘書官 

 

 ＜パレンバン市＞ 

総責任者：Mr. Eddy Santana Putra 市長 

担 当 者：Mr. Apriadi Busri 経済・開発局次長  Mr.Solahudin 開発局長 

 Mr. Barnawi 公共事業局  Mr. Simin 美化局長 

担当職員：Ms.Reni Sefriany 環境局職員 
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 Ms.Nyimas Ida Apriani 環境局職員 

 

 ＜ジャカルタ中央区＞ 

総責任者：Ms.Sylviana Murni 市長 副市長 

担 当 者：Mr.H.A.Malik 環境局長 Mr. H.Helmi 開発・環境次長 

 Ms.Ambasari ジャカルタ特別首都廃棄物管理局長 

 Ms.Sitinjak PKK長 

 Ms.Nursiah PKK事務局職員 Mr.Hamzah 環境局職員 

 Ms.Ananda 公園局職員 

 Ms.Siska 公共事業局職員 

担当職員：Ms.Vera 環境局職員 

 

 ＜バリクパパン市＞ 

担 当 者：Mr. Syahrumsyah Setia 環境局長  Ms.Rosmarini 環境局担当課長 

 Mr.Soufian 清掃美化局長 

担当職員：Mr. Arie Soetjiadi 環境局職員 

 

 ＜タラカン市＞ 

総責任者：Mr.Suhardjo 副市長  Mr.Sofyan 補佐官（開発担当） 

担 当 者：Mr.Subono 生活環境局長  Mr.Ibrahim 清掃美化局長 

 Mr.Cariono（チャリオノ）担当課長 

担当職員：Mr. Verdy 環境局職員 

 Ms.Latifah 清掃美化局職員  Ms.Sonya 清掃美化局職員 

 

１－５ 調査結果概要 

調査団による各都市への訪問調査を通じて、各5都市（マカッサル市、タラカン市、バリクパパ

ン市、ジャカルタ中央区、パレンバン市）いずれにおいても、本事業推進に対する各都市のコミ

ットメントが得られ、PESAMAS事業を推進することで基本的な合意を得ている。 

また、合わせて11月4、5日スラバヤ市で開催したスタディーツアーに、中央政府（BAPPEANS、

環境省、公共事業省、農業省）及び各都市の主要関係者を招へいし、環境省の議長の下で今後の

PESAMS事業推進に向けた協議が行われ、各都市から改めて本事業への参画について同意が得られ

た。 

したがって、本結果を踏まえプロジェクトフレームワークにおいて、活動5-8「マカッサル、バ

リクパパン、タラカン、パランバン及びジャカルタ中央区においてPESAMAS普及事業を実施する」

「5-9 PESAMAS普及事業の評価結果を基に、公共事業省がPESAMAS普及事業の制度設計を行

う」を当初の対処方針どおり記載し、プロジェクト枠組みのなかで実施することで協議議事録

（M/M）の署名交換を行っている。 

なお、各都市の調査結果概要は以下のとおりである。 
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 （1）各都市訪問結果 

1）マカッサル 

a）概要・現況 

人口：約130万人（人口増加率1.76％）  世帯数：29万世帯 

市域面積：177.75km2 

区（Kecamatan）の数：14  Kelurahanの数：143  RWの数：970 

ごみ発生量：約3,900 m3/日（871t/日） 

ごみの組成：有機ごみ84％、無機ごみ16％ 

コンポストセンター設置状況：現在なし 

                           ※2009年度中に3カ所設置予定 

 

b）アクションプランに関するヒアリング 

開始年度：2010年度   

目標年度：2012年度 

目標：ごみ減量10％ 

 

＜最終処分場＞ 

・ 1994年に処理開始。面積14.3ha（容量25年分） 

・ トラックスケールで搬入されたごみの重量を把握 

・ オープンダンピングされていた区画のごみを掘り起こし、別の区画で衛生埋立て

にしている。また、一部はコンポスト化している。 

・ 掘り起した区画は、準好気性衛生埋立処分場として再整備する予定 

 

＜コンポスト技術＞ 

・ 家庭用コンポスト容器は、NGOが製作・販売している。市がコミュニティに約1,000

個を無償配布。それ以外に自主的に容器を購入しているコミュニティもある。 

・ 2009年11月に高倉氏による技術指導（家庭用）を実施 

・ 2010年1月にも高倉氏による技術指導（コンポストセンター用）を実施予定 

 

＜コンポストセンターの設置＞ 

・ 2009年に、3施設の設置を完了し、2010年より運用開始予定 

・ 今後は、PUと協議のうえ設置予定 

 

＜コンポストの需要＞ 

・ 家庭で作成されたコンポストは、家庭菜園や植栽等に活用されている。 

・ 市場用コンポストについては、今後コンポストセンターが建設されてから技術導

入を行っていく。 

・ 市場で作成されたコンポストについては、当面マカッサル市が購入し、道路・公

園などで使用していく。 

・ 将来的には、農業分野での活用も視野に入れている。 
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＜環境教育・啓発＞ 

・ 2005年より、グリーンクリーンキャンペーンを実施しており、コミュニティーベ

ースで取り組んでいる。 

・ 環境に積極的に取り組んでいる学校があり、コンポストに取り組んでいる。 

・ 保健局との連携による地域普及を既に実施している。 

 

＜人材育成＞ 

・ モティベーターやファシリテーターといった地域普及員による普及活動を行って

いる。現在、モティベーター10名、ファシリテーター20名認定。 

・ 行政関係者の廃棄物管理能力向上の必要性がある。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 現在のモティベーター、ファシリテーターの人数を増やす必要あり。 

・ モティベーター及びファシリテーターに対し、セミナー等を通じて能力向上を図

る必要あり。 

・ ごみ量の地区ごとの把握、地域別のごみの発生量・コンポストの需要について、

調査・検討の必要あり。 

・ コンポストセンターの運営について、十分な準備が必要である。 

・ 行政関係者が廃棄物減量のためのグランドデザインが描けるよう、指導していく

必要がある。 

 

2）パレンバン市 

a）概要・現況 

人口：160万人  市域面積：503km2 

郡（Kecamatan）の数：16  Kelurahanの数：107   

ごみ発生量：1,110t/日 

           ※パレンバン市から排出される廃棄物の量は年々増加傾向にある。 

ごみの組成：有機系 68％  非有機系 32％ 

コンポストセンター設置状況：コミュニティ用2カ所、市場用1カ所、川・農業用1カ所、

最終処分場用1カ所、公園用1カ所、学校2カ所 

 

b）アクションプランに関するヒアリング 

開始年度：2009年度   

目標年度：2012年度    

目標：ごみ減量10％ 

 

＜最終処分場＞ 

・ パレンバン市には最終処分場が2カ所（SukawinatanとKarya Jaya）ある。 

-Karya Jaya（1994年開始 25ha）は、2009年6月から改修工事のため一時閉鎖 

-Sukawinatan（1997年開始 40ha）は、2009年6月から同市で発生する廃棄物をすべ



 

－111－ 

て受け入れているが、最終処分場の許容範囲は限られているため市は最終処分場

に運び込まれるごみの削減に力を入れている。しかしごみ収集トラックの数が足

りないため市の廃棄物収集能力は60～70％にとどまっている。 

・ オープンダンピングであるが、衛生埋め立てに移行計画中 

・ 2009年9月からPT Gikoko Kogyo Indonesiaがガス回収事業を開始。メタンガスを回

収し、DKP事務所と近隣の通りと灯りのエネルギーを供給している（4～5時間/日）

まだ不安定であるため調整中 

 

＜コンポスト技術＞ 

① EM4やESTROやPUSRI Dectroの発酵菌を使用し攪拌 

② ココナツの果汁を使い発酵促進 

③ 添加剤を使わず攪拌などの方法でコンポストを生成するコンポストセンターと、

ESTROを利用し液肥を作る事業がある。 

④ 日本からの専門家派遣を希望 

 

＜コンポストセンターについて＞ 

これから、市内の16地区にコンポストセンターを建設設置（Kelurahanごとに1つ）。

しかし市の予算で実施可能なのはコンポストセンター1カ所の立ち上げ費用のみ。 

 

＜コンポストの需要＞ 

・ 市の公園局が買い取り制度を行っている。しかし、コンポストセンター管理者の

財政支援として一時的に行っているものであり、持続的対策ではない。 

・ 市が大規模な買い取りを行う場合、議会の承認を受ける必要があり、それが難関

となっている。 

・ 農業用のコンポストは品質管理しやすいため、需要が高く高値で販売している。

キャパシティが拡大することができれば将来的に輸出も可能。 

 

＜環境教育・啓発＞ 

・ 環境フレンドリービレッジというコミュニティ美化キャンペーンを107地区すべて

の参加の下実施（2007年開始）。予算は、5億ルピア（500万円） 

・ 環境教育に取り組んでいる学校：3校 

・ 現在実施している環境フレンドリービレッジ（地域美化キャンペーンの基準）に

コンポストの活動を組み込みたいと考えている。 

 

＜人材育成＞ 

・ 環境リーダー育成として、主婦団体・環境活動家・NGO・メディア向け対象に

Socializationを実施（《40名》×17カ所）。廃棄物管理技術トレーニング、家庭ごみ

コンポストキット配布、セミナーキットとリサイクル製品の配布 

・ 環境フレンドリービレッジの基準にコンポストの活動を組み込むための前準備と

して、郡長・区長レベル対象のSocializationを実施。廃棄物管理技術トレーニング、
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家庭ごみコンポストキット配布、セミナーキット・リサイクル製品の配布 

・ 環境フレンドリースクールを開始し、小学校向けの環境リーダー育成。教職員・

校長・スーパーバイザーを対象にSocializationを実施（16カ所）。廃棄物管理技術ト

レーニング、家庭ごみコンポストキット配布、セミナーキット・リサイクル製品

の配布 

・ 環境フレンドリーオフィス・マーケット・ターミナル キャンペーンを開始 

・ 日本からの専門家派遣を希望 

 

＜今後の課題＞ 

・ 今後の方向性としては、住民と市職員の意識向上やトレーニングを実施しつつ、

市の予算で実現可能な1カ所のモデルコンポストセンターを立ち上げる。また、既

存の3カ所のコンポストセンターを改良し、規模を拡大すること、そして周辺の住

民を巻き込んでいくことで、目に見える成果を上げていきたい。 

・ 同市には公営肥料会社（PT-PUSRI）があり、農業省から年間45万tのコンポストを

生成するように指示がなされているため、協力体制の構築を検討する余地あり。 

・ ごみ量の地区ごとの把握、地域別のごみの発生量・コンポストの需要について、

調査・検討の必要あり。 

 

＜特記事項＞ 

・ スラバヤスタディーツアーに参加後、実務者レベルの職員の要望により分別用ご

み箱の配布案を人材育成に変更した。 

 

3）ジャカルタ中央区 

a）概要・現況 

人口：88万人  世帯数：24万世帯  市域面積：48.17km2 

郡（Kecamatan）の数：8  Kelurahanの数：44  RWの数：397 

ごみ発生量：1,600t/日 

ごみの組成：有機系55％  非有機系 45％ 

コンポストセンター設置状況：家庭用1カ所  市場横1カ所 

 

b）アクションプランに関するヒアリング 

開始年度：2009年度   

目標年度：2012年度   

目標：ごみ減量10％ 

 

＜最終処分場＞ 

・ BeKasi市にあるBantar Geban最終処分場1989年に処理開始 

・ 浸出水処理、覆土実施、換気管を有している。インドネシアで最新の最終処分場

（108ha）を有する。 
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＜コンポスト技術＞ 

・ 高倉式バスケットを使用している通りが、Rawasari地区にある。 

・ Rawasariコンポストセンターでは、積み上げ式で添加剤を使用せずコンポストを生

成、その後できあがったコンポストを混ぜて使っている。 

 

＜コンポストセンターについて＞ 

・ 2009年に8郡にてコンポスト施設を建設予定 

・ 2010年には44区に建設拡大という案もある。 

・ 2010年1月に高倉氏による技術指導を実施予定 

 

＜コンポストの需要＞ 

・ 公園局担当はコンポスト買い取りについて法定の問題で消極的であったが、今後

は買い取り可能性の調査を実施する。 

・ PT Pertaniがコンポストの買い手になる可能性について調査を行う。 

 

＜環境教育・啓発への取り組み＞ 

・ 元UNESC職員の女性が独自にジャカルタ5市の小学生を対象とした環境教育を行

っている。 

・ Karindaガーデンが高倉式コンポストバスケットを使い小学生～大人を対象とした

環境教育パッケージを提供している。 

・ Sumur Batu、Kemayoran、Cempaka Putihにごみ削減モデル事業あり。 

・ Zero Wasteの地区あり。 

・ Cadreシステムあり。 

 

＜人材育成＞ 

・ Rawasariコンポストセンターを中心として技術応用評価庁（Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi：BPPT）が人材育成を行っている。 

・ 行政による廃棄物管理能力向上が必要である。 

 

＜今後の課題＞ 

・ カウンターパートとなり得る存在はあるが、協働体制には至っていない。 

・ まずは市職員の意識向上やトレーニングを実施しつつ、新しく建築予定のコンポ

ストセンターの運営がスムーズにいくようなシステム構築をする必要がある。 

・ ごみ量の地区ごとの把握、地域別のごみの発生量・コンポストの需要について、

調査・検討の必要あり。 

 

4）バリクパパン市 

a）概要・現況 

人口：61万人  市域面積：503km2 

Kelurahanの数：14  RWの数：1,377 



 

－114－ 

ごみ発生量：300t/日 

※グリーン・クリーン・ヘルシー（GCH）キャンペーンに取り組んでい

るが、2年間の減量化率は3％ 

ごみの組成：現在問い合わせ中 

コンポストセンター設置状況：家庭用1カ所  市場用0カ所  事業所ごみ2カ所 

 

b）アクションプランに関するヒアリング 

開始年度：2009年度   

目標年度：2012年度 

目標：①ごみ減量10％ ②ごみゼロ地区（Zero Waste Area）の制定 ③リサイクルシス

テムの構築、条例制定 

 

＜最終処分場＞ 

・ 2004年に処理開始。処理量300t/日 

・ 嫌気処理・好気処理・沈殿地を設けた浸出水処理施設を有している。 

 

＜コンポスト技術＞ 

・ 手間がかからないので、市民にはアエロコンポストの方が人気 

・ 引き続きPUSUDAKOTA等での研修及び日本からの専門家派遣を希望 

 

＜コンポストセンターについて（Lead Modelとして）＞ 

・ 市内に14の家庭ごみ用廃棄物管理センターを設置（Kelurahanごとに1つ） 

・ 隣組レベル（RT）に1つのアエロコンポストを提供（市内約1,400個） 

・ 市場ごみ用廃棄物管理センターを4カ所設置 

・ 学校に廃棄物管理センターを2カ所所設置（実証試験として） 

・ 事業所用に廃棄物管理センターを設置（官庁に2カ所所、民間1カ所所） 

 

＜コンポストの需要＞ 

・ 市が一部を買い取り、炭鉱跡の復興、道路・公園等の植栽などに使用している。 

・ 土地がやせていて農業があまり発達していないので、需要が少ない。 

 

＜環境教育・啓発への取り組み＞ 

・ グリーン・クリーン・ヘルシー（GCH）キャンペーンを実施（10年間継続した取

り組み） 

・ 環境教育に取り組んでいる学校：5校 

・ 環境教育センターを処分場と住居地域に設置予定（PUSUDAKOTAのトレーニング

センターのようなイメージ）。あえて処分場につくる理由としては、 

① 処分場のイメージアップ。透明化・安全性のアピール 

② ごみがどのように処理されているか市民に見てもらい啓発を図る。 

③ スペースが豊富にある。 
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・ Socialization（市民への説明）の実施 

 

＜人材育成＞ 

既に、スラバヤ市のNGO、PUSUDAKOTAで研修を受けている。今後は、 

① モチベーターの環境教育、技術トレーニング 

② 行政区レベル（Distinct、Subdistinct）でのトレーナーの訓練 

③ 日本での研修 

を予定、希望している。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 管理職をターゲットにしたセミナー・ワークショップを開催し、その成果として

10年計画のマスタープランを策定する。 

・ ごみ量の地区ごとの把握、地域別のごみの発生量・コンポストの需要について、

調査・検討の必要あり。 

 

＜その他＞ 

・ コミュニティレベルでの廃棄物管理関連の合意の推進 

・ 学校での環境教育モデル校、事業所への賞の設立 

  ※取り組みが後退している学校は賞の取り消しもある。 

・ 政策提言 

・ 学術論文掲載、新しい廃棄物管理法の遵守 

 

5）タラカン市 

a）概要・現況 

人口：18万人（年間人口増加率8.2％、他地域からの流入で年間1万人強の増加） 

市域面積：657km2  ※南北65km、東西13kmの島 

ごみ発生量：182t/日  ごみ収集量：162t/日 

※残り20tは、管理されていない状況（＝住民が投棄したり焼却したりしている） 

ごみの組成：有機系72％  非有機系28％ 

コンポストセンター設置状況：家庭用3カ所、市場用1カ所（最終処分場に設置） 

 

b）アクションプランに関するヒアリング 

開始年度：2010年度 

目標年度：2015年度 

目標：① コミュニティレベルでのごみ減量：50～70％ 

※生ごみコンポスト化、プラスチック等のリユース・リサイクルによる 

        ② 行政によるごみの減量：20～50％ 

※ごみの分別・リサイクル、焼却処理等による 
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＜最終処分場＞ 

・ 衛生埋立て 

・ 焼却施設・コンポストセンター・資源化センターを併設 

・ 50haの新処分場を建設中（人口増によるごみの増加に対応） 

 

＜コンポスト技術＞ 

・ いくつかのコミュニティで、高倉ホームメソッドが普及している。 

・ PUSUDAKOTA等での研修、日本からの専門家派遣を希望 

 

＜コンポストセンターについて（Lead Modelとして）＞ 

・ 区（Kacamatan）1つに3カ所の家庭ごみ用コンポストセンターを設置 

・ 開発地域に1カ所所家庭ゴミ用コンポストセンターを設置 

・ 隣組レベル（RT）にアエロコンポストを提供 

・ 市場ごみ廃棄物管理センター：3カ所所設置 

・ 学校用廃棄物管理センター：10カ所所設置 

・ 事業所用に廃棄物管理センターを設置 

 

＜コンポストの需要＞ 

・ 土地がやせていて農業があまり発達していないので、需要が少ない。 

・ 市が一部を買い取っている。 

・ 出張中もユスフ前市長が、市幹部に積極的な買い取りをするよう指示 

 

＜コミュニティの状況＞ 

・ コンポストセンターのある地域（RT）では、センターを積極的に活用している様

子 

－2006年度参加：151世帯、2007年度参加：1,133世帯（市場の業者含む） 

－2008年度参加：845世帯 （数字は参加しているRTの世帯数と思われる） 

・ いくつかのコミュニティは積極的だが、全体的には行き渡っていない。 

 

＜環境教育・啓発への取り組み＞ 

・ モデルコミュニティの設置：5カ所 

・ 町内会の集会などでごみの分別について説明している。 

 

＜人材育成＞ 

・ 2008年に自費で北九州市での廃棄物管理研修を実施 

・ モチベーターの環境教育、技術トレーニング 

・ 行政区レベル（Distinct、Sub-distinct）でのトレーナーの訓練 

・ 日本での研修を希望（2008年度とメンバーを別のメンバー） 
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＜広報活動＞ 

・ 市民説明（Socialization） 

・ キャンペーン 

・ ポスター等の作成、環境教育の教則本のブラッシュアップについて、専門家のア

ドバイスを希望 

 

＜今後の課題＞ 

・ ごみ量の地区ごとの把握、地域別のごみの発生量・コンポストの需要について、

調査・検討の必要あり。 

 

＜その他＞ 

・ 市長名で廃棄物管理に関する政令を公布する（9月に実施済み）。 

 

 （2）スラバヤスタディーツアー 

1）概 要 

北九州市は2004年からスラバヤ市に対して廃棄物管理の技術協力を実施し、スラバヤ市

のみならず現地NGOや住民団体といった市民参加型の取り組みにより3年間で廃棄物量の

10％削減に成功した。このスラバヤ市の成功事例をインドネシア全体に普及させるため、

マカッサル市、ジャカルタ中央区、バリクパパン市、パレンバン市、タラカン市をモデル

都市として選定し、これら都市のプロジェクト実施責任者とNGOや住民団体の代表者など

を対象に、スラバヤ市においてスラバヤ市当局の実施した政策やPKK（主婦団体）の果た

した役割、地域環境リーダーの組織化、グリーン＆クリーンキャンペーンの運営などを講

習し、PUSPAKOTA（大学所属NGO）の施設にてコンポスト化実践トレーニングを行うとと

もにインドネシア政府、北九州市、各都市代表者、JICAインドネシア事務所との協議を目

的としたスタディーツアーを実施した。 

 

2）主な参加者 

インドネシア公共事業省、環境省、農林省、国家開発省、北九州市、KITA（財団法人 北

九州国際技術協力協会）、IGES北九州事務所、スラバヤ市関係者、マカッサル市関係者、ジ

ャカルタ中央市関係者、バリクパパン市関係者、パレンバン市関係者、タラカン市関係者、

JICAインドネシア事務所 

 

3）成 果 

1．行政・NGO・婦人会・民間企業・マスメディアなどの取り組み事例の紹介、並びに地域

コミュニティ、学校の取り組みを現場視察することで、5都市関係者が成功イメージを

共有することができた。 

2．インドネシア政府、北九州市、各都市代表者、JICAインドネシア事務所との協議のな

かで、事業期間を3年間とし、それ以後についてはインドネシア政府が当該事業をモデ

ルケースとして、国内全域に普及させていくということについて、合意がなされた。 
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１－６ 今後の展開の方向性について 

今後は、3年間での廃棄物削減目標10％を目標に、5都市から提出されたラフなアクションプラ

ンについて、各都市の担当者とその実現に可能性について、協議を行いながらブラッシュアップ

していき、2010年度の事業スケジュールを作成していく。 

また、2010年1～2月にインドネシア公共事業局、スラバヤ市、パレンバン市を対象に、JICA九

州（北九州市）で行う廃棄物管理全般の研修を通して、訪日研修員とも情報交換を行う予定であ

る。 

当面考えられる北九州チーム側からのアクションとしては、最終アクションプラン（3年計画）

の確認、5都市への専門家派遣によるプロジェクト立ち上げ（必要に応じて、コンポストセンター

を稼働、家庭用コンポストバスケットを配布）、PKKや市民団体と協力しその使用状況をモニタリ

ングする地域環境リーダー組織の立ち上げ及び住民主体のごみ削減キャンペーン実施の準備など

が考えられる。 

特に住民主体のごみ削減キャンペーンについては、各都市に進出している日本企業に対して、

CSRの観点から協力を得ることも場合によっては可能と思われる。 
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